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北欧を見て東アジアを想う

今，東アジアの海が荒波で大きくうねっている．2012年の年の瀬に北朝鮮が，「人工衛星」と称し

て弾道ミサイルの発射を強行した．今年二度目の発射であった．北朝鮮は国民生活の窮乏化を横目に，

体制安泰と「強盛大国」を誇示するため無謀な核保有へと突き進むのであろうか．また，2012年は日

本と近隣諸国との間で領土と主権をめぐる問題が先鋭化し，双方の示威行動が繰り返された．この夏，

日本が「固有の領土」と主張する竹島に韓国の李明博大統領が，北方領土の国後島にロシアのメドベ

ージェフ首相がそれぞれ「上陸」し，島の実効支配を自国民に向けてアピールした．秋には，石原東

京都知事による尖閣諸島の購入発言を機に，日本政府が民間人地権者から同島を買い取って国有化し

た．このため中国国内で反日暴動が発生，周辺海域では中国の海洋調査船が日本領海への侵入を繰り

返し，海上保安庁との睨み合いが今も続いている．中国は南シナ海でもフィリピン，ベトナム，マレー

シアやブルネイとの間で領有権問題を抱え，きな臭さを漂わせている．アジアの海は「抗争の海」と

なっていくのであろうか．

反対に，最も情勢が安定し，平和を維持している地域として北欧を真っ先にあげることができよう．

デンマーク・スウェーデン・ノルウェー・フィンランド・アイスランドからなる北欧は「北欧協力」と

呼ばれる独自の地域協力体制を確立している．その最大の特徴は「連合（union）」とは異なる緩やか

な連携，問題への柔軟かつ現実的なアプローチにある．それは冷戦時には各国の戦時経験や地政学

上の違いから軍事・安全保障分野にはあえて踏み込まず，文化・教育，交通・通信，労働・社会政策

など合意可能な分野から協力の実績を積み上げてきたことに示されている．ここで注目すべきは，地

域協力の前提となる相互の友好信頼関係が決して所与のものではなく，むしろ歴史的に見れば，北欧

も地域覇権の争奪をめぐる対立の場であったという事実である．14世紀末に，デンマークがカルマル

連合を形成して北欧の実質的支配者となったが，16世紀にスウェーデンが反旗を翻して連合から離

脱，域内覇権をめぐって対抗関係が続いた．17世紀に起きた三十年戦争は本来キリスト教の新旧両派

による宗教戦争であったが，北欧での戦争の構図や性格は大きく変質し，いずれも新教側にあった両

国が北海・バルト海の制海権や領土拡張をめぐって衝突した．戦いに敗れたデンマークは欧州の小国

に転落し，北欧での支配的地位はスウェーデンに取って代わられた．一方，「バルト帝国」として君臨

するようになったスウェーデンも18世紀には，バルト海に進出してきたロシア帝国との戦争に敗れ，以

後域内の影響力は限定的なものとなった．ノルウェーは14世以降デンマークに，19世紀からはスウェ

ーデンとの同君連合下に，また，フィンランドは12世紀以降スウェーデンに，19世紀からはロシア帝

国の自治大公国に組み込まれるという歴史を辿り，域内では長く従属・被支配の立場に置かれた（結

局，ノルウェー・フィンランド・アイスランドが完全独立を果たすのは 20世紀になってからであった）．

19世紀半ばごろ，北欧の知識人，文化人の間で北欧の連帯・一体化を目指す「スカンディナヴィア主

義」運動が広がったが，具体的な実を結ぶことはなかった．しかし，域外大国からの圧力に抗するため

には北欧内の連携が不可欠との認識が潜在的に共有されるようになり，以後北欧諸国間の軍事紛争は
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なくなった．20世紀になり，苦難の世界大戦を経て，北欧地域協力は小国の「生きる知恵」として顕

在化するようになったのである．

再び東アジアに目を転じるならば，2012年は域内の国家指導者ほぼ全てが入れ替わるという刮目す

べき年となった．時系列的に見ていくと，先ず 3月にロシア大統領選挙が実施され，大統領と首相との

ポスト交換という違法ではないものの脱法的な政治取引により，プーチンが勝利を収め，大統領に返り

咲いた．4月には前年死去した北朝鮮の金正日総書記の後継者として息子の金正恩が朝鮮労働党第一

書記に就任，二代続けて社会主義体制下の奇妙な世襲が行われた．11月には域外国ではあるが，ア

ジア情勢に決定的な影響力をもつ米国で大統領選挙が行われ，民主党のオバマ大統領が共和党のロ

ムニー候補を破り再選された．同じ11月にはグローバル・パワーに成長した中国で共産党大会が開か

れ，最高指導者の胡錦濤に代わり，習近平が党中央委員会総書記に指名され，世代交代が進んだ．12

月には日本で衆議院選挙が行われ，与党民主党が惨敗し，自民・公明両党が連立内閣を組むことで合

意，かつて体調不良を理由に首相を辞任した安倍晋三が首相に再登板することになった．年の締め括

りに，韓国の大統領選挙が行われ，独裁と高度成長という功罪両面を併せ持つ朴正煕元大統領の娘で，

保守系与党セヌリ党の朴槿恵候補が，野党民主統合党の文在寅候補を接戦の末破り，同国初の女性

大統領に就任することになった．

国家指導者の選出という政治の季節には，政治家の言動は国内の支持基盤を強固なものとするため

大衆迎合的になりがちである．とりわけ対外関係においては係争問題を単純化し，対立する国家を悪

玉と決めつける観念的，情緒的な発言で国民のナショナリズムを煽る傾向にある．そう見るならば，冒

頭で述べたミサイル問題や領有権問題が偶発的なこととは考え難い．7年連続で首相が交代した日本

を除けば，上述の新指導者はクーデター，事故，病気など不測の事態でも起こらない限り，「近い将

来」に代わることはない．日本の安部政権がいつまで権力の座に留まれるのか予見しづらい面はある

が，国家指導者には中長期的な視点から過度な愛国主義的言動を慎み，冷静に問題の打開策をさぐる

度量が求められる．無原則な国益無視の妥協などは論外であるが，北欧がそうであったように，解決

の方法論においては柔軟であろうとする姿勢，知恵が求められる．

文明研究所所員

池 上 佳 助



東日本大震災はその被災の範囲・深刻度において，近年の災害の中でも現在の世代が経験したことのない大規模な

自然災害となった．歴史的記憶を超えた自然災害に人間はどう対応することができるのかという問題がわれわれに突き

つけられた．さらに，原発事故，サプライチェーンの破綻から，原子力エネルギー依存，グローバリゼーションへの対

応法という，現代文明のあり方を反省させる契機ともなった．2011年度から開始した個別研究プロジェクト「東日本大

震災と文明」は，こうした観点から急遽編成されたものである．建学の理念である「調和のとれた文明社会の創造」の研

究を第一に担う当研究所は，東日本大震災が現代文明に投げかけた様々な問題に正面から取り組むことが必要であり，

また，その研究の成果を学内外に発信することは，教育研究機関としての大学に付置された研究所の責務であると考え

ている．

　本号では，2011年 12月8日に開催された「シンポジウム　震災復興とエネルギー対策」（東海大学湘南校舎 15号館

4階第 1会議室）で報告された基調講演，報告，討論ならびにパネルディスカッションを掲載する．

東日本大震災と文明
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浅野清彦　本日の基調講演を川島博之先生にお願いをいた

します．

川島先生は東京大学大学院工学研究科を終えられまして，

東京大学の生産技術研究所の助手，また農林省農業環境技

術研究所の主任研究官，ロンドン大学の客員研究員等を経

まして，現在，東京大学大学院農学生命科学研究科准教授

でいらっしゃいます．それでは川島先生よろしくお願いいた

します．

川島博之　ご紹介いただきました川島と申します．最近『電

力危機をあおってはいけない』という本を書いて，かなり本

音の部分を書いたので，不埒な議論をしているのかなという

のでお叱りを受けるのではないかと思っておりますが，私自

身はかなり，だいぶ人生の後半になって自分が見聞きしてき

たことの本音の部分を書いています．

経歴はご紹介いただいたんですが，自分のことを少し説明

したほうが今日の説明はわかりやすいと思います．私自身は

大学院のときに工学部で〈科学システム工学〉を習いました．

なかでも〈プロセス工学〉とか〈システム分析〉を習いまして，

主にシステム分析という手法を用いて環境のことを研究して

修士号，博士号を取りました．そのあとで東大の生産技術研

究所の助手になりまして，数理モデルを用いて環境をシミュ

レートすることをやっていました．

ちょうど地球環境問題が華やかになったころ1990年に農

水省に移りました．農水省では10年くらい地球環境の変動

と世界の食糧のことについて数理モデルを用いた予測の研

究をして，東大の農学部に移りまして，10年くらいになります．

農水省で研究したときもそうですが，システム分析という

立場で研究していくと，世評で言われていることとはすごく

違っています．世界は食糧危機になることはないと言ったの

ですが，農水省は日本は食糧危機になることを前提にして食

糧自給率の向上を目指しているために，農水官僚からはとて

も評判が悪くなりました．

大学に移ったころから主なフィールドをアジアにおいて，

経済発展と食糧問題とかエネルギー・資源の問題をどう考

えるかに取り組んで参りました．そのなかでエネルギー問題

もかなり研究していました．エネルギーは工学部の先生がや

るという先入観があるので，あまり著作もしませんでしたが，

今回たまたま東日本大震災のあとに，電力やエネルギー問

題についての講演をしましたところ出版することになりました．

書いている内容はここ十年くらいずーっと思いつづけている

ことです．今日はそのことについて話していきます．

石油価格の変動は資源の枯渇や需要の増加では説明
できない

世評では，石油が枯渇すると言われていますが，この部分

について私はかなり違う意見を持っています．

私はなぜ石油は枯渇しないと思い立ったかと言いますと，

じつは食糧についてずっとメインに調べていました．IMFの

データでトウモロコシの国際市場価格は，1980年を基準にし

ますと，1995年に非常に高くなりました．ちょうどレスター・

ブラウン（Rester R. Brown）が『だれが中国を養うのか』（ダ

イヤモンド社 1995）で，中国が大量に食べるようになったか

らだと主張して，世界的に評判となり，日本ではついに食糧

危機がやってきたと騒がれました．しかしその後，べつに危

機は来ないで価格はサーッと下がって来ました．2007年か

らまたトウモロコシの価格が高くなり，2008年 6月ぐらいに

ピークになりました．その後 7月，8月と下がり，9月のリー

マンショックで急落しました．また今年になって上がってく

る，このことをもって食糧危機を言う識者
4 4

という人がいますが，

じつは大学の先生は世界食糧危機についてほとんど言及し

ていません．

大学に行ってからは東大出版会で本を出しましたが，一般

向けに『食糧危機をあおってはいけない』（文藝春秋社）を書

きました．ところが農学部の先生や学会，農水省からの公式

の反応はありませんでした．世評に反する事実を述べても反

「文明」No.17, 2012　3-11

基調講演　震災後のエネルギー戦略
川島博之　東京大学大学院・農学生命科学研究科准教授
討論者

川崎一泰　東海大学政治経済学部准教授� 〔シンポジウム　震災復興とエネルギー対策〕
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応がないのです．ずいぶん変な社会だと思いました．

石油についても同じです．おそらく石油とか天然ガスにつ

いては，石油会社で研究をされていたような人がいちばん物

を知っているんだという感触はつかんでいます．今日はそこ

に焦点を当てます．

じつは石油の価格とトウモロコシの価格はほぼ同じように

動いています．トウモロコシが高くなったときには，テレビの

コメンテーターは必ずオーストラリアで不作があり，ロシア

で旱魃があったので上がっているといいます．つぎには，中

国やインドが大量に穀物のエサを使うようになった．人口が

増加しているから増えていくという解説をします．

石油も同じように動いています．石油は旱魃のときにとれ

なくなるものではありません．インドや中国の消費量が増え

ていることは確かです．ただ，全体の消費量で見たときに，

中国やインドの伸び方はまだ微々たるものです．中国の世界

からの輸入量は今 2億トンです．日本も2億トン輸入してい

ます．アメリカは 6億トン輸入しているので，27億トンくら

いが動き回っているところに急に中国が 2005年ぐらいから大

量に使ったということはありません．最近急速には伸びてい

ますがそのことでは石油価格の変動を説明できません．2009

年はバーンと落ちていますが，同時に中国は石油を使うのを

やめたわけではありません．

今回電力に関係して原子力発電の原料として議論される

ウラニウムがあります．なぜ日本が原発に突き進んだ理由の

ひとつは，石油や天然ガスは大量に必要なので備蓄できない

けれども，ウラニウムについては輸入して置いておくとかなり

備蓄できる，だから，ウラニウムは IEAの統計でも自給的な

ものに入れられることになっている．安いときに買っておいて

5年分貯めておいてもいいということなんですが，じつはそ

のウランの価格も似たように動いています．

要するに価格は需給のバランスで決まるという経済学の常

識は現実とはどうも違うのではないか．需給のバランスが大

きく崩れたことが原因で 2～ 3年のあいだに価格が乱高下す

るという説明は全くおかしいです．

今，石油価格はバレル 100ドルくらいになっていますし，

小麦の価格やトウモロコシの価格は，2011年の夏に 30年

来の高値をつけていて，最安値の 3倍くらいになっています．

こうしてみると，現在世界は石油危機，食糧危機の状態にあ

るはずです．ところが日本の国内でそんなことは誰も思ってい

ません．

世界のGDPは 6,000兆円くらいですが，石油の取引額は

100兆円から150兆円くらいあって，世界のGDPの 2～ 3

パーセントを占めているきわめてビッグな取引です．世界的

な金余りの状態のところで実物＝現物にお金が流れ込んで，

ちょっと何かが起きると鳥の羽の水音に驚いてすぐこっちに

移し替える，というようなことをやっているので価格が乱高

下するわけです．

価格の高騰が石油資源の供給を増やす

石油は当分枯渇しません．簡単に掘ることができる石油は

枯渇する可能性があります．ところが 1バレル 100ドルレベ

ルになってくるといろんなものが使えるようになってくる．世

界ではいま，トンにして 40億トンぐらいを毎年消費している

わけですが，このへんだとだいたい 40ドルくらいのコストで

十分供給できる資源量があります．100ドルになっているの

は，やはり60ドル分ぐらいどこかに余分なお金が流れてい

る構造になっているわけです．これはロイヤル・ダッチ・シ

ェル等が儲けている部分もありますが，大きな石油の供給源

であるロシアや中東に過剰なお金が流れています．要するに，

100ドルの水準では石油は永遠に枯渇しません．

またいまから20年くらい前は，天然ガスはそのうちなくな

ると言っていましたが，ここ10年くらいきわめて明確になっ

てきたのは，天然ガスの埋蔵量はひょっとしたら人類の感覚

にして無限大に近いのではないかという感想もプロたちは持

っているそうです．

震災後のエネルギー戦略

今回，震災後のエネルギーについての戦略を考えるという

ことで伺ったんですが，詳細については本に書きましたので

おおまかについては本を読んでいただきたいと思っています

が，なかなか本には書けないようなことを申し上げれば，で

すから枯渇はしないし当分は問題がないという方向でいいと

いうことです．100万キロワットというごく標準的な原子力発

電所を一年間動かすためにウランだと30トンくらいあれば

よくてこれをオーストラリアから買ってくると3億円ぐらいで

済みます．ところが火力の石油でこれを動かそうとすると160

万トンくらいが必要になって，それには1,000億円くらいのお

金がかかる．だからいま原発 23基とか 24基で 2千数百万
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キロワットを発電していますから，それを全部石油で代替す

ると3兆円かかるというのは，2011年の 6，7月頃に当時の

海江田大臣が発言して議論になったところです．このへんも

調べてみると変な話でして，昨今は石油価格が高いんです．

だから3兆円かかるんですが，もう少し前のところで見ると1

兆円くらいでいいというところもあります．日本では地球環境

問題から天然ガスがいいと言われますが石油をまだかなり使

っている事情があります．

日本の社会は，1950年代まではけっこう石炭を使っている

社会でした．ところが 1960年代に急速に石油への転換を図

ります．1970年の段階ではもう電力会社はある意味で設備

投資に金をふんだんに使える，要するに自分の投資にかかっ

たお金は全部電気料金に上乗せして，全部石油で発電する

ことにしたんです，このことから日本は先進国のなかで一番

石油ショックに苦しむことになりますが，当時，多くの国では

まだ石炭を使っていました．

日本の1950年代～ 1960年代のときの国際情勢の読み方

は今と同じで非常にお人好しで，石油のほうが効率がいいか

ら全部石油に変えようとしたらいきなり石油ショックが 1973

年に来て，それから1978年に第二次石油ショックが来て，

当時のお金で産油国に 3兆円くらい払わなきゃいけないよう

な状況が生まれて，ひどい目にあったわけです．ただ，石油

価格は非常に乱高下するので，「いつまでも続くものではない

のではないか？」というふうには考えられます．ピーク値だけ

を示して話すのではなくて，ピークはそんなに続かないと考

えるべきです．

太陽光発電を行うには平地が足りない

それからもう一つ〈太陽光発電〉が騒がれましたが，なか

なかペイしないという方向に動いていると思います．2009年

の発電量 8,585億キロワットを現在の発電効率で太陽光発

電にするとだいたい東京都の面積の 3倍くらいが必要になり

ます．山を伐り森林をつぶすことができないとすれば，現実

的なのは，屋根や鉄道や高速道路の上に設置するのが環境

を破壊しないことになります．だいたい原発による発電量が

2,700億キロワット，全部は発電しないのでちょっと下めで

2,200～ 2,300億です．これを発電するのに屋根と高速道路

の上につければ可能だという計算はできます．でも，普通の

家に太陽光パネルをつけるには，1戸当たりだいたい 300万

円程度かかります．全体で設置費用に 200兆円くらいかかっ

てしまいます．20年間でこれを償却するにしてもけっこうな

額になるわけで，10年間で償却すれば 1年間に 20兆円にな

ります．原発を全部石油に置き換えたとしても，ピークが続

かないとすれば 2～ 3兆円で済みそうなものを，なんでそん

なに払わなければいけないのかということになります．

これについて自然エネルギー派は，税金を ʻ呼び水ʼ にして

太陽電池を技術革新の軌道に乗せてやれば，どんどん効率

が上がって普及していくと主張します．でも日本は山が多く

て平地として使えるのは，だいたい1,000万ヘクタール，こ

れはかなり中・山間地も含んでのことで，真っ平らなところだ

と600万ヘクタールぐらいしかありません．日本の人口密度

は平地の人口密度として見たときに世界でいちばん高いんで

す．農用地で計算して，1ヘクタール当たりだいたい15人ぐ

らいです．他の国はだいたい 5人にいかない国が多くて，オ

ーストラリアとかブラジルとかカナダは一人もいないという感

じになります．日本だと少しの土地でも地代がかかり，そこに

設置するとしたら，何かの保証金くれとか，風力発電の場合

は低周波公害があるからやめてくれという．保証金を払わな

きゃいけないということになったら，圧倒的に不利です．世

界を広く見渡して，なぜこんなに人口密度が高いところで太

陽光発電をしなければならないのかが分かりません．

戦略的視点からのエネルギー政策

化石燃料の値段が上がることは，日本のような多くを輸入

している国にとっては悪いことです．しかし日本での発想では，

たとえば食糧についても「輸入するにはお金がかかる，だか

ら自給したほうがいい」という話になります．エネルギーにつ

いても価格が非常に高いので日本経済に悪い影響を与える

からなるべく日本で自給しようということから，原子力発電に

つながる発想です．でも，よく考えてください．エネルギー

を輸入しているのは日本だけではなくて，ヨーロッパもアメリ

カも含む多くの先進国が輸入をしています．アメリカは世界

最大の石油の輸入国で日本の 3倍も輸入しています．日本は

石油ショックの第一次，第二次石油ショックの影響でGDP

比で 6％ぐらいの金を石油などの化石燃料を買うために払わ

なければいけなくて，不況になって非常に苦しみました．そ

れからずーっと下がっていきました．いま上がってきても第

二次石油ショックのときほどのショックはなかったんです．よ
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く見てみるとアメリカは自分で資源を持っている国ですが，6

億トンも大量の資源を買っていて，ほとんど日本と同じような

動きをしています．自国の経済が弱い韓国は，GDPの1割く

らいを石油を買うために使わなければいけません．韓国はも

っと苦しいんです．

戦略的な視野を持つというのは，自分のことを考えるだけ

ではなく相手のことも考えなくてはいけなくて，よく考えてみ

れば，日本が苦しいときは韓国などはよけい苦しくなってくる

ということです．日本はいまデフレが続いていますが，韓国

はいまインフレで困っています．エネルギーを自前で作った

ほうがいいには決まっているけれども，どのくらいそれを本気

になってやれるか，自分が苦しいときは相手も苦しい．中国

についてもアメリカと日本の中間みたいな図を描くことができ

ます．中国は日本と同じくらいのGDPで，ほぼ日本と同じく

らい石油を輸入しています．日本も中国に追っかけられて苦

しいと思っていますが，じつは中国も苦しくなっています．こ

のへんのことも考えて日本はどうすればいいかを考えたほう

が私はいいと思っています．それが戦略的思考というもので，

システムの分野からいえばもっと視野を広く持って，古典と

いわれる孫子の兵法じゃないけど，〈敵を知り己を知らば〉と

いうことを考えるのが戦略です．日本はそういうことが全然な

いと思っております．

原子力政策の安全保障と利権

原発については，かなり安全保障的な意味合いがあると私

は思っています．日本で語られるのは，最先端の技術でやる

もので，今までは環境にやさしく安全だというのが謳い文句

だったんですね．ところが原発を持っている国は世界で 30く

らいありますが，すべてが先進国ではなくて，非OECD諸国，

開発途上国もけっこういっぱい持っています．非OECD諸国

にとっては，原発を持つことはかなり安全保障上でとなりの

国を牽制するジャブになっていると考えられます．

これは日本ではけっして表沙汰に語ってはいけないことに

なっているんだけど，関係者は日本だったら本当に北朝鮮か

ら脅かされてアメリカも助けてくれないという状態になって困

ったということになると，おそらく3カ月もあれば長崎型原爆

ができる技術水準にある．そのためのいちばんネックになる

のがウランからプルトニウムをつくることです．原発を動かし

てれば恒常的に，直接原爆にはならないけれども，それに近

いプルトニウムができるわけで，それをちょっと変換する技

術は簡単だそうです．

ですからアメリカが，いちばん恐れているのは，まず日本

は安全保障の感覚が弱いから，六ヶ所村でプルトニウムがア

ルカーイダに盗まれたり，企業のガヴァナビリティがおかし

いので損失補塡のために誰かに売るというようなことが行わ

れるのではないかということです．

第二に心配しているのは，特に今回 ʻもんじゅʼ のことでず

いぶん国会でも論戦になって，仕分けの対象にもなってい

ますが，ʻもんじゅʼ を持っていることに対してアメリカはきわ

めて強い疑念を示しています．なぜ ʻもんじゅʼ がやらない

かというのは，じつはウランの価格が非常に下がっていま

す．1970年に資源量を調べていったらウランが石油より早く

なくなるという意見があったときに，̒もんじゅʼ をやらなけれ

ばいけないとなったのですが，じつは1980年代くらいからウ

ラン価格は低迷しています．ウランは当分枯渇しそうもない

し，価格が安いというなかで核燃料サイクルをやってもしょ

うがないというので，アメリカが商業ベースではだめだといち

ばん最初にやめました．最後までやっていたのがフランスと

日本です．フランスについては，アングロサクソンと一線を

画した安全保障の優位性を持っていたいという理由でやって

いたと思いますが，そのフランスも，こう安いことになったら，

「ワンスルー」と言っていますが，一回使ったウランはそのま

ま捨てればいいという方向になってきていますが，日本はま

だ ʻもんじゅʼ に固執しています．

この議論から，ふつうの理性を持っている人なら「日本は

どうも違うことを考えているのではないか」と思います．ウラ

ンからプルトニウムが大量に出てきていますから，原爆 1個

2個分ではなくて何百個分もプルトニウムを持っていたいと

どこかで考えているからではないのか？ というのがアメリ

カの国防総省や国務省が考えていることだそうです．だから

六ヶ所にもチェックが来るし，今度の原発事故が起こったと

きもすぐ内閣官房に専門家一人派遣するといってもめた事件

がありますが，やっぱり日本は何を考えているかわからない

部分があると思っている，ということを私は友人から聞いた

おぼえがあります．それに対して友人の答えはふるっていて，

日本で原爆を作ろうなんて思っている技術者は一人もいな

い．資源エネルギー庁の若手官僚に聞いても，そんな論理

を理解する人は誰もいない．なんでやっているのかと言った
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ら，前任者がやったことなんで，なかなか覆せないからやっ

ているだけで，べつにそんな大それた世界戦略のなかでやっ

ていることではないと言います．

ただ，自民党政権時代，特に冷戦構造の中でかなりの甘や

かしがあって，動燃のガヴァナビリティの問題にもなりますが，

原発関係の国の予算の発注は特殊な技術であるという理由

でほとんど入札になっていません．だから，炉のここはこの会

社ということになって，これだけかかりますよと言えば予算は

ほぼ自動的についてきます．電力会社はかかったお金が全部

電気料金に上乗せしていい仕組みになっているから自動的に

出てくるという仕組みができてしまっています．安全保障の

ことは冷戦構造の中で，池田隼人とか佐藤栄作とか岸信介の

時代にかなり意識してやっていたけれども，いつのまにかき

わめて強い利権化がされてしまい，官僚も逆らったらクビに

なるし，イエスって言ったら天下りまで用意してくれるという

構造がここにあったのだと思います．

戦略なき日本のエネルギー政策

「戦略」をどう考えればいいのかということですが，かつて

日本は発電の中に占める石炭の割合を過度に下げてしまいま

した．それで，石油の部分を増やしたんで，石油ショックで

苦しみます．それから，やっぱり安い石炭の割合を上げてい

きます．上げていく過程で1997年に京都議定書を結びます．

逆にイギリスは石炭を持ちつづけています．それで最後のと

ころまで持ってきて，天然ガスに代えるということをやりなが

ら1990年基準で削減を言います．京都議定書を 97年に交

渉しながらなんで 90年基準にすると言ったか，これは明確で，

簡単に達成できるからです．石炭は同じエネルギーを出すの

に約 2倍のCO2を出しますから，天然ガスに切り替えるだけ

で京都議定書の基準は実現してしまいます．だから1990年

レベルを主張したわけで，それを理解せずに1997年にサイ

ンしたのが日本です．

ドイツも東西ドイツを合わせると石炭で発電していてきわ

めてCO2をたくさん出してきました．今は東ドイツの施設の

効率をアップするだけでほぼ横ばいでいけます．たしかに再

生可能エネルギーは入れていますし，メルケル政権がもう原

発はやめると言いましたが，全体から見るとじつは天然ガス

を増やしていくという方向で答えは見えています．イギリス

のまねをしようと思っているわけです．ドイツはついこの前ま

でウクライナを通して大陸経由でロシアから買っていたので

すが，ウクライナが時々料金を滞納するのでロシアが怒って

元栓を止めると言ったりして，非常に安全保障上まずかった

のですが，今はバルト海を通じて持ってこられる見込みが立

ったので大見得きっています．

ヨーロッパは地球環境問題もある意味で全部を見据えな

がらかなりコンシステントな石油戦略を出し，その時々で世

間受けするように「じゃあ原発はやめましょう」とか「地球環

境問題をやりましょう」と言っているのです．

石油ショックについても，サウジアラビアのヤマニ石油相

の相談を受けて，イギリスのシンクタンクが考え出したこと

です．石油戦略を持ち出せばイスラエルに対抗できるという

シナリオを組んでいたわけです．

ところが日本はそういうことがなくて，日本はぜんぜん知ら

ないからアタフタして，もう石油がなくなるといって先進国の

なかではいちばん苦しみました．石油ショックで苦労したので，

石炭は安いし，どうもみんな石炭を使っているみたいだから

石炭を使おうといって，使いはじめたら今度は地球環境から

石炭を使っちゃいけないということを言われた．それで急遽

やっぱり原子力の比率を増やしていったという事情もあった

と思います．このへんをみればなんにも戦略なんて考えてな

いし，日本は部署部署に最適化しているのです．これは，私

たちサラリーマン人生も，学会の中でも同じです．それぞれ

の最適化というのは図っているけれども，けっして日本のこと

を考えているわけではないから，そういう学会が連合してい

るのが私はある意味で日本だと思っています．

原発を漸減していくことが必要

私は最終的には脱原発をしていくほうがいいと思っていま

す．「ワンスルー」でも廃棄物をどこに捨てていいのかわかり

ません．原発の事故が起きる前ですら，ニューモという組織

が調査していますが，どこに捨てると言ってもみんな嫌だと

言っていました．3.11ののちに原発の廃棄物を置かせてくだ

さいと言ったって，どこだってイエスとは言いません．これに

どのくらいの社会的費用がかかるかは分かりません．いまの

原発の委員会で原発のコストを計算していますが分からない

と思います．永遠に原発はもう最終処理が日本ではできない

んですね．モンゴルに持っていこうなんていったって，アイ

ディアとしては出てきますけど，いざそうなればグリーンピー
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スみたいなのが来てなにか起こすし，日本の恥さらしだって

ことになるので，国外に持っていくことも実質的にはできませ

ん．だから今のところ，トイレのない高級マンションをつくっ

ちゃったというのはいい譬えで，どんどんどんどん排泄物が

溜まって悪臭がするだけという状況は変わりありません．私

は今あるものはもうしょうがない，新設することもないし，新

たな燃料を加えることになったらやめていって，自然に減らし

ていくつまり漸減でいいと思います．

発電は〈化石燃料〉でいいと申しましたが，日本では石炭

を使うと地球環境にやさしくないと言います．インドも中国も

原子力発電を始めたといってもほとんど出てきません．なん

でインドや中国が原子力発電を使わないのといったら，化石

燃料のほうが安いからです．経済を成長させるためには石炭

という安いエネルギーが必要です．安いエネルギーを得られ

ないエコノミーは成長しませんから，どこの国でもGDPと電

力とかエネルギーの消費量はかなりいい相関があります．も

ちろん国際社会で責められないようにする知恵は必要だと思

うんですが，他に無駄遣いしている国がある時に，日本でち

ょっとやそっと化石燃料を減らしたところで，地球環境には

影響がありません．全体のバランスを考えたときに，日本で

地球環境と言うのはよほど考えないといけない．地球環境の

ためじゃなくてただ，ただただ自分の自己満足のためにやっ

ているとも言えます．

それから〈自然エネルギー〉を利用したい人は利用してい

ただいていいと思います．ただ税金ではなくて自腹にしてく

ださいというのは強くこれ申し上げます．太陽光パネルの設

置に一戸当たり300万円かかります．自然エネルギーを高

値で買い取るということは，貧しい人も電気を使いますから，

貧しい人からお金をとってお金持ちにお金をプレゼントする

ということになるので，倫理上も正しくありません．ですから

自然エネルギーはぜひ自腹で開発し，自腹で使ってください．

〈原発と安全保障〉が原発の周りに非常においしい利権を

生み出したということについては，学者ももう少しちゃんと議

論したほうがいいです．

それから〈発送電の分離〉はよく言われますが，そのガヴ

ァナビリティが問題です．電力料金はこれだけかかったから

これだけ徴収するというのではなくて，競争原理をどう持ち

込むかが重要です．JRが国鉄から変わって，だいぶ変わっ

ていきました．似たようなガヴァナビリティの方法を考えてほ

しいと思います．

地球環境問題を考えるときに，原発を使うというより，全

体像を見れば自動車の燃費向上はすごく効きます．世界の

CO2発生量の 3分の1，場合によってはいま途上国ですと半

分は輸送部門から出ています．その自動車の燃費向上の技

術は日本がすごく持っているので，もう少しそこらへんをアピ

ールする必要があります．たとえばトヨタの車を輸出したらそ

れでCO2の排出削減分にカウントしてもらうとか，いろんな

方法があります．そのへんをもっとちゃんと訴えたら，COP

で日本が悪者になるということも防げると思います．

トータルとして，システム論をやってきた立場からすると，

日本の専門家はみんな自分の専門のところからの発言をして

いて，国家としてそれが統合されていません．国家戦略室を

作りましたが，官僚は官僚の中で非常にセクショナリズムの

中で生きています．ほんらい政治が統合しなければいけない

のですが，全体を統合できる政治家がいません．エネルギ

ーも非常に世界的な視野から見るとほとんど戦略がなく，そ

のときの思いつきでやっていて，そのたびにひどい目に遭っ

て，ある意味で右往左往していると思います．第一次石油シ

ョック，第二次石油ショックの時には，日本は若い力で乗り

切りました．日本人はまじめだし，協調性があると．ただ，私

のような年寄りが増えてくるなかで，がんばって協調するだ

けではなかなか乗り切れなくなっているのが現在だと思いま

す．21世紀には日本もしたたかに戦略を組んでいかないとだ

めです．がんばろうというのは 20歳台や 30歳台の人ならい

いけれど，私より上のジェネレーションにがんばろうと言われ

たってヤダよとしか答えられません．私たちから上のジェネ

レーションは知恵を使おうだと思います．ご清聴ありがとうご

ざいました．（拍手）

浅野　たいへんわかりやすいお話ありがとうございました．

続きまして討論者川崎先生，本学の政治経済学部准教授

でいらっしゃいます．

討論
川崎一泰　東海大学の川崎でございます．まず，この問題に

かんする先生のお立場を少しきちんと整理をさせていただこ

うと思います．先生のお立場はイデオロギー的なお立場では

なくて既存の統計に基づいてきちんと議論をされているとこ
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ろが大きな特徴だと思います．原発の1キロワット当たり発

電コストが発表されましたが，それによると太陽光発電も30

年後にはコストが半分になると計算しています．じつは太陽

光発電は単結晶型のタイプでこの10年間に発電効率がほと

んど変わっていません．そういう技術神話には乗らないとい

うお立場を最初に明確にされているところが大きな特徴だと

思います．

さらに，この問題というのはちょっといくつかのパズルがあ

りまして，そのパズルをちょっと一通り考えないといけないと

いうところだと思います．

先生のご本の中では，〈脱原発〉を明確に書かれているか

どうかよくわかりませんが，そのニュアンスを読み取りました．

〈脱原発〉は供給力低下につながります．供給力低下を再生

可能エネルギーで代替することは無理で，基本的には火力で

代替すべきというお立場だったと思います．つぎに，火力で

代替となると，〈コストの増分の処理〉が必要になります．こ

のお立場がよくわからないんですが，電力会社をリストラし

ろというお立場なのか，それとも価格転嫁を認めていく，た

だしこの価格転嫁をある程度しても産業には影響がないとい

うようなことが書かれておられたかと思います．

もう一つの論点は〈CO2の排出量の増分〉についてだった

と思いますが，人口減少でこれはカバーできると，あとは低

燃費車を売れと，まあこんなお話だったとか思います．電気

の問題は貯めることができない，あるいは，貯めるのに大変

なコストがかかることが決定的に重要です．その一方で，使

うほうは月別でみて，7～ 8月に大量に使っているけれど，4

～ 5月や 10～ 11月はほとんど使っていない．また1～ 2月

に使っているというような状況です．時間帯別に見ると，朝 9

時からおそらく5～ 6時ぐらいまでの間にたくさんの電気が

使われている，という状態だったと思います．

電力不足は生産活動にさほど影響を与えないか

〈電力不足が生産活動に及ぼす影響〉が心配されています．

経済産業省で議論していますが，［フォワード・リンケージ・

モデル］（Forward Linkage Model）を使って製造業全体の

波及をみると，鉄鋼，化学製品（プラスティック製品）など電

力多消費型の産業にはそれなりの影響が出てきますが，日本

全体で見るとそうでもない．では，実際に今回の震災のあと

どうなったかを鉱工業生産指数で見てみました．2003年から

月次でとってみると，リーマンショックの落ち込みはかなり大

きかったんですが，今回 7～ 8月の鉱工業生産は，電力使

用制限令が発令された期間でいうと，前年同期比で1～ 1.7

パーセント程度の減少でした．電力が使えないから生産活動

ができないということはないと言えるのではないかと思います．

いっぽう，発電コストについては原子力についてはいろい

ろな議論がありますが，太陽光はとてもコストが高い．いま

の価格水準でいうとせいぜい地熱ぐらいまでがなんとかなる

と思われます．日本全体でいうと原子力発電の割合は 3割ぐ

らいですが，地域別に見るとバラツキがあります．特に関西

は発電量の構成でいうと50パーセントぐらい，四国も54パ

ーセント，北海道 49パーセント，九州 46パーセント，とい

うように原子力の依存度はけっこう高くなっています．発電コ

ストを［財務諸表］で見ると，これは一橋の深尾京司先生が

計算されたのですが，地域でバラツキがあって，中国電力が

これやたら高いのは新しい施設があってその原価償却分のコ

ストが高いためであるようです．

そんな費用構成を考えて，じゃ仮にこれを火力発電に完全

に代替できたとしたときに，価格にどの程度上乗せすればい

いのか．これも地域にバラツキがあります．半分以上依存し

ている四国や近畿だと，25パーセントぐらい上乗せしないと

けっこう厳しい．いっぽう，関東とか中部電力だとほぼゼロで

5パーセント程度という感じになるわけです．これを仮に，こ

の価格上昇分を〈ブルーノ・アンド・サックス〉（Bruno and 

Sachs）の付加価値に置き換えてどの程度減少するかというと，

近畿と四国がやっぱり大きくて，それでもマイナス 0.6パー

セントぐらいの影響しかないといったところです．つまり，鉱

工業生産指数で見ても付加価値の計算で見ても，電力がな

いから生産活動ができないあるいは景気が悪くなるというの

は，まあウソだろうということが一ついえるのかなと思います．

電力自由化は安定供給を妨げるか：カリフォルニア電
力危機

もう一つ論点は，自由化の悪い例として出される〈カリフォ

ルニア電力危機〉です．簡単に説明しますと，カリフォルニ

アで 2000年の夏に電力危機が起こりました．自由化されて

いた電力の卸値価格が高騰しました．その原因は熱波で電

力需要が増えたこと，雨が降らなかったために水力発電が使

えなかったこと，さらに燃料価格の上昇というトリプルパンチ
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があったことです．卸売り料金が，サンディエゴ周辺で全米

平均の 2倍になっていました．こうした状況を受けて州政府

は価格規制をして小売価格を凍結しました．そのため電力小

売り会社の資金繰りがどんどんどんどん悪化していき，2001

年の1月に計画停電をしましたが，その背後にあったのは，

電力小売り会社の資金繰りが悪化して燃料調達のさいに卸

売会社の売り渋りが起こったことです．もう一つは燃料，特

にガスに関していうと，電力会社はガスの権益を持っていた

ので一定量は確保できましたが，それで電気をつくると赤字

になるのでガス市場で売り，結局，発電にまわされないため

に電力供給量が抑制されてしまいました．さらに，自由化の

ために長年投資が行われなかったために，設備がどんどんど

んどん劣化して発電所そのものの設備が危ない状態になっ

てしまった．いっぽう，電力料金が規制されたために，需要

側にはシグナルが全くないので節電のインセンティブがない．

こうしたことによって，電力危機が起こったと指摘されていま

す．

ところで，日本の電気料金が高いと指摘されます．た

しかに，そういう時期がありました．ただし最近は IEA

（International Energy Agency：国際エネルギー機関）のデ

ータによれば，家庭用・産業用でも，高いのはドイツやイタ

リアで，日本はイギリスとはほぼ同じような水準です．安いの

はアメリカや韓国ですが，この二つについてはちょっと特殊

事情があります．つまり，自由化をしたり，逆に政府が補助

金やある種の強制的なことをしないかぎりは安くはならない，

ということだと思います．

短期・中長期のエネルギー戦略は？

ここで，論点を二つぐらいに絞らせていただいてご議論を

させていただければと思います．

当面の措置として火力での代替をお考えのようですが，供

給力は今の水準で足りるでしょうか．さきほどの地域別で見

ると，半分以上を原子力に依存している地域がいくつかあり

ます．その部分ははたして可能でしょうか．中長期的にはた

ぶん火力で代替可能かもしれませんが，短期的に足りるのか

どうか，ということです．そもそもこの問題というのは，ピー

クカットが必要だという話も一方であります．今の料金体系

を見直してピークカットさえできてしまえば今の供給水準で

も可能である．値上げする際にぜんぶ値上げする必要性は

ないわけで，第三段階料金のところを上げて，そこを超える

と電気料金が一気にハネ上がるようにすれば，その水準に抑

えようと努力をするインセンティブが生まれるのではないか

と考えています．

いっぽう，中長期的には電力自由化による地域独占体制の

見直しというご提案については，安定供給をどう担保するか

がこの種の議論をする際に必ず登場します．具体的には，カ

リフォルニアのようなケースをどう考えるかということと，また，

自由化で現在議論されているのはどちらかというと価格が下

がることですが，逆に上がることも考えられないだろうかと思

います．もう一つは，安定供給と深くかかわりますが，発送

電分離とした場合に，だれが安定供給の責任を負うか．特に

老朽化ストックの更新をだれが責任を持つのか，というとこ

ろをご示唆いただければと思います．

原発は慎重に再稼働を

川島　よく読んでいただきましてありがとうございました．的

確なコメントだと思います．本では火力代替を言っていま

す．それから，はっきりとは書いていませんが，いま使ってい

る使える原発は使ったほうがいいとも書いています．それで，

稼働を停止した原発の分は火力代替で，たしかに関西電力

を中心として過度に原発に依存していたところがどうなるの

という議論はあると思います．私はいま使っている原発を全

部閉じることはない，注意しながらやっていって，中長期的

に下げていくというシナリオがいいのではないかと思います．

はっきりしたことは言えませんが，2011年の夏も足りている

ので，当面の措置としては火力で代替して足りると思います．

というのは，女川原発が壊れていないのを見ると，福島第

一はかなり特殊な事故だったと思っています．すべてのこと

が油断したために起こったわけです．ある意味で実験もした

わけですから，つぎに同じことが起こっても，油断してはいけ

ない，早めに海水を入れればああいうことにならないことも

今回わかりました．海水を入れれば今後は原発が使えなくな

るけれど後で揉めるよりはいい．そういう意味では一回事故

を起こしたのでかなり安全にはなっている．

そう言うと，おまえは原発派かと言われますが，さきほど

言ったように私は原発を止める理由は，放射性廃棄物が出て

きて最終処理コストが誰にもわからなくなっている，そういう

ことはやめた方がいいという考えです．当面のところは原発
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を注意して再稼働していけば足りると考えています．ですか

ら，急に全部火力で代替と言っているわけではありません．

それからピークカットのための料金については，いまのと

ころもたいしたアイディアを持っていません．本の中で書い

たのは，もう少し違う意味で，なんで暑い東京にいなきゃい

けないのか．夏は 2カ月くらいバカンスをとってもっと涼しい

ところへ行けばいいのではないか．ということで，私は経済

学者ではありませんが，もう少し広く見ると，これはまた時間

ばかり食う議論になりますが，現代社会は経済学の用語でい

えば供給過剰社会だと思っています．ちょっと人間が働くと

すぐいろんなものができる社会なので，日本人みたいに働く

のはやめて，年に 2カ月ぐらい遊んで，夏休みにどこかへ行

ったらいいんじゃないの？ というニュアンスのことは書きま

した．ですから，ピークカットのために12時から3時まで電

力料金が上がるとかいうことを私は「めんどくさい」というふ

うには思っています．

それから，調べてみると日本の電力料金はそんなに高くは

ありません．比較すると真ん中へんよりちょっと高いくらいで，

韓国やアメリカ，特に韓国は無理して下げたんで弊害が起き

ていることもずいぶん言われているので，わかっているつもり

です．ただし，私は発送電の分離とか，JRのようなことを念

頭に置いて，システムの設計についてはもうすこし〈民の論

理〉を入れる方がいいという感じを非常に強く持っています．

〈官の論理〉を〈民の論理〉に

私は工学部の出身で，大学院時代の友達が東京電力や三

菱重工や東芝にいます．話を聞くと，東電の給与設定は公務

員のだいたいの生涯賃金よりも1割高くなるように設定され

ていて，それが彼らのインセンティブになっていて，最後ま

で勤めると退職金が第一種公務員よりだいたいマンション 1

戸分くらい高くなっていたようです．いったい誰が決めたん

だろうか．いままでガヴァナビリティが働いていないというの

は強く感じていました．

競争原理が働かないところで，さきほど申し上げた原発の

議論も，̒もんじゅʼ の議論も非常に主体性のない議論になっ

ています．̒もんじゅʼ は必要のないものになっているのに，今

までのいろいろな思惑があるんで，なかなか急にやめられて

は困る．たとえば急に東芝だったら 2,000億の受注がなくな

るというのは困る．これを，みんながちがう言葉で言っている

ようなことがあります．

どういう体制がいいかはぜひ先生に考えていただきたいと

思いますが，この国では，地域独占や〈官の論理〉が入ると

国民気質から組織にかたまってしまうような気がします．日

本的なところで透明性のあるシステム，日本人は競争させる

とえらくまじめに競争する人たちなので，〈民の論理〉，競争の

論理が入るシステムをつくるほうが，人々の幸せにもなると

思っています．

カリフォルニアのケースは，よく電力会社の人が必ず持ち

出してきますが，違う立場からは違う論理があるというのも

聞いていて，やはり，自由化がされれば価格が下がるという

のは今の感じを見ているとかなりそうだと思っています．東

電は非常に儲かっていた企業なのでまだまだ絞れば絞れると

ころがあると思っています．で，どういうガヴァナビリティに

すべきかは自分の専門ではないのですが，JRは完璧なもの

になったとは思ってないところがずいぶんありますが，国鉄

の時代よりはずいぶんよくなったというのがふつうの人の感

覚だと思います．そういうような感覚になるまではやってほし

いと思います．

自由化されると老朽ストックの更新が行われないという危

惧ですが，日本人の性格を考えたときにこういうことは起こら

ないと思います．トヨタと日産は民間企業で競争していますが，

トヨタの工場が古くなったときにトヨタはいちはやく設備投資

をやっています．ひじょうに無責任に聞こえるかもしれません

が，要するに投資をしないがためにあるときバサッと倒れる

ことはないと思います．
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浅野清彦　東海大学文明研究所所長の川野辺先生に報告を

お願いします．

川野辺裕幸　私は震災復興の課題を，日本が直面している

いろいろな政策課題との関係で考えてみようと問題を立て

ました．タイトルに，「震災復興を巡る政治の成功と失敗」と

あります．私の専門は経済政策ですが，なかでも「公共選択

論」（Public Choice）という学問分野をやっています．公共選

択論は〈政治の経済学〉ともいわれていて経済学的に政治を

分析します．公共選択論では，自然災害に対して人間はどん

な失敗をするのかについていくつかの議論があります．その

議論を東日本大震災にあてはめたらどんなことが言えるのか，

というのが今日の報告の一つの課題です．

もう一つは，同じ公共選択論のなかでも政治が成功する部

分もあるという議論です．こちらのほうは仮説ですが，これか

ら震災復興に成功できるかどうかということも予想してみた

いと思います．以上が今日の報告のポイントです．

自然災害への対応について政治が失敗することは，アメリ

カのハリケーン・カトリーナ（Hurricane Katrina）の事件でず

いぶん研究されました．2005年にアメリカ南部の諸州を襲

ったハリケーンでは，ニューオーリンズを中心とした辺りが

特にひどい被害を受けました．フロリダにもハリケーンは来

ましたがそんなに大きな被害はなかった．なんでニューオー

リンズだけなのかというのも，じつは失敗の原因の一つだと

いって議論されています．そうした研究を簡単に紹介しなが

ら日本との関係を考えてみようと思います．

自然災害と「Anti-Commonsの悲劇」

ひとつは，トラジェディ・オブ・アンチ・コモンズ（Tragedy 

of Anti-Commons）という考え方です．もともと公共選択

論には「Commonsの悲劇」という概念があります．これ

に対して「Anti-Commons」と，ちょっともじって使います．

Commonsとは，誰でもみんなが勝手に使える共有財産のこ

とで，だいたいは過剰に使われすぎてひどくなってしまうとい

うのが「Commonsの悲劇」です．たとえば，共有の放牧地は

誰でも使えるから，みんなどんどん牧草を自分の家畜に食わ

してしまって放牧地が荒れてしまう．

これに対して，ヘラー（Michael A. Heller）は「Anti-

Commonsの悲劇」と言いました．逆の場合もある．排他的

な権限のある組織・関係者が存在しすぎると，何かを通そ

うとすると，いろんな人にOKをとらなければいけないから，

簡単にはものごとが決まらない．しかも責任の所在が曖昧に

なるから，結局問題が解決できない．まさにハリケーン・カ

トリーナの時にはこういうことが起こったという研究がありま

す．医療の提供，食料の確保の問題．誰がどういう被害を被

っているのか，何を要求しているのか，あるいは必要とされ

るものをどういうふうに運ぶかなどについてなかなか議論が

うまく進まなかったことがハリケーン・カトリーナの例として

あげられています．

日本でいうならば，当時の菅直人総理大臣が被災地に出か

けていって，避難所の体育館で被災者の話を聞いたけれども，

10分しかいなかった．帰り際に被災者に「もう帰っちゃうんで

すか」と言われて，すごく恥ずかしい思いをした．そのため

に，次に行った時には 2時間も避難所にいた，これも迷惑だ

という話もありましたが，そこで「こんな避難所はだめだから，

全被災者に応急の仮設住宅を用意しなければいけない」と

思い立って，それを閣議で決定する前に─したがって担当

省庁，厚生労働省に指示する前に，報道されてしまって大騒

ぎが起きた．所管省庁は「何の話だか全然聞いていません」

と言うし，県は，そのうち所管省庁から言ってくるにちがいな

いから準備しなければいけない．しかし県はどこに建てたら

いいのかわからないから，自治体に「土地を用意しろ」と言う．

被災した自治体は行政が動かない状態にもかかわらず，県か

ら言われてすぐにも土地を用意しなければいけない．たとえ

ば釜石市の平田地区でいえば，近隣市街地は全部津波で流

されているから，仮設住宅を建てる土地がない．結局，車で
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川を 30分も上流に行ったところになんとか 200戸ぐらい建

てられるような場所を見つけた．川に沿って細い道路があっ

て，軽自動車がやっと通れるくらいの木造の橋を渡っていか

なければならない．こんなところに 200戸建てても，被災者

はどう暮らしていけばいいか．何百人の生活の糧である自分

の仕事場にどうやって行くのか，という議論がありました．総

理大臣はお盆までにはみんな仮設住宅に入れますといったの

に，2011年 8月1日現在の仮設住宅の完成戸数は東北三県

で 43,543戸．入居戸数は 30,906戸で，入居率は 71.1％に過

ぎません．遅いばかりか適地に建設ができていません．12月

にほぼ必要戸数は立てられましたが，それでも入居率は 9割

未満です．入居した人の不満の第一は利便性とアクセスです．

日本でも「Anti-Commonsの悲劇」が起こったことになるかと

思います．

自然災害の SurpriseとUrgency

ロジャー・コングルトン（Roger Congleton）はハリケーン・

カトリーナについて論文を書いて，二つの点で自然災害には

うまく対応がとれないと言いました．まず，びっくりしてしま

うこと．サプライズ（Surprise）です．予想外ということも自然

災害では起こります．通常起こっているような事柄よりもはる

かに，何桁も大きいようなことが自然災害では起こりやすい

です．洪水も，通常の何センチ何十センチの洪水が，何十メ

ートル，何百メートルの洪水というのはあんまり聞いたことが

ないですけども，そんな高さまでいってしまうようなことが自

然災害です．自然災害では，通常の 3桁も 4桁も大きなブレ

がおこる，とても予想もできないようなことが起こることがあ

る．

大震災発生当時，「想定外」という言葉がいっぱい使われま

した．「想定外」というのは人の判断を前提としています．想

定をする，しないと決めてしまったらば，それはその人の責

任になるわけです．たとえば福島第一では，「外部電源 5種

類全部同時に失われるというケースは想定外であった」とい

う発言がありましたが，「想定外」というのは，判断をして，こ

ういうことは起こらないものと見てしまおうと決めたわけです．

この想定の適否はきちんと検証する必要があります．しかし，

自然災害とは，想像もつかない，予想もできないような異変

があるので対応が難しいとコングルトンは言っています．

二つ目は，緊急性（Urgency）．非常時には即時の対応が

求められる．にもかかわらず，問題を認識したり対応策を

検討するにはとても時間がない．どんな非常時でもそうです

が，特に自然災害の場合にはそれが甚だしい．だから緊急

対応が遅れる．日本では緊急事態に対応する部局をつくっ

て，そこに一元的に権限を与えて対応するべきだという議論

がありました．お手本となるのはアメリカの FEMA（Federal 

Emergency Management Agency of the United States，ア

メリカ合衆国連邦緊急事態管理庁）であると言われましたが，

アメリカでは逆に FEMA自体が非難の対象になっています．

救急・救援という震災対応の最初の段階において FEMAで

すら対応策をちゃんととれなかったと言われています．

復旧過程の官と民

次の段階は復旧です．今までの状態に戻すことです．日本

ではどうだったか．インフラの復旧＝電気・ガス・水道の復

旧が関係します．このあたりは民間の団体・民間の企業が受

け持つところで，各社とも規模は小さいもののだいたいこう

いう経験はしていますから，それなりに円滑に進んでいきま

した．仙台では水が一週間止まった，そういうこともありまし

たが，それなりにそれぞれの担当部局が自分の役割がわかっ

ていて，自前で，あるいは全国からの応援でなんとかするこ

とができました．

道路・鉄道，空港・港湾，これはなかなかうまくいかない

のがいくつかあります．仙台空港の復旧はかなりアメリカの

力を得てやりました．道路はかなり迅速にできました．鉄道

も新幹線の部分はうまくいきましたが，沿岸部の被災地のロ

ーカル線はまだ目途がつかない状況です．港湾にいたっては，

早くて 2年という状況でもあり，なかなかうまくいきません．

生活の復旧は，とりあえずの仮設住宅については，さっき

述べたとおりです．

それから民間部門の産業でいうならば，東北にさまざまな

製造業の拠点が被災したために，部品や塗料が供給できず

全国のみならず世界各国の製造業に影響が出ました．グロー

バリゼーションの下で，それぞれの企業は，どうやって競争

の激化を避けて自分たちの仕事を差別化するかと考えていき

ます．アセンブリーのメーカー（物を組み立てるメーカー）は，

できるだけ仕様を単純にして，誰でも作れるようなかたちの

汎用品（コモディティー）にバラして，なるべく安く調達しよ

うとする．部品のメーカーのほうは汎用品を売っていても商
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売になりませんから，できるだけ部品を集積（モジュール化）

して差別化をして，使い勝手のいいようなものを提供すると

いう，せめぎ合いがあります．そういうせめぎ合いのなかで，

日本の部品メーカーは，どちらかというと差別化をして生き

ています．そういうなかで世界中でオンリーワンの工場がい

っぱい東北にあって，そこの操業が停止することで，川下の

部分のアセンブリーメーカーの操業が止まってしまうことが

ありました．

似たような状況はタイの洪水でもありました．世界中のど

こかで災害が起こると，その影響がまた世界中に回るくらい

影響が大きい．しかし，そこから復旧することに関していえ

ば，予想以上に早く対応ができたと思います．驚くべきこと

にある部品メーカーは，自分のところでは生産の再開ができ

ないから，自分のところでもって培ったノウハウを，ほかの競

合するメーカーに提供してサプライチェーンの修復に協力し

た．これはもう，職業倫理の問題の気もします．同時に，自

然災害に対応するためには，単純に効率化あるいは工程の

徹底的な合理化というのではだめだと，供給の安定性を確保

できるような頑健なサプライチェーンを作らなければいけな

いという反動も出てきました．こういった考え方がまたマーケ

ットを通じて普及してくることもありました．どちらかというと

復旧の段階では民間のほうがかなり適切な対応ができたので

はないかと思います．

連邦制と自治体間の競争

公共選択論では政治の失敗を政治制度から説明すること

があります．ロジャー・コングルトンによるハリケーン・カト

リーナの事例でいえば，アメリカの場合には連邦制というの

が敷かれている．連邦制が敷かれていること自体は悪いこと

ではなくて，どこかの州がだめになってもほかのところで助け

合うことができるとか，連邦が対応することができるというい

ろいろなメリットがある．しかし，意思決定の調整が必要で

問題もある．また，うちはもうだめだから他のところからなん

とかしてもらわなきゃできませんよという，そういう〈ただ乗

り〉も復興過渡から出てくるという指摘もありました．それか

ら，その意思決定をするうえで，それを政局にしてしまうと

いう〈党利党略の問題〉がある．現行の政府がうまく対応で

きないということを明らかにすることによって次の選挙で勝と

うとする，わざと協力しないというような党派政治も起こると

か，あるいは〈腐敗〉が起こってしまうという点も指摘されて

います．

さっき，ニューオーリンズはだめだったけども，フロリダは

うまくいったといいましたが，自治体のあいだで対応能力が

ちがうということもあったようです．経済学的な議論を自治体

間の競争に当てはめると，有権者が十分な行政情報を持って

いるとすれば，有権者はだめな自治体から出ていって他の自

治体へ行くという〈足による投票〉が起こるとすれば，地方自

治体はみんな均一の能力を持つようになるという理論があり

ますが，自然災害の場合には，必ずしもそうなりません．な

ぜかというと，やっぱり住み慣れた土地がいい．あれだけ震

災の被害にあっても，6割ぐらいの人がまたもとのところで生

活したいといっています．こういうようなこともあるので，簡

単に自治体の能力較差というのは埋まらない．そういう，地

域地域の自治体の存在を前提にしておいて他地域との間で

競争するというので〈ヤードスティック競争〉といいますが，

そういうこともなかなかうまくいかない．あるいは，復興して

いくなかで〈レント・シーキング〉（Rent seeking）をする．た

とえば震災で被害をうけることがあるとすると，被害の 4倍

もの申告をすることでもって 4倍の補助金をもらおうとするこ

とだって起こるかもしれません．そういうことが少なくともハ

リケーン・カトリーナでは起こったといわれています．これら

はみな政治の失敗の例です．日本でも同じようなことがあっ

たのではないか．

縦割行政の調整の問題では，原発事故の問題がありました．

復興庁の設置法─いま参議院で審議しておりますけれど

も，これでも実際には権限に関して省庁間で競争が起こって

います．復興過程での〈レント・シーキング〉でも同じような

ことがあります．特に被災地のなかには，集落でいえば限界

集落になっていて，産業でいえば，もはやこの地域の農業は

立ち行かない，漁協もこれではもうジリ貧だという状態にな

っていたところがありました．そういうところで，持続はすで

に無理であったのに，復興するために財源が集まってくると，

今までと同じような状態に復することにお金が使われてしま

う危険性もあります．また，自治体の能力差は，かなり深刻

な問題です．復興計画は自治体が立てることが復興基本法に

うたわれていますが，復興自治体は東京のコンサルタントに

頼んで復興計画を作ってもらい，だいたいどこでも同じよう

なものが出てきていて，新鮮さに乏しい．そういうことが起こ
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ってくる可能性があります．

山積する課題の上にさらにのしかかる震災復興

さて，ここまでが政治の失敗です．反対に，政治はうま

くいくという仮説があります．マンサー・オルソン（Mancur 

Olson Jr．）という学者がいました．ちょうど 20年前に亡くな

りましたが，〈オルソン・ショック〉という仮説があります．第

二次世界大戦後，敗戦国の日本やドイツは復興を急速に実

現したのに，アメリカや他のヨーロッパの国々はそれに比べ

て成長が遅かったのはなぜか，という議論です．それは，安

定している社会は次第に利権が積み重なっていき，利権でが

んじがらめになって，新しい改革をすることができない．し

かし，戦争や自然災害というような非常に大きなショックが

あれば，利権構造が打ち破られて，新しいシステムを作る活

性化の傾向が出てくる．こういうことをオルソンは1982年の

The Rise and Decline of Nations（加藤寛監訳『大国の盛衰』

勁草書房）という本で言いました．その後，オルソンは移行

期のソ連と東ヨーロッパの国々の実証分析のための非常に大

きなプログラムを立ち上げました．立ち上げたところで亡く

なってしまったので，自分の仮説をここで実証できなくなって

しまいました．移行経済がなんで成功したのか，あるいはな

んで成功しなかったのか，ということを議論できれば，非常

に面白い議論ができたかと思います．そこでこの仮説を東日

本大震災にあてはめることはできないだろうか，というのが

私の第二の論点です．

今，日本経済では中長期的な課題がたくさんあります．ま

ず，産業構造を変えなければいけない．輸出製造業で成長

してきたのに超円高になってしまった．新興国の追い上げが

あるので，新しい技術を作ってもすぐに追いつかれてしまう．

どうやって産業は生きのびていくべきか．どうやって雇用を

確保すべきかという大きな問題がある．また，今までの日本

の政策は，〈欧米先進国〉というお手本があり，それにそろえ

ていくという手法をとってきました．だいたいは企業が，輸出

製造業が経済成長を担っていって，そこから得た利益を所得

税・法人税という直接税で国が取り，それを地方に分配する．

分配するときに使途を指定することで国全体に〈欧米先進国

並み〉という一定のスペックの生活を，あるいはインフラを

用意していこうという政策でした．ところが，その欧米並みと

いう成長あるいは成熟化が実現してしまったときに，つぎに

どこを目指せばいいのかわからないという問題が起こりまし

た．自民党政権の行き詰まりはこういうところにあったのだろ

うと思います．これをどうするのかが第一の課題です．

それから労働者の働き方が多様化しています．家族のあ

り方が多様化し，また，グローバリゼーションの下でもって

今まで通り大きな企業が労働者を一生涯，家族も含めて面

倒をみられなくなってしまいました．国民皆保険・皆年金に

始まる現在の日本の福祉政策のルーツは大企業の労働者の

従業員の福利厚生を目指すシステムにあります．したがって

年金や医療といった社会保険が中心です．それを基本として，

国民全体に広げ，さらにどうしても社会保険では救えない部

分について例外的に扶助を行う，これが生活保護ですが，そ

ういうような仕組みでありました．グローバリゼーションの下

で子どもがいるから奥さんがいるからといって企業が手当を

出すことができなくなり，しかも働き方が多様化し，新規学

卒者で就職した人は一生涯その会社に雇用されるということ

でもなくなるといういろいろな変化が起こり，旧来の家族と働

き方を前提とした社会保障の仕組みが国民生活の現状に合

わなくなってきた．

政府の長期債務の問題もあります．成長している産業や

地域から直接税を取って，それを地方に再分配するというシ

ステムといいましたが，こうした再分配が可能であったのは

1990年までであり，どうにもならなくなったのが 2000年頃で

す．ちょうどそれは〈失われた 20年間〉に合致していますが，

このメカニズムがうまくいかなくなった．成長産業が外国に

行ってしまい日本国内にはもう成長セクターがなくなってしま

ったから国税の収入が低迷する．しかし地方には再分配をし

なければいけないから，それを将来の国民つまり，現在は選

挙権のない将来の有権者の負担に被せるという方法をとって

しまいました．だいたい1990年代の後半以降は完全にそう

いう方向になり，それが長期債務をどんどん増やしていきま

した．これがどうにもならなくなっているのは誰にもわかって

いるわけです．この仕組みも変えなければいけません．財政

赤字の一番大きなものは社会保障で，社会保障の持続性を

考えなければいけません．

これらの点が中長期的な課題であり，一つ一つに対応して

いく必要があるのに，これに加えて復興課題がでてきました．

これをどうすべきか，基本的な考え方は，復興庁を梃子にし

て日本を分権化していく，というのが一つ．それが本当にで
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きるかどうかということが一つ．それから，原子力政策は結

局はうまくいかなかったんですけど，原子力政策に見るよう

な協調型の意思決定システムをどう変えていくのかというこ

とが一つ．それから，所得税・法人税を取ってそれを地方に

撒くといって，法人税についていえば実効税率が 40パーセ

ントを超えていて，たとえば韓国に比べると2倍ぐらいです．

これを下げるべきだという議論がありますが，復興のために

とりあえず待とうということになりました．税制をどう変える

のかという問題も復興にかかわってきます．

震災復興は社会改革の契機となるか

まず復興庁です．今までと同じような縦割型の制度の下で

復興庁という仮想的な省庁を作って，実際の予算の要求は

各省庁が行うというのが内閣が作った案でした．それが自公

民三党の合意によって修正されて，〈予算要求の調整〉から

〈一括執行〉，〈箇所付けの決定〉まで復興庁がやることになり

ました．これは一定の成果があるかと思います．しかし，か

ならずしもそうではありません．予算要求は一括して行うが

実際の執行は各省庁がやるので，かならずしも縦割りの行政

は変わりそうもありません．復興特区をつくるという法律は通

っていますが，なかなかこれについてもうまくいかないように

思えます．

私は，復興庁をつくって，できれば仙台あたりに置いて，

そこで一括した権限を持つことで分権の実を上げていくべき

だったのではないかと思っています．

いま，全国一本でやっていくシステムがうまくいかないか

ら分権だといっても，すぐには道州制には行きそうもありま

せん．現在は，力のある都市が独立するという方向に進んで

います．橋下徹大阪市長の「大阪都構想」ですが，大阪都構

想が地方分権につながるかどうかというと，たぶん無理だと

思います．その理由は，大阪に続くような大きな都市が見あ

たりそうにないことです．名古屋・広島・仙台あるいは福岡，

どちらもみな力不足だと思います．神奈川では横浜・川崎・

相模原が一緒になって神奈川都となりそうもありません．そ

ういう意味で，分権に進んでいくのは難しいだろうと思って

います．しかし仙台に財政資金を集中することはいまのとこ

ろ誰も文句を言いそうもないし，復興という大義名分もある

から，ここでひとつモデルケースとしてやってみてはどうかと

いうのが私の思っていることです．

原子力政策については，協調的な政策決定システムをな

んとか変えていく必要があると思います．発送配電一貫体制

の地域独占という電力政策はどうもこのままではうまくいきそ

うにもありません．震災は政策を転換する契機になるだろう

と思っています．

福祉についても統一的なケアが必要であると前々から主張

してきましたがそれがなかなか実現できませんでしたが，今

度の復興構想会議の提言にはこれが入っています．地域ケ

アを包括的にやるというくだりがあり，これも一つ，いままで

の課題が一歩前進する兆しがあるのではないだろうかと思い

ます．

さらに農林水産業についても，民間企業を養殖に参入さ

せるとか，今までの利権を打ち破っていくアイディアが載っ

ています．これらは復興をきっかけにして日本のいろいろな

しがらみを打ち破る可能性を持つ芽なのではないかと思って

います．

震災復興を公共選択論で見ると政治の失敗が随所に見ら

れるかもしれないけれども，オルソンがいうように大きな災

害を契機としていろいろな利権を打ち破って，そこに新しい

活力のあるシステムをつくっていくチャンスがあるのではな

いかと考えています．

事前・初動のミスと復興の成功？

浅野清彦　つぎは，青山学院大学経済学部教授の西川雅史

先生に討論をお願いします．

西川雅史　西川でございます．先生のお話のテーマは「パブ

リック・チョイス」の議論の中から今回の被災について，説

明に成功している部分と，説明に成功していない部分と，二

つの可能性がありうるのではないかという視点から整理され

ている．もう一つ，これは先生のご報告の中にはかならずし

も明確ではなかったのですが，おそらく時間軸が重要になる．

つまり，実際に震災が起きてしまった初動の段階での失敗と

いう話と，復興の段階での失敗または成功という話と，復旧・

復興のあとにそれが平時に戻っていくプロセスの中での成功

ないし失敗という話があると思います．先々の話をさきにさ

せていただきますと，おそらくオルソンの話は平時に戻って

いく際に必要な，今回の被災を奇貨として何か変わっていく

んじゃないかということ．それに対して失敗例の多くは，今回
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あげていただいたものは，初動ないし復興期に見られるもの

だという感じがします．その意味では，成功・失敗という縦

軸と，時間軸という横軸で仕切られた四つの象限で，パブリ

ック・チョイスの議論を整理されたのではないかと認識しま

す．

第一はへラー（Heller）のアンチ・コモンズの話です．「あ

る財の使用について拒否権を複数の者が有する場合，当該

財の利用頻度は低下する」．これはどういうケースかというと，

ロシアの商店街はそれぞれが権利を主張するあまり，なかな

か有効利用ができないまま沈滞しているという姿を見ながら

ヘラーはこの問題を解くわけです．この問題が復旧・復興の

中のどういうところで見られるかというと，漁業権の集約化や

再開発地域の選定などで，「ぼくはいやだ」「あそこはいやだ」

と言っている間に，結局なにも決まらないという状況を引き

起こしてしまう．それが結果的に生産効率を引き上げられな

いという意味で，へラーがロシアの中に見出した中心市街地

の再活性化が進まない状態と符合するところがあります．

それは逆にいうと，権限を集約する─つまりある特定の

プレイヤー＝復興庁というのがイメージされているのかもし

れませんが，ここに責任を明確化するというのは一つのきれ

いな答えではあるが，じつはそれは，討議的民主主義など話

し合いで決めるという作法とは壁を隔てていて，ある種スー

パースターをつくってそこでがんばってもらうというシナリオ

です．この，集権ということに関する─分権的集権という

言葉が正しいのかもしれませんけれども，一部分とはいえあ

る種のスーパースターをつくってしまうことのデメリットとい

うものは考えなくてよろしいのか，ということがぼくの一つ目

の，問いというよりは投げかけという感じになります．

二つ目が政治の失敗という論点です．これは復興庁の設

置をめぐる縦割りの利権争い，まあ官僚の行動様式としてい

くらでもこのへんは議論できるところだと思うんですけれども，

その一方で〈近視眼的な有権者による国債依存〉というのも

われわれは感じているところですし，先生もご指摘のところ

だと思います．〈政治家は財政の肥大化からメリットを得る〉

とも思います．さて，今回の復興過程における失敗例として

のレント・シーキング活動をどのようにぼくが見立てている

かというと，23兆円にも及ぶ─これは一人あたり約 3,300

万円と言われている金額になるわけですが，四人家族で 1億

2,000万円という金額がインフラ整備も含めてバラまかれる．

これ，悪く言われるとじつはそういうふうに聞こえるんですが，

かつて三宅村であれ奥尻島であれ，一人あたりの金額に直

すとおおよそ復興の予算というのは 3,000万円から 4,000万

円かかっているので，じつは今回が大盤振る舞いとはかなら

ずしも言えない．さてそういうなかで，実際にコンサルによる

無責任な積算があるのは私も全く同感なところがございまし

て，「いいかげんにしろ」とも思うんですが，しかしそもそも今

回そのような大盤振る舞いが起きてしまったというのは，霞

が関が東日本大震災を特別視し，23兆円という現金を積ん

でしまったがゆえに分捕り合いになった．つまり，今回コンサ

ルによる積み上げはたしかに ʻ自治体によるおばかさんʼ とも

読めるけれども，そもそも23兆円の財源を用意してしまった

国側にある．じゃあ，なんで国は今回の東日本を特別視した

のかを考えてほしい．阪神淡路大震災と東日本，たしかに両

方とも規模は大きい．被災地の毀損額でも約 10兆円から25

兆円の規模になんなんとしているわけですけれども，じゃあ

和歌山はなんで─和歌山の今回の台風被害はなんでこれ

より，どれぐらい少なかったから激甚災害だけしか法律が使

われなかったのかという，その線引きの問題がじつは残って

いるにもかかわらず，恣意的に 23兆円積み上げたということ

になります．

つぎに，東日本にもし起きた場合ですけれども，東日本に

もし仮に同様の災害が起きた場合は，とうぜん圧倒的に大き

な被害が生じます．しかも，東日本に大震災が起きる可能性

は，将来 30年間のあいだにおそらく20パーセントとか 30

パーセントよりも遙かにあるだろう，と言われている．それで

も大盤振る舞いをする気ですか，そのときの被災者数は数

百万人ぐらいになると予想されるわけですが，どうしますか

ということです．ぼくの感覚としては，今回たしかにコンサル

による無責任な積算を招いた自治体の責任はもちろん考えな

ければいけないし，みんなで群がってしまったということも事

実ですが，むしろぼくは霞が関がなんで今回を特別視し，そ

こに 23兆円または 5年間で19兆円という宝物を差し出した

のか．彼らの行動インセンティブは何だったのかということに

着眼すると，何かヒントがあるのではないかという気がして

います．

三点目としては，いい例として川野辺先生がご指摘になっ

たのは，〈大災害は既得権者からの合意を得て，分配を見直

す契機（奇貨）となりうる〉という話だと思うんですね．これ
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はぼく自身もオルソンの『国家興亡論』を読ませていただい

たんですが，とっても刺激を受けたものではあるんですけれ

ども，そのなかで先生はこれに続いて，いくつかの重大なテ

ーマについてこれを奇貨とせよ，というところがあったと思

います．ぼくは，じつはここにスラッグがあると思っています．

というのは，またこれもパブリック・チョイスの概念になるわ

けですけれど，パブリック・チョイスでは争点が複数あると

きには〈中位投票者の定理〉は効かなくなる，ということがあ

ります．つまり，一次元で一つしかないんだったら中位投票

者の定理は効くけれど，争点が複数になるとなかなか話が複

雑になってイージーではない，というのがパブリック・チョイ

スの教えてくれたところです．だとするならば，今回の震災

を奇貨とすることができるのだろうか．つまり，どの問題も今

回は奇貨としたいがあまりに，四つの五つの争点がとつぜん

出てくるわけですから，政策のセットはパッケージになります．

このときにわれわれは，公共選択（Public Choice）は円滑に

機能するのであろうかという論点はぜひ考えておかなければ

いけないと思います．面白いけれどもじつは動かないという

ことはパブリック・チョイスがむしろ示してきたことではない

のか，という気がします．

最後にコメントではないのですが，今回の原子力の問題だ

けは，さきほど言った復興期のミスでもないし，移行期＝こ

のあと平時に戻っていくプロセスのなかでの視点でもなくて，

じつは，初動のミスを今回多く指摘くださっていたと思うん

ですが，今はもう〈事前〉と〈初動〉のミスを言ってもしょう

がないので，まだ間に合う〈事後〉を考えるべきだと思います．

例えば，警戒区域などの除染は無理だということを政府はま

だ認めないわけです．これはかつて原子力発電所が危険だっ

てことを認めなかったことと同じことですが，帰宅は無理なの

で，住民から資産を買い上げて彼らの生活再建が始まるよう

な資産を提供するような仕組みづくりに早期に着手しなけれ

ばいけないのに，ここが無理だと認められないからいまだに

これが十分に立ち行かないわけです．ですから，原発が危な

いと認められなかったミスはもうしょうがないので，あそこを

短期で除染できるなどという幻想を捨てて，つぎに何をすべ

きなのかを検討することが，原発にかぎらず，またはパブリ

ック・チョイスという視点にかぎらず重要なことではないかと

いう気がします．

浅野　西川先生どうもありがとうございました．

川野辺　まず，復興庁のような組織に権限を集中させること

は，民主主義に反しないかとのご意見と承りました．復興庁

も政府の一組織で議院内閣制のもとでの統制に服するわけで

すから，この場合の民主主義とはチェックアンドバランスの

ような設計ができないのではというご危惧かと思います．次

のような理由から私は問題がないと思います．第一には，こ

の復興庁への権限集中は緊急時の対応であること．第二にわ

が国の政策運営は所管官庁主導の協調的な特徴を持ってい

てチェックアンドバランスの観点を欠くことが問題でした．し

かし過去にはそれなりにうまくいった時期があるのは，キャ

ッチアップという国民のコンセンサスがあったからだと思い

ます．今回も，震災復興は国民のコンセンサスであり，目標

がはっきりしている以上，縦割りの各省庁ではなく復興庁に

権限を集中することが好ましいと思います．ただし，復興庁

の仕事は予算をつけることであり，あくまでも被災地自治体

が主導する分権の後ろ盾となるべきです．したがって第三に，

「予算があり地方におかれる復興庁」の下で分権の第三極が

形成され，道州制へ進む一歩となる可能性もあると考えまし

た．

次に，政府は今回なぜ多額の予算をつけて復興を図るよう

な特別扱いをしたのか，その〈政治的インセンティブ〉は何

なのかという点です．これにはねじれ国会が効いていると思

います．民主党政権は参議院で過半数を持っていない政権

であるがために，法律は通らないので政権基盤が危うい．た

のみは支持率です．支持率が反応する政策に優先順位を与

えてひとつずつやっていくことが政権にとって重要なことにな

ります．震災復興が国民のコンセンサスを得やすいがために

特別の対応をしたということだと思っています．

三番目の複数争点が中位投票者定理を実現できないこと

もじつはそれに関係すると思います．現政権は政策課題を一

個ずつ対応していこうとしています．いっぺんにまとまりにし

てやろうとすれば決まりません．だから支持率の高い順に順

番をつけて，ひとつずつやっていけば，すべて一個の争点で

通していくことになります．これが政府の戦略だろうと思いま

す．

四番目のコメントについても同じようなことが言えるのでは

ないか．原子力問題についてうまくいかないのは，複数の争
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点がいっぺんに出てきているから物事が動かないのではない

かと思っています．これも本質的にいうとするならば，たぶん

先生がおっしゃっているような，「あそこは無理！」というよう

なところからほんとうは始めなければいけないかもしれない

けど，そこだけ中心的にやっていてもみんなが納得しないで

すね．放射能汚染についても，お米はどうか，野菜はどうか，

子どもたちにとってはどうかと，生産者・消費者・保護者と

いろいろな点から指摘が行われて．本来ならば物事を解決

しようと思ったら，状況をコントロールして，政権がアジェン

ダ・セッターとなれば解決できるのだろうと思います．
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浅野　杉本隆成先生よりご報告いただきます．杉本先生は

東京大学の名誉教授で，本学では海洋学部で教鞭をとって

おられます．それでは杉本先生，よろしくお願いいたします．

杉本　はじめに再生可能エネルギーの地域特性と季節変動

性について話し，その後東日本大震災後の活用策について

コメントします．参考にした資料は川島先生の『電力危機を

あおってはいけない』（朝日新聞出版 2011）の他に，及川紀

久雄編著『低炭素社会と資源エネルギー』（三共出版）と，天

然ガスの使用を強調する石井彰の『エネルギー論争の盲点』

（NHK出版 2011），および『Newton』2012年 1月号の「電

力と新エネルギー特集」です（なお，シンポジウム後，これ

らの本の他に，経産省の『2011年度エネルギー白書』と，環

境エネルギー政策研究所（ISEP）の『3.11後のエネルギー戦

略ペーパーVer. 1』（2011）等も参照しました）．

各種の電力エネルギー源の割合とコストの現状

我が国の 2010年度，東日本大震災直前の電力供給源（約

1兆 kW時）の内訳は，天然ガスが 27％，石炭が 24％，石

油が 8％，原子力が 31％，水力ダムが 8％，合計で 98％を

占め，水力ダム以外の再生可能エネルギーの割合は高々 2

％です．地下資源のおおよその残存埋蔵量は，石油が数十

年，石炭が 100年余り，ウランも100年程度しかありません

が，最近注目されているシェールガスを含めれば，天然ガス

は悠に100年以上あると推定されています．

水力以外の再生可能エネルギーには，風力，太陽光，地

熱に加えて，海洋の温度差や波浪・潮流・海流，バイオマ

ス・エネルギーとしての海藻類や農作物残渣，間伐材と木

質廃材のチップや焼却場の廃熱等があります．1 kW時当り

の発電コストは石炭と天然ガスが 5～ 6円ですが，石油，水

力，風力，地熱は10円前後，太陽光は数十円でコストはま

だ高価です．

我が国における風力発電と太陽光発電の季節変動性
と地域特性

風力による発電量は風速の 3乗に比例し，季節風や海陸

風等の風況によって大きく変化します．風車の設置に適した

場所は，安定した強風の通り道です．北海道では，宗谷海峡

や根室海峡，津軽海峡．西日本では，対馬海峡やトカラ海峡，

豊予海峡．中部・関東地方では，冬季に日本海からの強風

が吹く三河湾・浜名湖や，霞ヶ浦周辺．伊豆近海や南西諸

島も冬季や台風時に風が強くなります．なお，英国や北海周

辺域は偏西風の通り道に当たっており，風力発電に好都合の

土地柄です．

太陽光発電の能力は受光量に依存し，太陽高度と雲量に

よって季節的にも大きく変化します．雲量は偏西風に伴う

低気圧や，夏冬の季節風に対する日本列島の風上側の，上

昇気流域で増加します．そのため，発電量に地域差と季節

変化があります．しかし，仕様書等を参照すると，年間の

積算量の地域差は1割強程度で意外に小さいものです．高

知や静岡は冬に晴れるため，1～ 5月に発電量が多く，1 m2

当たり100 kWh／月ですが，梅雨期の 6，7月と秋雨前線

期の 9月，および 11月に1割程度減少します．通年では

1150 kWh／年程度となります．なお，8月は過熱でも効率

が落ち，5月にピークが来ます．日本海側の金沢では夏季に

フェーン現象で晴れ，札幌も梅雨が無いために，4～ 8月

に発電量が多く100 kWh／月になります．しかし，雲量の

多い 11～ 2月には 50 kWh／月まで下がり，通年で 1000 

kWh／年程度となります．東京と仙台は中間的で，3～ 5月

は 90 kWh／月ですが，9～ 11月には 75 kWh／月に下がり，

通年では1000 kWh／年となります．曇天の冬の日本海側で

は発電能力は半減しますが風速が強まるので，風力発電が

有効となります．

ところで，日本列島は 70％が山の国であり，平野の市街地

は人口密度が著しく高く高層ビルが建ち並びます．このため，

太陽光発電パネルの敷設に適した空間は少ないといえます．

報告　震災復興の自然条件
−再生可能エネルギーの地域特性と活用−

杉本隆成　東京大学名誉教授・東海大学講師・文明研究所研究員� 〔シンポジウム　震災復興とエネルギー対策〕
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風車の設置場所も，住民への騒音被害を避けるために，洋

上が主になりつつありますが，日本の沿岸は浅い陸棚域が狭

い上に，建設費も5割以上高くなる等の難点があります．

震災復興後における再生可能エネルギーの導入

私が参加していた岩沼市の震災復興会議は，復興住宅や

農地に太陽光発電を全面的に取り入れると同時に，風が強

い阿武隈川の河口付近等に風力発電用の風車を建てること

を提言し，実現に向けて動いています．また，仙台平野の中

南部は水田が主であるので農作物残渣を活用し，その他に

背後の山林の間伐材や河畔と海岸湿地帯の葦，防潮林の落

葉・下草等のバイオマスに加えて，都市の可燃廃棄物の焼

却場から出る廃熱も利用して発電し，廃熱をビニールハウス

や温水プール，地域暖房等に使えば，山地，河川，海岸域

の環境保全や農業従事者達の雇用の創出にも役立つと提案

しましたが，「バイオマスは供給量が少なく，季節変動も大き

い難点がある」等の理由で，提言には採用されませんでした．

ところで，川島先生の講演の中で，「脱原発による電力エ

ネルギー源の低下を再生可能エネルギーで全部代替するの

は，コスト的に無理があり，当面は天然ガス等の火力での代

替を主にすべきだ」という指摘がありました．環境エネルギ

ー政策研究所は，現在全電力エネルギー源の 31％を占める

原発分を 2030年までに再生可能エネルギーで代替すること

を提案していますが，川島先生のご指摘の通りかも知れませ

ん．しかし，2011年のように，原発がほとんど停止した状態

でも，暑かった夏季の電力消費のピーク時を，種々の節電や

省エネ策と，ピークカット，スマート化等で乗り切ることがで

きました．したがって 2030年には，ヒートポンプ，低燃費車

等の活用や種々の節電，省エネ策を工夫することにより，脱

原発分を賄った上に，石炭・石油火力分約 30％の大半を再

生可能エネルギーで代替することも十分可能であると思われ

ます．

今後，再生可能エネルギーの設備投資のために，電気代

の大幅の値上げは避けられないかも知れませんが，大震災

前からの大課題であった低炭素化のためにも必要なことであ

り，当面天然ガスの割合を増やすにしても，将来は再生可能

エネルギーに置き換えていく努力が重要と思われます．

原子力工学の脱原発に向けた研究と教育

これまでの原子力発電所の安全性管理において，心臓部

である圧力容器の強度や内部の冷却システムの安全性につ

いては，原子力工学者の関心が高かったのですが，専門外の

原発立地点の地盤強度や過去の巨大津波への十分な配慮が

足りず，東京電力，安全保安院とも杞憂のこととして万全の

安全策を取ることを怠ってきました．また，使用済み放射性

燃料棒からプルトニウムを取り出す技術は未完成のままであ

り，放射性廃棄物の処理技術として，コンクリートで固めて

地中深く埋めるとか深海投棄の方法等も検討されたが，問題

は今なお未解決のままです．こうした問題をリスクとして抱

えたまま，経済的利益優先の政策で多数の原発が建設され，

「原発安全」神話の下に運転が強行されてきました．そのため，

津波による浸水や万一の事故が起きた際の電源の多重防御

等に対する十二分の対応策を怠るという墓穴を掘ることにな

りました．廃棄物処理が依然として困難な上に，電力会社の

国営的体質と安全性管理体制の抜本的改革が無いままでは

真の安全性は保証されないので，現在の商業炉は順次終息

させざるを得ないと思われます．ただし，公明な管理運営体

制下の原子力研究所で，実験炉を万全の多重防御策の下で

管理し，原子力科学技術の研究の進展に資することは，国際

的な原発の安全性管理や核兵器廃絶に関与する面から必要

であると考えられます．

中国や韓国，インド等の諸国は，エネルギーを確保するた

めに原発を増やす方向で動いていますが，安全性の管理に

対する不十分さはいま述べたとおりです．とくに中国は，新

幹線事故とその処理に象徴されるように極めて危なっかしい

ように思います．アジアのみならず世界全体としても，この

機会に，脱原発と核廃絶に向かってより緊密に協力しなけれ

ば，将来福島以上に大変な事故・事件が起こることになるの

ではないかと危惧されます．福島の原発事故の猛省の上に，

原発には頼らないエネルギー戦略の国際的指導性を発揮す

ることこそ，今の日本に課された大切な役割であると思われ

ます．

東海大学工学部は，これまで原子力工学技術の研究と教

育に貢献してきましたが，今後はより高い倫理性を持って，

より安全な原子炉と廃棄物処理技術の研究，教育を継続す

ることは必要です．むしろ，放射線医療機器やその他の分野
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で原子力工学を活用する研究を先導的に進め，水素エネル

ギーや再生可能エネルギー等の工学とも連携して，優れた

エネルギー工学の技術者を育て続けることはこれまで以上に

重要です．そのために，東海大学の原子力および諸エネル

ギー工学研究に関する将来ヴィジョン，社会的役割とカリキ

ュラム等を再検討することが，当面の緊急課題であると思わ

れます．
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浅野清彦　フロアからご自由にご発言いただきまして先生方

にお答えいただくというかたちで進めてまいりたいと思いま

す．

化石燃料は本当に枯渇しないのか

松本俊吉　東海大学総合教育センターの松本といいます．

川島先生にご質問させていただきたいと思います．たいへん

公的なお立場のお話から，私的なエピソードを交えたものま

で，非常に面白く聴かせていただいたのですが，一点，石油

がなくならないということについてお尋ねしたいと思います．

値段が上がっていってそれに見合うお金を払えば，オイルシ

ェールのようなあまり割に合わないようなものもどんどん掘れ

るようになるから，石油資源は実質的にはほとんど無尽蔵だ

というお話でした．たしかに，1バレル 40ドルが 100ドルに

なって，それだけのお金さえ払えば採れるということですが，

そこまで高いお金を払って集めた石油でわれわれの社会を

動かしていくだけのメリットがあるのか，という疑問が一つあ

ります．無尽蔵だといってもやっぱり物理的に考えれば限界

はあるわけです．石油の可採年数は一般的にはあと 40数年

だと言われていますが，今日の先生のお話では，可採年数が

「永遠だ」という言葉を使われました．天然ガスは「無限大」

ということだそうです．しかし，40数年が突然「永遠」になる

というのはあまりにも飛躍が大きすぎるわけで，やっぱり「枯

渇性資源」であるからには物理的な限界はあるのではないか

と．いくらコストを払おうと，いずれなくなるものはなくなる

わけで，そういう意味で，現実的・物理的にはあとどれぐら

い掘り続けることができるのかということを，お伺いしたいと

思います．

ずっと昔は「あと30年だ」と言われていたのが今でもまだ

40数年と言われており，むしろ可採年数が増えているくらい

だから心配ないというお話もありましたが，そこはちょっと違

うのではないかと思います．と言いますのは，昔は「あと何十

年」と言っていた矢先から新しい油田が見つかって，さきほ

ど先生もおっしゃいましたように掘ればプシュッといくらでも

出てくるような油田が毎年新たに発見されていたわけですが，

私の知る限りでは，80年代を境として状況が一変し，新規に

発見された油田から採掘可能な量と生産量と言いますか使

用量が逆転しました．ですので，80年代以降はどんどん一

方的に貯蓄を食いつぶしているような状況に入っているわけ

で，昔から可採年数がぜんぜん減ってないじゃないかという

議論は少なくとも今後は成り立たないのではないかと思いま

す．ですので，今後はますますオイルシェールのように，お

金をかけて非常に苦労して手に入れたわりには質が悪く，そ

の質を高めるためにさらにコストとエネルギーを投入しなけ

ればならないような資源しか手に入らなくなるのではないか

と思うのですが，いかがでしょうか．

川島博之　ありがとうございます．無限大とか永遠にとか，

修飾語が非常に非科学的なことをたくさん言ったようで，そ

のへんについてはお詫びします．

こう考えています．今，1バレル 100ドルですね．それで

いちばんピークは140ドルにいきましたね．で，この状態は

おそらく続けられません．開発途上国がついてこれないレベ

ルに上がっていると思うんですね．で，つぎのステージに私

は移っていくんだと思います．日本で見ていると高くなって困

るという意見がすごく出てくるわけです．ところがさきほどお

見せしましたように，いま日本は円高になっています．これも

石油が上がっていることとリンクしていると思うんですが，日

本はべつにこたえてないわけです．ところが世界的に見ると，

私はアジアのことをやっていますが，インドなんかすごくこた

えています．インドはいま経済成長が非常に著しくて，つい

1カ月くらい前私は南インドに行ってきたのですが，タクシー
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の運転手が外国人だとわかると必ずチップをよこせと言うん

ですね．なぜかというと，ガソリン代が高くてやってられない

と．タクシーのメーターの料金は一応公的なもので，政府の

規制があって変えていくわけです．それに対して，「全然おれ

たちはペイしないから」要するに「お前，もう100ルピー出す

のなら行く」ということを言います．

それから赤信号になったときにみんなアイドリングさせな

いんです．すごくガソリン消費に気を遣っています．この状

態はBRICs（経済発展の著しいブラジル，ロシア，インド，

中国の頭文字を合わせた四カ国の総称）と言われるところの

経済成長を抑制しているので，世界経済の中ですごく微妙な

ところを持っていると思います．

なくなるという説が出てくるというのは，途上国がどんどん

使うからなくなるというのが一つの大きな理由になりますが，

かなり値段が上がることによって私たちが考えているように

BRICsが成長できないということも念頭におかなきゃならな

いと思います．

そう考えると，簡単には日本がほんとうに困るような状況

のところまでなくなるということは考えなくていいと思ってい

ます．おそらくそれは，石油はいまやもう貴重なものだという

か値段が世界的に高いので，使っているのは自動車です．要

するに輸送の手段として使っていて，ペトロケミカルで原料

として使っている部分はありますが，ほかの工業で使うのは

だんだん抑えています．さきほどお話したように，日本だっ

て地球環境にやさしくなんて言いながら石炭の量を増やして

いるわけで，石炭はまだ無尽蔵とは言いませんが 700～ 800

年分あるというのでそちらに動かしています．

そういう現象が起こっているので，それでなおかつ世界的

に，インドの人たちが赤信号になったらエンジンを切るとい

う状況のなかでトヨタでも燃費のいい車を途上国に売り込む

のがつぎの商売だと言い出しているんです．プリウスは高い

から途上国ではだめですが，トヨタの関連会社のダイハツの

技術をつかって燃費のいい車を途上国に入れていく方向にあ

ります．途上国で石油の需要が爆発的に伸びるということは

ない．なぜかというと安くない
4 4 4 4

から伸びられないんです．そう

すると，若い人が生きている間でもおそらく石油が枯渇して

云 と々いうことは起こらないと思っています．

自然エネルギー開発予算は利権の温床

もう一つは，エネルギーとして天然ガスは未知の部分が多

いんですが，シェールガスはどうもかなりありそうです．工

業では，たとえば発電にしても，べつに石油でもいいし天然

ガスでもいいわけですね．むしろ天然ガスのほうが地球環境

にやさしいと言っているんで，その動きはあるとすると，ガ

ソリンエンジンで使うためだけに使う石油が，私たちの知っ

ているような時代，2050年とか 2060年で枯渇するようには

私は思えません．地下にあるものですからいつかはなくなる

ものだというのはよくわかりますが，今の日本はそこに過度

に力点を置いて，有り体に申し上げますと石油税や重量税

のところで税金をとっています．特別会計になっていて，税

収は New Energy and Industrial Technology Development 

Organization; NEDOというところにかなりまわっています．

この特別会計ができたころの世論は，いつかはなくなるもの

だからニューエナジーをつくらなきゃいけないということで

NEDOが田中角栄の時代につくられています．それから約

40年間にわたって，年間約 2兆円くらいを使っているとす

ると80兆円くらい使っていますが，私たちしろうとが見ると，

日本でニューエナジーなんてできていません．

バイオマスについては何もできなかったという批判的な

論文もいくつか書いています．太陽電池もさきほどからある

ように，そんなに普及率があがってこないわけです．風力発

電，要するに 80兆円はおいしくいただいちゃった人たちがい

るだけなんですね．それを支えたのが世論がいつかは石油が

なくなるというもので，学者がそういう世論を喚起することで，

うまく儲ける機構ができることに注意しなければいけません．

私たち学者も戦略的に考えるとしたら，100パーセントエネ

ルギーを輸入しているような国ですが，そうそう心配するこ

とはない．むしろNew Energy and Industrial Technology 

Developmentをやってもらわなければ困るのはインドであり

開発途上国なんです．パキスタンやインドがそういう研究を

するのならいいけれど，なんで日本がそこで大きな税金をつ

ぎ込まなければいけないのか，というメッセージを出してい

く必要があります．学者として市民に語るメッセージとしては，

あなた，あなたの子，あなたの孫くらいのところで困ることは

まずありませんというように．

世評言われているように，日本人が思うのは食糧危機のと
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きもおなじですが，相手が売ってくれなくなって，買えなくな

ることが困るので日本で持っていようというパールハーバー

型の思考をいつもするんですね．食糧については自信を持っ

て言えますが，諸外国から見た時に日本ほどいいマーケット

はありません．アルゼンチンの商社の人に聞きましたが，「な

んで日本が好きなんですか」と言ったら，「いちばんいいもの

をほぼ言い値で買ってくれる」．だいたいああいう商品は半年

くらいで為替の決済を落としますが，日本は一回も落とさな

かったことがない．「ちゃんと入れてくれる」．食糧はいろんな

途上国も買っていますが，「待ってくれ」といって半分しか金

を入れないことがあるそうです．

石油についても同じことが言われていて，日本はたとえば

クウェートやイランから買ってきても必ずちゃんと払っていま

す．石油はいろんな国が買っていますが，中には「いや，ちょ

っと待ってくれ」といって最後に踏み倒すことをやっています．

そういう世界の現状を考えたときに，日本がエネルギーを輸

入できなくなる事態はないと思っています．ということは，日

本の中で過度にそれも電力危機をあおってはいけないという

ことになったんですが，─文化人はなんか危機をあおるこ

とで食っていくことが商売だから（笑），自分の商売である部

分もあるんですけど─やはり過度に危機をあおるというの

は世論をへんなところに誘導して，日本の中である意味ムダ

づかいをするシステムをつくるお手伝いをしているのではな

いかという気がしています．ちょっと言葉は過ぎましたが，要

するに人類のなかで日本人が心配することではないのではな

いかというスタンスを持っています．

エネルギー禁輸はよほどのことがない限り起こらない

松本　古い話で恐縮ですが，1972年に出版された『成長の

限界』という有名な本の中で著者たちは，枯渇性資源は文字

通り「枯渇性」なのだからいずれ必ず枯渇するだろう．だから，

今の調子で資源やエネルギーを使い続けていったら，そう遠

くない将来に人類は「成長の限界」に突き当たって破局を迎

えることになるだろう，と主張しました．それに対して，主に

経済学者の人たち，たとえばサミュエルソンとかノードハウ

スといった人々が，いやそれは市場原理が働いているから問

題にはならない，すなわち資源が足りなくなってくれば価格

が上昇するので買い控えが起こるし，他の資源への代替やリ

サイクリングによる資源の有効利用といったことがなされる

ようになるので，スッカラカンになるまで特定の資源が使い

尽くされるというようなことにはならない，という議論をした

わけですが，基本的に先生のお考えもそれに近いということ

でしょうか？

川島　そのとおりだと思います．市場原理では日本は世界の

中でかなり優位な位置にいます．ですから，世界情勢から見

て，値段が上がって困るのは実際には「北アフリカの春」の

問題ですね．根っこにはこの問題がかなり強くあります．日本

では「えっ，ちょっと上がったの？」くらいが，彼らのところだ

と庶民の生活がかなり逼迫しました．まさにノードハウスや

サミュエルソンの指摘した問題が世界規模で起きていますが，

私たちは世界の 70億人のうちの 8億人の先進国の中の一員

ですね．金融政策は失敗しているかもしれないけれど，著し

く強い通貨を今は持っています．この状態は，世界の中で 70

億人の中のおそらく1億人から2億人のところの，いちばん

有利なところにいる状況だと思います．世界が一つの市場じ

ゃなくてきわめて大きな分母を持っていることも考えて世界

から ʻものʼ が調達できないかどうかを議論することが必要だ

と思っています．

松本　それからもう一つ，これで最後ですけど，私は国際情

勢の専門家じゃありませんが，いま比較的世界の情勢は安定

していて，少なくとも日本が戦争に巻き込まれるということは

ないように見えますが，もしちょっと状況がキナくさくなって

きて，中近東諸国との関係が険悪になって彼らが「日本には

もう原油を売らない」と言い出したり，あるいはかつてのオイ

ルショックのように石油産出国が何らかの政治的な思惑によ

って意図的に原油価格を操作したりというような事態にもし

なったとしたら，日本には非常に石油が入りにくい状況になる

のではないかと思いますが，その辺りはいかがでしょうか？

川島　そうですね．ほかの本にもこれは書いているところ

がありますが，食糧危機もいつもそのフレーズで語られます．

何かのときに自国を優先して，日本に売ってくれなくなるかも

しれない．ところが過去に起こったことはありません．じつは

石油危機のときも，なんだかんだ言っても彼らは売っていま

す．73年の石油危機のときは，そういうことを言われました

が，あのとき明確に売らないと言ったのはアメリカとオランダ
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に対してなんですね．で，日本は類推して，日本もそのなか

に入ってるんじゃないかといって，大慌てして三木特使とい

う当時の副総理を送ったりして，サウジアラビアへ日本刀を

持っていって王様にプレゼントしたのを憶えています．じつ

はけっこう重要な問題なんですが，国際情勢の中で売らない

ということはまったく起き得ないと思います．なぜかというと，

それで商売を
4 4 4

しているからだと思います．

食糧についてもよく言われて，じつは1973年，同じオイル

ショックのあったときにアメリカが大豆の禁輸というのをやり

ます．ところがじつは大豆の禁輸は3カ月しかやっていません．

大豆を禁輸して国内優先にすると，国内で困る人たちがいっ

ぱい出てくる．アメリカの商社が困ります．農民もすごく反対

しました．輸出できなくなれば国内の価格が下がります．消

費者は喜びますが，日本と同じで農民のほうが政治力があり

ます．消費者のほうは広く薄くだからそんなにサポートしてく

れないわけです．カーター大統領が発動したんですけど，カ

ーターが再選されなかった大きな理由の一つだとも考えられ

ています．レーガンがそのときにうまく立ち回って「おれが大

統領になったら禁輸はやめる」と言って，レーガン大統領に

なってすぐやめるんですね．

全く同じ理由で，じつは 73年のオイルショックのときも日

本は前年よりも潤沢に買っています．そうです，それはうま

く騙されたんです．世界的に高い値段で買ってしまいました．

日本の立居振舞いがあまりにもヘタなんで，その相手の戦術

に乗ってしまったと叩かれています．私たちは相手が商売で
4 4 4

やってるわけで，たとえばトヨタは中国が憎いから車を売らな

いなんて絶対に言いません．中国が尖閣列島に来ようと何し

ようと，だって売らなければ自分たちの給料もボーナスも出

ないんですから．ほんとうに戦争状態かなんかにならないか

ぎり，そういうことは起きないんで，私はそのへんも日本はか

なり曲解していると思います．

私はいろんな食糧のことで調べていますが，理由があるん

ですよ．じつはきょうは12月8日ですね．日本が対米開戦を

した大きな理由のひとつがアメリカからの対日石油の禁輸が

1941年の 7月ぐらいに行われるんですね．7月，8月，夏に

行われて，それで夏から秋にかけて，こんなことをやってい

ると石油の備蓄がもう1年から2年しかもたない，戦争状態

になったら半年くらいしかもたないんで，なるべく早く開戦し

なきゃいけないと海軍部局から言ってきて，きょう開戦する

わけです．日本の社会にこのときの記憶がひじょうに強くある

ので，何かのときに売ってくれないんじゃないかとなりますが，

これもすごくへんな話で，じつは南部仏印進駐を日本軍は 6

月にやっています．その前の年に今のハノイの辺りに進駐し

てアメリカがすごく怒ります．中国大陸に行って，そこから撤

兵しろと交渉をしているときに，なんでベトナムまで行くんだ

と．

なぜ日本が南部仏印に進駐したかというと，そのときにフ

ランスがナチスドイツに攻められて降伏するんです．フラン

スの植民地だったのでちょうどベトナムは誰も宗主国がいな

いような状態になるんですね．要するに火事場泥棒をやりま

した．それが国際世論の反発をまねき，最初はアメリカと交

渉して北のほうだけでやめておくと言ったんだけど，軍部が

行って，最後のほうまで行ってしまいました．それでアメリカ

が日本はこんな火事場泥棒のようなことを繰り返すならと禁

輸をした．そのときオランダの植民地である今のインドネシ

アも空白状態になっていたので，日本はもちろん 12月8日か

らパレンバンの上陸とかでそのつぎにすぐやっていくんです

けど，そうじゃなくても日本はそこに出てくるんだろうという，

かなり強いブラフをかけているんですね．

日本の歴史を見たときに，このくらい悪いことをやらないと

禁輸なんてくらわないんですよ．日本は過去にそのことを自

分たちの歴史の中で振り返るのがいやなので，「何かの折に」

と言っているんですけど，「何かの折に」ってそういうことで

すね．そのくらい悪辣なことをすればやっぱり世界の世論も

硬化して，日本に売らないということがありますが，現在の日

本はそれを強く反省しているわけで，日本がもう一回ハワイ

を攻撃するとか，中国の占領しているどこかを攻撃するとい

うことになっていればともかくとして，私は現在の国際情勢の

なかで何かの折に政治情勢を理由に物資を止められることが

あると国内で喧伝するのはいかがなものかと思っています．

復興・エネルギー戦略と自然環境保全

杉本隆成　エネルギー戦略に関するこれまでの議論は，石

油等の価格の経年変動に基づく経済的なもの一辺倒です．

「石油でも食糧でも輸入先を分散しておけば，それなりに調

達できるので心配することは無い」ということでしたが，食糧

や木材を輸入に頼り過ぎて国内の産業をダメにすれば，「生

の自然に触れる機会」や一次生産の現場を失ってしまいます．
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エネルギーの文化的基盤を保全するという視点から考えるこ

とも大事なことと思います．

昨夏，岩沼市の震災復興会議で提言したことは，仙台平

野の海岸防潮堤から1キロ余りの間は「防災緑地公園」とし

て，ガレキを活用した盛土の防潮林と，遊水池を兼ねた汽

水湖・湿地帯の野鳥公園，および農業用水路・貞山堀と両

脇の盛土の道路で，背後地を多重に防御する計画を立てた．

人口が過密な大都市でも，都市近郊型の農業や，趣味の園

芸の緑のカーテン，防災緑地公園の拡充が，ヒート・アイラ

ンドの抑制のみならず，自然共生型の潤いのある生活環境の

保全に重要であると思われます．

川島　おっしゃることすごくよくわかります．私じつは今年の

サンシャインで行われた仕分けの，農業部門の仕分け人に

選ばれまして，そのときにも申し上げましたが，いまの杉本

先生の議論は，私は大賛成です．で，ここは分けたほうがい

いと思います．そうじゃないとこの議論が前面に出てきて「だ

から自給率を上げましょう」ということになると，それでまた

農水省の予算 2兆 7000億円とかいうのを入れなきゃいけな

いということになってくるんで，エネルギーなんかも自然と調

和するためというのは私はいいと思うんですね．ですからさ

きほど自然エネルギーを云 と々言ったときは，税金を入れな

いでやるのは大いに進めましょう，豊かな人が自分のお金を

使って自然と触れ合おうということはいいことだと思うんです

ね．ところが日本の議論ってそれを言いだすとすぐにそこの

ところに何々機構をつくって，「じゃあ，補助金をこう入れて」

という話になります．仕分けのときに申し上げたんですが，日

本の農業政策においてもやはりこの二つは峻別すべきだ．社

会政策とか環境政策の問題で日本の地方とか地域をどう扱

うんだという，そういう議論をしたほうがいいです．ところが，

それと農業生産を上げよう，そのために補助金が，というこ

とは別です．個別所得保障政策だけでもう1兆円以上入れち

ゃっているので，これをどうしましょうというのは，「日本の自

然を守るためには個別所得保障政策が必要です」と言い換え

られちゃうというのは困ると思っています．杉本先生のおっし

ゃることはよくわかるし大賛成です．その部分に税金とかな

んかを絡めないことであれば，私は大賛成です．

なにかやるってことになってつぎに言い出すのが政府の税

制上の補助ですよね．要するに「みんなの税金でやれ」って

ことですよね．そうではなくて，そういうふうに思うんなら自

分たちでなにか事業にしていくというスピリットがないかぎり，

税収が足りない国でまた，さきほども出てきましたが「国債を

発行してくれりゃいいじゃないか」という話ですよね．そこに

つながる議論を端っこのほうでやっているのは私はもう，今

や全然正しくないと思うんですね．いくら環境に配慮してい

るとか地球環境のためにとか言っても……それは非常に強く

思っています．

松本　いまのお話を聞いて思い出したのですが，ソフトバン

クの孫正義社長がいま注目を集めています．彼は，日本は原

発を全面的にやめて自然エネルギーに移行すべきだと主張

しています．そしてそのための先駆けとして，何十億円でし

たか，自費を投入して，全国に太陽光発電パネルを敷き詰め

るという計画を発表しています．孫社長によれば，確かに日

本の国土は狭く，山地を除けば未開発の土地もほとんど残っ

てないので，太陽光発電で原発の穴を埋めるというのはほと

んど不可能に見えるかもしれないが，実は日本には使わずに

眠っている休耕田がたくさんあるので，それを所有者から買

収して太陽光パネルを設置し，メガソーラー発電をすれば，

再生可能エネルギーの自給率を飛躍的に高めることも不可

能ではないと言っています．このような考えについて，川島

先生はどう思われますか？

川島　非常によくわかります．ただ，できないと思います．と

いうのは，耕作放棄地の水田の1ヘクタールあたりの売買価

格は，北海道は安いですが本州だとだいたい1,000万円だと

思っていただいていいと思います．ですから孫さんが 1ヘク

タールを1,000万円で土地を買ってそのうえで作られるのは

いいと思いますが，計算すればわかると思いますがすぐに数

兆円というオーダーが出てきてとてもソフトバンクにはできな

いと思います．じゃあ貸してくださいということになるんです

が，そうすると割引率で 30分の1の地代をくださいという話

になるし，もしその土地のそばにリニアモーターカーの駅が

できたりして値上がりになるかもしれないのでそのときは原

状復帰で返してくださいとか，いろいろな条件を付けていく

と思います．

要するに，持っている土地をボランティアで貸す人なんて

いないわけで，休耕田でというのは思いつきで言っただけで，
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いざそこにいくとだめなんですよ．私の友人の大学教授でや

っぱり休耕田を持っているのがいます．自分が大学教授にな

っているから親父が死んじゃってもう耕作放棄になっている

けれど，65歳になって大学教授を終わったらそこに戻ると言

っています．田畑は子々孫々に渡したい．2ヘクタールある

のでそこそこの価値はあるんですよ．こういうような経済の現

状を考えたときに，休耕田を使った太陽光発電はアイディア

として出るんだけれどもうまくいかないという話になると思い

ます．

限界集落を元通りにする復興でいいのか

福味敦　復興というタイトルが入っているので，一つお伺い

したいんですが，ぼくは阪神淡路大震災の翌年から神戸に住

み始めて，2～ 3年もしたら廃墟だったところがすごく復興

されていくのを見て，ほんとうに人間の回復力ってすごいな

と思いました．今回の東日本大震災が起こったときも，今は

たいへんな状況だけど 2～ 3年もしたらああいう具合に直っ

ていくのかなと思ったんですが，よく考えると阪神淡路の場

合は都市型でしたが，東日本大震災の被災地は限界集落ば

っかりで，そもそも産業も農林水産業で，まあ非常にしんど

い状況のところを，はたして今後巨額の税金をつぎ込んで元

通りにするんじゃ意味がないのでかなり，阪神淡路とは全然

違ってかなり難しいという印象がありますが先生方はどうお

考えでしょうか．

震災前に元気であった養殖・沖合漁業は復興が進む

杉本隆成　東北地方には，気仙沼や石巻など漁業の活発

な市が幾つかあります．湾内ではカキやワカメ，ホヤ等の養

殖筏がひしめき合い，黒潮と親潮が潮境を形成する沖合域

からは，カツオやサンマ等，多くの魚種がここに水揚げされ，

北海道のホタテやサケ漁業の街とともに豊かな水産の街でし

た．しかし，他の多くの漁村は，200海里体制による沖合か

らの締め出しと，貿易自由化に伴う安い水産物の輸入による

魚価の低迷によって，漁業者人口が 10年で半分，20年で 4

分の1というようなスピードで減少し，既に限界集落状態に

入ってきていました．そんな街や村が巨大津波に襲われまし

た．大震災の半年後に，仙台平野の海岸に続いて陸前地方

も回ってみましたが，港や沿岸の漁船はまったく使いものに

ならないような状態でした．女川から北のリアス式内湾の奥

部では，家も無ければ人影も無く，復興の街造りというよう

な状況からは程遠くて，「これは大変だな」と思いました．

ところが気仙沼の方は，早い時期から全国からの応援が届

いて，カキの養殖筏が再建され，沖合漁業の漁船も幸い沖

に出ていてほとんどが残っていたので，問題は港の水揚げ場，

冷凍庫，加工場，造船場等の関連施設を復旧することにあり

ました．これ等の漁港を，宮城県知事が主導する水産特区

構想で再建するのか，地元の従来からの漁業者・漁業組合

が中心になって復旧を進めるのかで激論が戦わされています

が，今はもう復活に向かってかなりのスピードで動いています．

1970年代以降，落込み続けてきた漁業が，今回の壊滅的津

波災害を契機にして，やり方によっては，「未来を先取りした

ような新しい形態で復活」する機会を与えられたのかも知れ

ないというような気配さえ感じます．

これまで零細漁民が営んでいた「漁村」は，地産地消と特

産品の創出で再生し，他方，外部の資本と人材の導入無し

に存続・発展が困難な「水産地方都市」の加工と流通業に対

しては，経済特区的な支援＝税金を用いた応援によって，国

際的にも競争力のある企業ネットワークを創成し展開しよう

とする動きが始まっています．

国の補助金ではなく限界集落の見極めは地方で

川野辺裕幸　災害に強い地域づくりというのは国の責任・お

金でもってやるべきだ，自然の豊かさというのを維持してい

くことについては，たぶん川島先生だったら自分のお金でや

んなさいというところがあるのかもしれません．しかし，福味

先生のおっしゃったことはとても鋭いところがあって，いまの

復興庁のやり方は，既得権者からのいろいろな妨害がありま

すが，基本的に復興計画をしっかり持っていて，復興計画を

推進する能力のある自治体にとってみると，いい方向で動く

可能性があると思います．復興特区を作る，規制緩和をする，

養殖に対して民間企業の参入を許す，だから部分的にいろ

んな妨害があるけど，規制を緩和していくということをあの

仕組みでつくったんですよね．それと同時に，23兆円ですか，

背負わせていくから，きっとうまく活用できてそっちに転換し

てピンチのところをチャンスに変えることができる能力のある

ところもあるかもしれない．でも，そうではないとみんなが国

の予算を背負えるから，復旧をとりあえずするとか，あるい

は川島先生が前々からおっしゃっていることがまた起こるだ
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ろう，つまりこれでもってお金が出るメカニズムがつくられち

ゃって，ムダなものがいっぱい作られて，一時的にはそれで

いいかもしれないけども，たぶん淘汰されるはずのところが

生きながらえることになる．日本はどんどん人口が減少して

いくわけですから，当然ながら限界集落はそこから転換する

ことはできなくなると思います．いまのところ限界集落があっ

て，それを国が一生懸命支えようとしているけれども，つぎ

のヴィジョンはもう打ち出せていません．今度の震災復興で

も一律的な予算のつけ方ではだめだと思います．だからぼく

は分権だといつも言っています．地域で見きわめなさい．ど

こを残すのか，どこに集約するのか東北州で見きわめなさい，

ということになるよりしょうがないんだろうと思います．そう

いう方向の一歩として復興庁を活用することができるならば，

それはそれで 23兆円も意味があると思います．

経済政策と社会政策を切り離すべきだ

川島　たいへん鋭い指摘だと思います．じつは私そのことに

ついてですね，東京新聞に書いたことがあります．そのとき

は疑問を投げかけるようなかたちで書きましたが，私は答え

を持っています．なかなかマスコミでも書かせてくれないん

ですが，要するに撤退
4 4

しかないんです．

農業のほうで『「作りすぎ」が日本の農業をダメにする』（日

本経済新聞出版社 2011）とかいう妙な題をつけられちゃっ

た本の中に書きましたが，何がいま 20世紀の後半から起き

ているかというと，生産性が農業で非常に向上しているんで

すね．水産もそうですね．逆にいうと，昔は手漕ぎの舟で行

って漁師がこうやって手でやっていたのが，動力船で行って

すごく効率的に獲ることができるわけですね．江戸時代とい

うのは，100人の日本人がいるとすると，85人は農村に住ん

でいたんですね．全員が農民ではないという意見はあります

が，半分くらいが農民で半分くらい味噌を作ったり醤油を作

ったりそれから縄を編んだりと，いろいろそういう周辺の仕事

をしているんですね．それで，85人の人たちが一次産業とそ

の周辺に従事することによって100人を支えていたんですね．

都市に住んでいたのは15人くらいしかいなかった．ところが

今は，味噌を作るんだって醤油を作るんだってお酒を作るん

だってすごくオートメーションで楽にできてしまう．農業自体

もそうなんです．おそらく100人のうちの1人か 2人地方に

住んでいれば 100人分の食糧はできるんですよ．どこの国で

も地方というのは食糧を作る場であり，人間にとって食糧っ

て大切なものだし，歴史的になかなか作るのがたいへんだっ

たんでたくさんの人がいたわけです．

それで，江戸時代に日本は江戸が百万都市なんですけ

ど，そのときのパリは十万都市くらいだったと言われています．

今から200年くらい前はヨーロッパの小麦を作るところは生

産余剰が少ししかできなかったんですね．日本は米を作って

いた関係で非常に生産余剰ができていた．ヨーロッパもいま

化学肥料のおかげですごく生産性が上がったんですが，こう

いうふうに考えると，なにも地方に人が住んでいる必要はな

くなってきているんです．

私たちが歴史の教科書で習うことというのはほとんど全部

都市で起きたことなんです．文化というのは都市でできてい

て，そうじゃないのはわざわざ ʻ農村ʼ 文化と付けなきゃいけ

ないわけです．都市に王様がいて，周りに官僚がいて，お坊

さんたちがいて，豪商たちがいて，その人たちがパトロンに

なっていろんなことが起きていたわけです．この考えをあて

はめていくと限界集落というお話がいま出ましたが，20世紀

の後半から見ているということは歴史の中で食糧生産が著し

く楽になっていくというか，少数でできるということで必然な

んです．

どこかで撤退をしてこなきゃいけないと思います．さきほ

ど神戸の例があがりましたが，神戸のような都市はしぜんと

戻っていくんです．東日本大震災が来なくても多くの限界集

落では若い人たちが出ていってしまったところに，津波や地

震が来ました．だから私はあそこを元に戻すのはそもそもあ

りえないことだと思います．神戸の場合，インフラを整えて

元に戻していくと，都市なのでやっぱりそこに利益があるの

で人は戻っていったんですね．

今度のことも 23兆円を言い方はわるいですけどかなりの

部分ドブに捨てているんだと思います．日本の世論は非常に

未熟なので，大手マスコミは ʻ撤退ʼ というのをいまのところ

本に書かせてくれないんですよ．「先生，撤退はだめですよ．

転進と言わなきゃいけないんだから」と．日本の世論ってや

っぱり非常に ʻ退いてくるʼ というのが苦手なんですね．農林

水産省はやっぱり撤退の官庁なんですよ，科学技術がどんど

ん発達して，少ない人数で非常に効率よく養殖ができるよう

になっています．私はこの方向をきちっと見たうえで，地方に

対して分権とかも考えていって，経済活動については撤退す
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ることを考えるべきだと思います．

それから，自然に親しむという人間の価値は経済と切り離

したところで考えるべきです．仕分けの時も発言しましたが，

地方を見るときは経済政策として政策を打つ場合と，環境や

教育という利益にならないもののことでお金を使っていい社

会政策を行う場合を，分けなければいけないのではないかと

思います．今度の復興予算でもそうですが，日本の官庁は社

会政策として予算を使うことをすごく嫌がります．だからす

べてやっていくのは，こういうインフラを投資すると将来日本

が成長しますとか，地方がもっとよくなりますというような嘘

のことを言いながらこの 20年間お金をつけてきました．本来

は撤退しなきゃいけないけれど，そう言ったら世論の支持が

とれないんで，社会政策をするんだけれども経済政策にプラ

スになるようなことをうまく絡めて言います．日本の漁業が輸

出型産業になれるとか，農業についてもそうですよね．そう

いうことを言うと，なんかお金を使ってもいいということにな

ります．だから政策を打つときに必ず儲かるということでしか

打てないんで，私は今度のことなんかでも 23兆円ムダにな

ると思うし，道州制とかなんかを考えられるときもやっぱり経

済政策と私たちが社会的弱者それから失敗しちゃった人たち

にどうやってサポートするかというのと違う？ というのをよ

く考えていかないと，特に地方の行政はもうどうやったってう

まくいかないんです．社会政策と経済政策をきちっと分けて

みると，経済政策として入れる金ってほとんどないんです．

限界集落のところに道をつけるためにえらいお金がかかり

ますよね．そうするとそこでおいしく食べる
4 4 4

業者がいっぱい

いるんです．3人しか行かないところならもう移ってもらって，

移ってもらう費用を出したほうがはるかに安いと思います．だ

けども今度は移ってもらう費用を出すっていうとそういう個人

の移転に関わる費用は個人で負担するべきだということにな

る．道路を作るというのは公共財だから税金で作ってもいい，

この議論にすぐいっちゃうんです．だから，3人しかいない集

落に行く道路はたとえば 300億円で直してもいいけど，3人

に移ってもらえば，1人に 300万円か 500万円でいいんじゃ

ないかというと，いやそれは本人に出してもらわなきゃ困ると

いう議論になります．このへんが日本の非常に幼稚なシステ

ムだと私は思っています．

浅野　今日はここまでということで終了とさせていただきま

す．どうもありがとうございました．
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序論　国のかたち

世界には，さまざまな種類の資本主義がある．日本やフ

ランスの資本主義は，米国の資本主義とは根本的に異なる．

1990年代の米国は，アジアの新興諸国に対し，アジア的な

資本主義を捨て，米国の資本主義を導入しろと説いたものだ．

ところが，その後に米国の大企業の醜聞が続出し，米国の資

本主義にも重大な欠陥があることが露呈した．現在，世界は

米国発の深刻な経済危機に見舞われている．異なる種類の

資本主義の間の競争と対立をいかにとらえるかは，今日の世

界の大きな課題である．

日本の国のかたちをどう描くか─．喫緊の課題である．

冷戦終焉とともに，独走態勢を築いたはずの資本主義が，そ

の内部に激しい対立を露呈した．資本主義間の国のかたち

をめぐる新たな思想対立が急浮上したのである．資本主義と
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資本主義の対立が，資本主義と社会主義の対立に取って代

わった．日米貿易摩擦や日欧貿易摩擦が激しさを増すに伴

い，日本型資本主義国家の正当性を疑問視する声が欧米で

高まっていった．日米貿易摩擦問題・日欧貿易摩擦問題の核

心が日本の国のかたちそのものにある ,と言うのである．クリ

ントン政権（1993-2001年）が誕生すると，日本の国のかた

ちを論じる日本異質論は米政権内部の主流派の地位を占め

るまでになった1）．米国カリフォルニア大学教授チャーマー

ズ・ジョンソン（Chalmers Johnson）や元米国商務省審議官

クライド・プレストウィッツ（Clyde V. Prestowitz, Jr.），オラ

ンダの『NRCハンデルスブラッド』紙極東特派員カレル・

ヴァン・ウォルフレン（Karel G van Wolferen），米国『アト

ランティック』誌ワシントン編集長のジェームズ・ファロー

ズ（James Fallows）ら日本異質論者の日本の国のかたち論

は，日米関係・日欧関係に大きな影響を及ぼした．ところが，

1992年に日本のバブル経済がはじけ，日本経済の低迷が続

くなか，欧米人が日本を脅威と感じなくなるにつれ，欧米人

の日本の国のかたちに対する関心も薄れていった．だが，21
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世紀の世界の経済成長の中心はアジアと見込まれ，アジアの

多くの国が日本の国のかたちを手本に経済発展を遂げている

現状を見れば，日本の国のかたちをどう描くかが学問的にの

みならず，実践的にも最重要な課題の1つであることは間違

いない．日本異質論者は日本の肖像をどのように描いている

か．

本稿は，この課題への取り組みの一環として，代表的な

日本異質論者ジェームズ・ファローズの日本異質論の論理

の解明をめざすものである．ファローズの日本異質論の論

理を正しく理解できれば，ファローズの日本異質論の理解は

著しく深まる．日本異質論は，大きな反響を呼び，大論争を

巻き起こした．だが，日本異質論をめぐる議論がはなばなし

かったわりには，日本異質論の論理の理解はそれほど深まら

なかった（福島 2006参照；福島 2009，II参照；福島 2010

参照）．本稿は，ファローズの日本異質論の代表的著作「日

本封じ込め」（Containing Japan）の論理とファローズのその

後 5年間の日本・アジア研究の成果である『沈まない太陽』

（Looking at the Sun: The Rise of the New East Asian Economic 

and Political System）の論理の比較検討により，課題の解明

を試みる（Fallows 1989；ファローズ 1995）2）．検討の対象と

なる主要な論点は，日米関係，日本の経済体制，日本の政治

体制，日本人の基本的価値観，日本経済拡大の影響，日本

への対応，および歴史である．これらの論点は，最後の歴史

を除き，「日本封じ込め」のファローズの主張の展開に沿って

配列されている．日本やアジア，欧米の歴史は，「日本封じ込

め」では主たる論点にはなっていないが，『沈まない太陽』で

は最も重要な論点になっている．

本稿の目的は，ファローズの日本異質論の全体像を描くこ

とではなく，ファローズの日本異質論の論理を明らかにする

ことである．日本異質論の論理の理解が日本異質論研究の優

先事項である．先にも述べたように，日本異質論は大論争を

呼んだが，しかし議論は深まらなかった．それは，日本異質

論の論理そのものを十分に踏まえた議論が行われなかったか

らである．本稿がファローズの日本異質論の論理の解明に焦

点を絞る理由はここにある．ファローズの日本異質論の全体

像の描写は別の機会に譲らなければならない．ただ，後に見

るように，ファローズの「日本封じ込め」の論理と『沈まない

太陽』の論理は矛盾しているが，その理由についてここで簡

単に触れておくほうが読者には親切であろう．ファローズ自

身は「日本封じ込め」の論理と『沈まない太陽』の間の矛盾に

ついて何ら言及していないが，この矛盾は 5年の間にファロ

ーズの日本についての理解が深まったために生じたものであ

る．

本稿の I.では，米国の金融業界をめぐる最近の動き，米

連邦準備理事会（FRB）のグリーンスパン議長の国のかたち

論，現在の経済危機に関する動き，および産業政策の復権

を紹介することにより，日本の国のかたちや米国の国のかた

ちを研究する意義を明確にする．II.では，ファローズの日本

異質論の論理枠組みを理解する．ファローズの日米関係論

の分析により，ファローズの日本異質論の論理枠組みが明ら

かになる．III.では，「日本封じ込め」と『沈まない太陽』の主

たる論点について，日本人の基本的価値観を除き，「日本封

じ込め」のファローズの見解と『沈まない太陽』のファローズ

の見解を比較検討する．IV.では，「日本封じ込め」の論理の

中核をなす日本人の基本的価値観論・日本文化論と『沈まな

い太陽』の論理の中核をなす『沈まない太陽』の歴史論を比

較検討する．結論では，ファローズの日本異質論の論理の分

析を総括する．「日本封じ込め」の論理と『沈まない太陽』の

論理の間に論理的整合性があるか否かの判断をする．

I．ゴールドマンよ，さようなら

はげ鷹が，あばら骨の浮き出た獲物に群がり，肉をついば

んでいる．大きく羽ばたき群れから飛び去ろうとする1羽の

はげ鷹．抜け落ちた羽根が 2枚，群れの上に舞い落ちる．

「いまの社風はかつてないほど有害で破壊的だ」．米金融

大手ゴールドマン・サックスの現役幹部が 2012年 3月14日

付の米有力紙で自社批判を展開．経営側は直ちに反論，火

消しに躍起となった．批判手記は波紋を広げ，金融規制の

議論にも影響を与えかねない状況になった．

はげ鷹の絵を添えて手記を掲載したのは『ニューヨーク・

タイムズ』（Smith 2012）．タイトルは「なぜ私はゴールドマ

ン・サックスを去るのか」3）．筆者はゴールドマン・サックス

のエグゼクティブ・ディレクターで米国株式デリバティブ部

門の欧州・中東・アフリカ地域責任者のグレッグ・スミス4）．

12年間在職し，3月14日に退職した．

手記は「今日が私のゴールドマン・サックス最後の日だ」

の書き出しで始まる．スミスは，ゴールドマンは世界最大の

最も重要な投資銀行だが，自社の金もうけが優先され，顧客
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の利益はわきに置かれていると批判する．会議では顧客を手

助けする時間は一切使わず，最大限稼ぐことだけを話し合う．

「社内で平気で顧客を食い物にする話しをしているのを見て

気分が悪くなる．この1年で顧客を『あやつり人形』と呼ぶ

幹部を 5人見たし，社内メールで目にすることもあった」とも

指摘する．

さらに，顧客にとって正しいことをする文化がゴールドマ

ン・サックスの成功の核心だったが，モラルが低下し，その

跡形もないとした．「それは協力や誠実，謙虚な心持ち，顧

客にとって正しいことをすることといったものである．この会

社がすばらしいものになり，143年もの長きにわたり顧客の

信頼を繋ぎ止めることができたのは，実はこの文化の賜物な

のである」．しかし，「いまやこの文化は跡形もない」．

「この文面で経営陣が目を覚ましてくれればと思う．……金

もうけのことしか頭にない人の会社は長続きしない」と手記

を結んだ．

ゴールドマンは，ロイド・ブランクファイン最高経営責任

者（CEO）が自ら声明を発表した．「ただ 1人の意見が，新聞

の場で，社内の多くの意見より大きく扱われたことは不幸だ」

と反論した（畑中 2012a；MSN産経ニュース 2012参照）．

ゴールドマンはウォール街の名門である．経営トップだ

ったヘンリー・ポールソンがジョージ・W・ブッシュ政権

（2001-2009年）の下で財務長官に就くなど，政界にも人脈

があることで知られる．

米国では前年秋から，格差是正を求めるデモがウォール

街から各地に広がり，米金融界のもうけすぎへの批判が強ま

っていた5）．そんななかでスミスの批判手記が『ニューヨー

ク・タイムズ』に載り，顧客をあやつり人形と呼んでいたとい

った内幕も明かされた．ウォール街の「勝ち組」とされるゴー

ルドマンの経営を幹部が公然と批判するのは珍しく，国内の

高い関心を反映して，米メディアは連日大きく報じた（畑中 

2012b）．英紙『フィナンシャル・タイムズ』も，その社説で次

のように指摘する．

「手記が注目を集めているのは，スミス氏が新たな犯罪を

告発したからではない．時には顧客よりも会社の利益を優先

するという米大手金融機関のイメージに今さら驚く人が多い

とも思えない．衝撃的なのはゴールドマンのような有力企業

が退社した元幹部からここまで痛烈に批判されるべきなのか

という点だ」（『日本経済新聞』2012）

ただ，ウォール街の「身内」からは，ゴールドマンをかばう

声が相次いだ．ゴールドマンのライバル米モルガン・スタン

レーのジェームズ・ゴーマン最高経営責任者（CEO）は 3月

16日，「特定の社員の意見だけを取り上げたのは驚きで不公

平」と，手記を載せた『ニューヨーク・タイムズ』の方を批判

した（畑中 2012b）．15日には，ニューヨークのブルームバー

グ市長がマンハッタンにあるゴールドマン本社を訪れ，ブラ

ンクファインCEOや社員を激励して回り，「このような不当な

攻撃はすべてのニューヨーク市民に打撃を与えかねない」と

懸念を表明している．一方，16日付の『ニューヨーク・タイ

ムズ』は，「手記は（ウォール街で）歴史の教訓が学ばれてい

ないことを示した」などとする読者の反響を掲載した（柿内 

2012）．米国は1990年前後の LBO（借り入れで資金量を増

やした買収），2000年前後のハイテク株，それに今回の住宅

市場とバブルを繰り返したが，ウォール街は常にこれらの中

心にいた．

金融規制改革法の成立に尽力したバーニー・フランク下

院議員はロイターに対し，金融規制改革に反対している金融

業界に「大きな影響」があるだろうと指摘．「ゴールドマン・

サックスなどは，顧客と経済全体にどのような貢献をして

いるのか説明する必要がある」と述べた（朝日新聞デジタル 

2012）．

手記が『ニューヨーク・タイムズ』に掲載された日，厳しい

金融規制の提唱者，ボルカー元米連邦準備理事会（FRB）

議長がワシントンで講演した．スミスの寄稿を読んだと言い，

ゴールドマン変質の指摘に同意した．同社などが自社取引で

巨額をもうけるようになったことについて，経済全般によかっ

たという確証はないと批判．銀行は危機には政府に支えられ，

損失が国民負担になる可能性もあるため，銀行に投機的な

投資をやめさせる「ボルカー・ルール」がやはり必要だと結

論づけた．ボルカー・ルールは，金融界や金融界の後押し

を受けた議会から反発を受け，7月の運用開始が難しくなり

つつあった．そんな折のスミスの寄稿は，厳しい規制を後押

しする頼もしい援軍に見えた（山川 2012；尾形 2010参照； 

御調 2010参照； 矢沢 2011参照）．

アジア通貨危機のさなか，米連邦準備理事会（FRB）の

グリーンスパン議長がアジア型資本主義に対する米国型資

本主義の勝利を高らかに宣言した．グリーンスパン議長は

1998年 1月，ニューヨーク市内で講演し，「（米国・西欧型の）
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市場資本主義の優越性が鮮明になった」との考えを表明した．

米国型優位の根拠として，1989年の東欧諸国の社会主義崩

壊に続き，過去 1年間に国家の市場介入を是とするアジアの

「重商主義」が崩壊したことを挙げている．具体的には，アジ

アの経済体制を，政府が輸入品に対して保護主義をとり輸

出による外貨獲得を奨励した18世紀の英国の重商主義に例

え，これよりも米国型の市場資本主義は消費者のニーズや市

場の動向に敏感だと強調した（町田 1998）．米国型資本主義

が世界を制覇する．そう見えなくもなかった．

だが，その後米国型資本主義の旗色は一気に悪くなった．

米国の金融危機が世界経済危機に発展したからである．米

議会の金融危機調査委員会は 2011年 1月，現在の米国の

金融危機の原因をまとめた最終報告書を公表した．金融危

機は回避することができたと結論づけたうえ，当時の金融機

関による無責任な経営や米政府・米連邦準備理事会の金融

規制・監督の失敗などを明確に示した．最終報告では，広

範におよぶ金融の規制・監督の失敗が米国の金融市場を破

壊的な状況にしたと明記．政府が危機に対して準備ができて

いなかったとも指摘した．一方で，大手金融機関の企業経営

やリスク管理の失敗が危機の重要な原因になったと批判した．

米連邦準備理事会については，高リスクの住宅ローン担保

証券を普及させたことなどの過失があったとの認識を示した．

グリーンスパン前議長が規制緩和を進め，金融機関の自己

規制に委ねてきたことで，危機を予防する手段がなくなった

との見方も示した．米証券取引委員会（SEC）やガイトナー

財務長官が当時率いていた米連邦準備理事会傘下のニュー

ヨーク連銀なども必要な措置を講じなかったと言及した（御

調 2011）．

政府が関与して強い産業を育てる産業政策が注目されて

いる．1990年代以降時代遅れとされてきた政策が，金融危

機をきっかけに復権した．産業政策が後退したのは，次の

産業は政府ではなく市場が決めるとの考えが浸透したからだ．

だが，いまや経済再建のために強い産業をどう育てるかに関

心が高まる．日本では，改正産業活力再生特別措置法が成

立し，電気メーカーなどへの公的資本投入が行われている．

背景には，戦略的に重要な企業をいかにして支えるかとの経

済産業省の発想がある（有田 2009参照）．いま，米国の国の

かたちの真価が問われている．日本の国のあり方が問われて

いる．

II．日米関係

『沈まない太陽』が「日本封じ込め」を破壊する．「日本封

じ込め」は（1）日本は異質である（2）異質な日本は不公正

である．異質な日本は脅威である（3）異質な日本には，特別

な対応が必要だ─という論理構成をとる．ところが，この

「日本封じ込め」の論理に『沈まない太陽』の論理が挑戦する．

『沈まない太陽』のファローズは（1）日本は異質である（2）

異質な日本は不公正ではない．異質な日本は脅威ではない

（3） 異質な日本には，特別な対応は必要ない．異質な日本に

は，正しい理解が必要だ─と主張する．「日本封じ込め」

のファローズの日米関係についての基本的な考え方と『沈ま

ない太陽』のファローズの日米関係についての基本的な考え

方の間には矛盾がある．

「日本封じ込め」の序論に該当する部分は日米関係論にな

っている．「日本封じ込め」全体の論理はこの日米関係論を

読み解くことで明らかになる．まず，「日本封じ込め」のファロ

ーズの日米関係についての見解を見てみる．米国にとって日

本は非常に重要な国であるにもかかわらず，日米関係は極め

て脆弱であるから，知日派米国人は日本を批判したがらない．

日米関係は，米国内の露骨な対日偏見と日本国内の国際的孤

立の恐怖症という火薬庫を抱えている．だが，日本からの脅

威が大きくなった現在，日米関係の現実から目をそらすこと

はもはや許されない（Fallows 1989: p. 40）．日本と米国の利

害は根本的に対立しない，との見解は誤りだ．日米関係にプ

ラス面がないわけではない．しかし，日米の利害は根本的に

対立する．日米の利害の根本的な対立は，日本がその経済力

の一方的で破壊的な拡大を抑制する能力がないか，抑制す

る意志がないか，のどちらかから生じている．日本経済の拡

大は，日本の国際的孤立，自由貿易体制の崩壊，および日米

関係の破綻ならびに米国の力の衰退という深刻な結果を招く

（Fallows 1989: p. 41）．日本経済の拡大は米国にとって脅威

であるから，米国は日本経済の拡大を制限しなければならな

い（Fallows 1989: p. 42）．ファローズが描いた「日本封じ込

め」の論理枠組みは，このようなものである．

『沈まない太陽』のファローズの主張は，「日本封じ込め」の

ファローズの主張と非常に異なる．『沈まない太陽』のファロ

ーズによると，アジアの発展を後押ししているのは経済であ

るが，発展の成果は政治，文化，個人の価値，全体の利益



37

と広範に及ぶ．アジア経済力の基礎となる政治モデルは，ロ

ックやルソーの時代から西欧諸国が掲げてきた理想とは相容

れない性質のものだ．アジア以外の国がこの経済体制を押

しつけられる心配はないし，真似をする必要もない．しかし，

アジアの新しい経済体制がどういう性質のものであるのかは，

アジア以外の国々も知っておかなければならない（ファロー

ズ 1995，36頁）．

ファローズは，『沈まない太陽』のはしがき「日本の読者の

みなさんへ」（1994年 11月）のなかで，『沈まない太陽』にお

けるファローズの見解は日米関係の絆を損なうものではなく，

強めるものだと書いている．ファローズの読者へのメッセー

ジを紹介する．

現在，米国では日本，アジアの興隆，そして世界におけ

る米国の位置に関する認識が変化しつつある．1989年のベ

ルリンの壁崩壊をきっかけに，米国の政策の基礎をなしてき

た多くのことがらが見直されはじめている（ファローズ 1995，

2-3頁）．21世紀の経済・社会の現実に合わせて米国の戦略

を修正するためには，東アジア地域に対する米国のアプロー

チ，とりわけ日本と中国に対する米国のアプローチを慎重に

見直す必要がある．日本と中国は，米国と東アジア地域との

政治経済関係において，つねに中心的地位を占めてきた．日

本も中国も，米国経済にとってチャンスであると同時にライ

バルでもあった．とくに日本は，学校や工場，企業組織を改

革するうえで，米国にとって貴重なアイデアの源だった．米

国経済の将来を真剣に考える人はみな，米国は東アジア地

域への対応をもっと研究する必要があるという認識で一致し

ている（ファローズ 1995，3頁）．

ところで，『沈まない太陽』のファローズには，言葉の使い

方に厳密さを欠くという欠点が見られる．例をあげれば，次

のようなものがある．東アジアという言葉はアジアという言葉

と同じ意味で使われる．ただし，アジアも東アジアも日本を

含む概念であることはたしかである．欧米という言葉と英米

という言葉の関係が不明瞭である．また，欧米と西欧の関係

もあいまいだ．『沈まない太陽』の分析では，全体の文脈の

なかで重要な言葉の意味を確定する作業が必要である．

要するに，日米関係について「日本封じ込め」のファロー

ズの見解と『沈まない太陽』のファローズの見解は根本的に

異なる．「日本封じ込め」のファローズも『沈まない太陽』の

ファローズも，日本は異質だと見る点では意見が一致する．

しかし，日本に対する評価と日本への対応の点では意見が著

しく異なる．

III．日本の国のかたち

日本の経済体制

日本の経済体制について「日本封じ込め」のファローズは，

日本の経済成長は自由貿易論に反する，すなわち一方的で破

壊的であると主張する．一方，『沈まない太陽』のファローズ

は，日本の経済体制と米国の経済体制は，経済活動の目的，

権力集中の是非，市場は信頼できるか，および経済に国境は

あるか─という4つの点ではっきりとした差異があると主

張する．『沈まない太陽』のファローズは，この日米の経済体

制の違いについて，どちらの経済体制が正しくどちらの経済

体制が間違っているかを問題にしているのではないとの立場

をとる．日本の経済体制について「日本封じ込め」のファロー

ズの見解と『沈まない太陽』のファローズの見解は大きく異

なる．

まず，「日本封じ込め」におけるファローズの見解を検証

する．自由貿易論と世界における日本の地位との間の緊張は，

明らかである．もしも価格が上がれば，需要は減るというよ

うに，たいていの経済的力は自己調整すると想定されている．

ところが，通常の経済的，商業的圧力は日本の貿易収支を均

衡させない．日本の黒字，資産，および産業力は，一方的に

増大し続ける（Fallows 1989: p. 44）．「日本封じ込め」のファ

ローズは日本の経済体制をこのように認識し評価する．

日本の経済成長は不均衡である．第 1は，日本の輸出の成

功と人為的に抑制された国内消費の不釣り合いである．世界

で最大の余剰資金を持ち，最大の対外投資を行っている日

本が，全般的に物質的な豊かさは先進国のなかで最低であ

る．日本の過少消費は，大部分は個人の消費厚生よりも企業

利益と対外投資を重視する以前からの経済的傾向から生じ

る（Fallows 1989: p. 42）．第 2は，日本の貿易黒字の継続的

な増加である（Fallows 1989: pp. 42-43）．第 3は，多くの日

本の取引における一方性の継続的な形態である．経営専門

家のピーター・ドラッカーは，価値の高い輸入品に対する妨

害と確立した外国産業の狙い撃ちを特徴とする日本の商売の

やり方を「敵対的貿易」と表現する（Fallows 1989: p. 44）．

次に，『沈まない太陽』のファローズの見解を検証する．『沈

まない太陽』のファローズは，日本の経済体制と米国の経済



38

体制の違いを力説する．『沈まない太陽』のファローズによれ

ば，欧米の人間，とくに米国人は，東アジア型経済体制（日

本型経済体制）を欧米の経済体制と基本的には同じもの，た

だ欧米の経済体制より少し改良され少しエネルギッシュなだ

けのものと考えたがる傾向がある．しかし，東アジア型経済

体制は欧米型経済体制とは違うものであり，これまでに前例

のない経済体制だ．東アジア型経済体制は，高い技術力に

支えられ，完全に近代化された生産組織を持ち，しかも欧米

モデルのコピーではない経済体制である（ファローズ 1995，

13頁）．

日本型経済体制と米国型経済体制には 4つの点で大きな

違いがある．第 1は，経済活動の目的である．アングロ・ア

メリカ型経済体制（米国型経済体制）においては，経済活動

は基本的に個々の消費者の生活水準を向上させるためにあ

る．しかし，東アジア型経済体制においては，経済活動は集

団としての国の力を向上させるためにある（ファローズ 1995，

186-190頁）．第 2は，権力集中の是非である．アングロ・

アメリカ的イデオロギーでは，権力の集中は悪である．した

がって，昔から権力を分散させておく精巧な仕組みを考え出

してきた．アジアでは，権力の集中は避けがたい現実と受け

とめられている．だから，権力ができるだけ国家の長期的な

利益のために行使されるよう制度を改善してきた（ファロー

ズ 1995，186，190-192頁）．第 3は，市場は信頼できるかで

ある．アングロ・アメリカ型経済では，意外性こそ経済活動

の鍵だと考える．「勝者を選択」したり「望ましい状態」を定

義したりといった市場の裏をかくような試みは，必ず失敗に

終わる．市場自身に決めさせるのがいちばんいいのだ．一方，

アジア経済は市場を信頼していない．自由競争は企業をいつ

も臨戦態勢にさせておく手段のひとつとしては有益だが，し

かし社会のあり方や経済の進むべき方向といった大局的な問

題を解決する方法ではないというのがアジアの考え方だ（フ

ァローズ 1995，186-187，193-199頁）．第 4は，経済に国境

はあるかである．どの国民にも外国嫌いや排他性はある．ア

ングロ・アメリカ型経済は，こうした傾向を嘆かわしいもので

あり克服すべき短所とみなす．アジア型経済では，こうした

傾向は自然な感情で簡単には変化しないと考える．この世界

は「我々」と「彼ら」なのであって，「我々」が我 自々身の面倒

を見ないかぎり誰も面倒を見てはくれないと考えるのである

（ファローズ 1995，187，199-208頁）．

この異質な日本の経済体制を『沈まない太陽』のファロー

ズはどのように評価するか．どちらの経済体制が正しくどち

らの経済体制が間違っているかを問題にしているのではない，

というのが『沈まない太陽』のファローズの回答である（ファ

ローズ 1995，205頁）．「いまアメリカと日本のあいだで起こ

っている問題は，どちらが正しいとかまちがっているとかいう

ことではなく，要するに前提の異なる2つの経済体制が接触

した結果なのである（ファローズ 1995，199頁）」．

日本の政治体制

「日本封じ込め」のファローズは，日本の政治体制を一方

的で破壊的な日本経済の拡大の主たる原因と見る．一方，『沈

まない太陽』のファローズは，日本を単機能国家と見る．日

本の政治体制について「日本封じ込め」のファローズの見解

と『沈まない太陽』のファローズの見解は著しく異なる．

「日本封じ込め」のファローズの日本の政治体制について

の見解の検討から始める．「日本封じ込め」のファローズは，

日本政治は日本経済の拡大を制御できないどころか，日本経

済の拡大を促進する主たる原因になっていると主張する．日

本政治は，金の流れ，力の均衡，および思想の基本的構造

─という3つの基本的要素によって形成される．「もしも通

常の市場の力が日本の拡大を緩和しないのであれば，直接

的な政治的制御はどうだろうか．……日本の政治の基本的要

素，すなわち金の流れ，力の均衡，および思想の基本的構

造がすべて日本経済を不均衡の方向に押しやっている……

（Fallows 1989: p. 44）」．

金の流れは，金権政治体制の下で歪められる．日本の金

権政治体制は，日本経済の不均衡の主たる原因だ．金権政

治体制は，公金を分捕るために結合した非公式な複数の政

官財同盟から構成される（Fallows 1989: p. 44）．

日本政治では，力の均衡は大きく崩れている．日本では，

政官財同盟が圧倒的な政治力を有し，強力な保護主義勢力

を形成している．日本政府は，自分自身の利益を促進する

ために戦い競争する政官財同盟の集合体以外の何ものでも

ない．歪められた巨額の公金の流れと政官財同盟の圧倒的

な政治力は，一方的な日本経済の成長を促進する（Fallows 

1989: pp. 45-46）．

日本政治の思想の基本的構造は，外部世界との相互性の

考えを拒否し，破壊的な日本経済の成長を促進している．日
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本は，基本的な世界貿易の相互性理論を信頼せず，敵対的

貿易を推進する資本主義的発展指向型国家である（Fallows 

1989: pp. 47-48）．

それでは，『沈まない太陽』のファローズの見解を検討しよ

う．日本の政治体制は，日本経済の発展のためには理想的に

機能する．しかし，経済以外の分野では，まともに機能しな

い．日本の政治は，多くの日本国民の利益よりも，日本経済

全体の成長を優先する．日本の政策は主として官僚によって

決定され，政治家は金権政治に没頭する．日本は世界にお

いて経済大国にふさわしい役割を果たしていない．このよう

に，『沈まない太陽』のファローズは日本をまともな国とは見

ない．

戦後日本の統治制度は，日本経済の発展という目的のため

には理想的に機能した．けれども，それ以外の分野では，ま

ともに機能できなくなってしまった．日本の政治は，個々の

市民，とくに都市部のサラリーマン世帯のニーズを放置して

きた．個々の市民の利益よりも，日本製品を売り日本経済全

体を成長させるほうが優先された．日本の政策はおもに官僚

によって決定され，投票で選ばれた政治指導者はひたすら

金権政治に没頭してきた．このような政治体制のなかで，世

界における日本の普通の役割を確立していこうとする責任感

や力を持つ勢力はひとつも出現しなかった（ファローズ 1995，

11頁）．日本は普通の国ではない（ファローズ 1995，149-155

頁参照）．

日本経済の拡大の影響

日本経済の拡大が続いた場合の危険は何か．「日本封じ込

め」のファローズの日本経済の拡大の見解と『沈まない太陽』

のファローズの日本経済の拡大の見解はかなり異なる．「日本

封じ込め」のファローズは日本経済の拡大は米国にとって脅

威だと主張する．日本の経済拡大を制限しない場合，米国に

とって重要ないくつかの事柄が危機に瀕する．米国は資本主

義発展指向型国家から挑戦を受けている．日本経済拡大無

害論，すなわち日本経済拡大終焉論，消費者利益増大論・

貿易赤字無害論，日米国境実質消滅論は誤りである．「日本

封じ込め」のファローズは，日本経済の拡大は米国にとって

深刻な結果を招くと警鐘を鳴らしている．『沈まない太陽』の

ファローズは，日本型経済体制はアジアを変え，世界を変え

ると予想する．日本型経済体制の拡大はさまざまな影響をア

ジアと世界に与える．日本型経済体制の拡大はアジアの環境，

人口移動，および感情論・イデオロギーに影響を与える．さ

らに，日本型経済体制の拡大は世界に利益をもたらすととも

に，問題も生じさせる．

「日本封じ込め」のファローズは，日本経済の拡大は危険

ではないとする見解に反論を試みる．第 1は，日本の拡大が

制御できるか否かにかかわらず，日本の拡大は終わりかけて

いるという見解である．この制約はまだまったく理論的なもの

にとどまっており，成長鈍化の兆しはまだ見えない（Fallows 

1989: p. 53）．第 2は，日本経済の拡大は消費者の利益を増

大するが，貿易赤字の累積も問題ないという見解である．消

費者に最良の価格を提供しさえすれば，よい社会ができる

というものではない．厳密な自由貿易の観点からすれば，負

債の累積さえも心配の種ではない．しかし，実際には，日本

と米国はまだ 2つの別々の国であり，借金をしないで暮らせ

る米国の能力が米国の強さの基礎なのである（Fallows 1989: 

p. 53）．第 3は，日米間の国境は実質的に間もなく消滅する

という見解である．日本側の社会的抵抗ゆえに，こうした事

実上の合併は不可能だ（Fallows 1989: pp. 53-54）．

日本経済の拡大は危険ではないとの見解は誤りである．し

たがって，日本を封じ込めない限り（1）外交政策を遂行し，

理想を推進する米国の権威（2）世界最有力企業内の米国民

の将来性（3）米国が維持してきた自由貿易体制─が危機

に瀕する．自由貿易体制に対する主たる脅威は，日本が示し

た手本から生じている．日本と台湾や韓国といったその亜流

は，自由貿易社会と資本主義的発展指向型国家が真正面か

ら産業競争を行えば，最後には自由貿易社会が敗れるという

ことを証明した．自由貿易を心からはよいと信じない国々が

拡大するにつれ，自由貿易の理想は後退する（Fallows 1989: 

p. 54）．

『沈まない太陽』のファローズは，「第 9章　アジア型経済

体制のインパクト」で日本型経済体制の影響について論じて

いる．日本を中心に急速に拡大しつつあるアジア地域のダイ

ナミズムは東アジアの人々の暮らしを変え，やがて世界の状

況も変えると予想される（ファローズ 1995，389頁）．

東アジアの経済成長は環境を食いつぶそうとしている．そ

のこと自体はヨーロッパや北米で少し前に起こったことと変わ

りないが，アジアの場合は環境破壊の進み方と影響がはるか

に深刻である（ファローズ 1995，389-391頁）．人口移動の問
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題は，日本にとってもアジア全体にとっても，古典的なジレ

ンマだ．多くの外国人を受け入れれば，日本社会の仕組みが

根本から揺さぶられる．かといって，外国人を受け入れなけ

れば，周辺諸国の恨みを買う．東南アジアの隅々にいたるま

で人々の暮らしが日本から影響を受けているのに，大多数の

人々が日本の社会に参加することも影響を与えることもでき

ないのでは，公平を欠く（ファローズ 1995，391-392頁）．

1990年代の日本にはバランスのとれた本格的な汎アジア

論が出てきている．汎アジア論は，社会は全体の利益よりも

個人の権利を重視すべきだという欧米の理念に対する挑戦

である（ファローズ 1995，392-393頁）．近代化が進み物質

的に豊かになっても，アジアの国々はいわゆる「西洋型民主

主義」に傾きすぎないよう政治の舵取りをした．これまでのと

ころ，この抑圧的な政治運営が経済的成功の決め手となって

いる（ファローズ 1995，393-394頁）．

日本型経済体制の興隆は，世界にいろいろな面で利益を

もたらす可能性を秘めている（ファローズ 1995，395頁）．第

1に，現象そのものが興味深い．第 2に，東アジア型経済

体制の興隆によって，世界の富と機会が従来よりも公平に

分配されるようになった．第 3に，アジアの興隆は基本的に

平和に資する動きだ．第 4に，アジアで創出された富は，あ

る程度，他の地域にも分配されている（ファローズ 1995，

395-396頁）．

しかし別の面から見れば，日本型経済体制の成功はライバ

ルに難問をもたらすことになる．とくに深刻なのは，一国が単

独で行動できる範囲が縮小しつつあることだ．このプロセス

には，次に挙げる3つのタイプの変化がかかわっている．第

1は，産業における依存関係の一方化である．開発途上国は

先進国に追いつくことがむずかしくなる．第 2は，軍事機器

における依存関係の変化である．第 3は，議論を抑制し歪め

てしまう文化的・思想的風土の変化である（ファローズ 1995，

396頁）．上にあげた変化は，どれも日米関係にかかわってく

る．十分な経済規模と高い技術水準を達成した日本は，長ら

く続いてきた西洋に対する依存関係を逆転させはじめたアジ

アの旗手だ．一方の米国は，長い間自由にやってきたが近年

になって政策上の対日依存を深めつつある西側諸国の旗手

だ（ファローズ 1995，397頁）．

日本への対応

日本経済の拡大を制限する必要性を正当化しようとする

「日本封じ込め」の論理と米国に自己改革を強く迫る『沈まな

い太陽』の論理は鋭く対立する．「日本封じ込め」の目的は封

じ込めの具体的な方法を論じるのではなく，日本の拡大を

封じ込める必要性を論証することにある．したがって，「日本

封じ込め」のファローズは，日本経済の拡大を制限する具体

的な方法について論じていない．だが，「日本封じ込め」のフ

ァローズの日本への対応の方向性ははっきりしている．一方，

『沈まない太陽』のファローズは，米国に自己変革の覚悟と自

己変革の方法の探求を強く求めている．

「日本封じ込め」のファローズによると，「日本封じ込め」の

目的は封じ込めの具体的な方法を論じるのではなく，日本の

拡大を封じ込める必要性を論証することである．具体的な方

法については，別の機会に譲らなければならない．日本と米

国の利害が衝突することを認識することは，それ自体，重要

な一歩である．日米の利害衝突を認識できれば，通常のビジ

ネス競争が現在の不均衡を解消してくれるという幻想を払拭

できる（Fallows 1989: p. 54）．米国は，自らの企業慣行を改

革し，教育を改善し，負債を減らさなければならない．米国

の経済目標は，貿易障壁を高くすることではなく，開放され

た自由貿易体制を維持することでなければならない．米国人

は，日本人に不思議な洗練された日本社会をいかに運営する

かを教える立場にない．だが，米国人には米国人の利益と価

値を守る権利はあり，米国人の利益と価値は日本の利益と価

値と同じではないのである（Fallows 1989: p. 54）．

『沈まない太陽』のファローズは，「第 10章　沈まない太

陽」で米国の日本型経済体制への対応を論じている．日本は，

歴史と制度が許す範囲で大胆な変革を実行した．中国は，そ

れができなかった．その結果，ヨーロッパの植民地主義が世

界を覆った時代に，日本は他のどの非西洋諸国よりも行動の

自由を保つことができた（ファローズ 1995, 423頁）．西洋に

追いつこうとした19世紀日本の努力こそ，現在東アジアを変

貌させつつある日本型経済体制の発端だった．日本型経済

体制の成功は，いまや欧米諸国にとって脅威になりつつある．

各々の社会とその中で暮らす人々の未来は，世界を支配する

新しいルールにどこまで適応できるかによって決まる．欧米

諸国は，19世紀の日本人のように，新しく姿を現した強力な

体制について可能な限りのことを学び，必要な部分について
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自分を変革していけるだろうか．それとも，同時代の清国の

ように，心を乱す現実が目の前からはやく消え去ることを念

じるのみで終わるのだろうか．欧米諸国が新しい時代に適応

していけるか否かは，そこにかかっている（ファローズ 1995，

423-424頁）．

個人は何よりも尊重されるべきであり，きちんとした民主

主義を確立することこそ政治の究極的目標であるという信条

を共有する米国と西欧諸国は，中国，ビルマ，インドネシア，

マレーシアなど欧米の理想から逸脱する国々をこれからも非

難しつづけるだろう．自分自身を偽らないために，欧米諸国

はこうした主義主張を引っ込めるわけにはいかない（ファロー

ズ 1995，425頁）．

ただし，他国の文化を作り直そうと考える前に，やるべき

ことがある．欧米諸国はまず，自分自身を改革する覚悟があ

るのかどうか，あるとすればどのように改革すればよいのか，

よく考えなくてはならない．これは，アジアで成功したテクニ

ックをそのまま真似よという意味ではない．アジアとは逆の

方向をめざしたほうがよいケースもある．明治日本の指導者

たちは西洋の列強が達成した結果に着目し，そこに到達する

ために日本にいちばんよく合った道筋を選んだ．欧米の国々

も，日本型経済体制が達成した結果にしっかりと着目すべき

なのである（ファローズ 1995，425-426頁）．

米国は 4つの自己変革を迫られている．アジアの成功は，

教育，産業政策，貿易政策，および各種の投資の点で米国

に政策の見直しを迫っている．どれも新しく出てきた話題で

はないが，アジアの成功はこれらの問題を考えるうえで新し

い視点を提供している（ファローズ 1995，426頁）．

第 1は教育である．米国の学校教育制度のなかで最も

劣っているのは，アジアの得意分野，すなわち最低レベル

の生徒に基礎学力を習得させる分野だ（ファローズ 1995，

427-428頁）．第 2は，産業政策である．米国内ではいささ

か不遇な産業政策も，現実には各国で経済発展の一翼を担

っている．産業政策に関して問題なのは，産業政策を行う

かどうかではなく，産業政策を行っている事実を正面切って

認めるかどうかである（ファローズ 1995，428-429頁）．第 3

は，貿易政策である．米国の貿易政策は，世界の国々がいつ

かアダム・スミスやデイビッド・リカードが構想した自由な経

済交流を行うようになるだろうという理想に立っていた．こう

した信条がもたらした最良の成果は，米国がともかくも自由

貿易を主張しつづけてきたことだ．米国のアプローチの問題

点は，底流に善悪の価値判断が存在することだ．貿易政策

に関する限り，米国は「ベスト」に固執するのをやめ，「ベタ

ー」をめざすべきだ．制約ゼロの自由な貿易という「ベスト」

の理想に背を向けたほうが，米国としても経済の見通しを

明るくし，世界貿易を促進できる場合が多々ある（ファロー

ズ 1995，432-435頁）．第 4は，投資である．米国の税制は，

消費を促し貯蓄を妨げる仕組みになっている．将来の可能

性をひろげ，現在の国力を維持するために，米国は貯蓄と借

金に対するインセンティブを変えるべきだ（ファローズ 1995，

435-437頁）．

IV．文化か歴史か

日本人の基本的価値観

「日本封じ込め」のファローズは，日本の一方的な貿易政

策は日本の権威を尊ぶ文化の反映なのだと主張する．日本が

一方的な貿易政策に後ろめたさを感じないのは，日本政治・

日本社会には普遍的な基本的価値観がなく，普遍的な基本

的価値観に基づく行動指針がないからだ．日本人が欧米人

と異なる行動をとるのは，日本人には非常に個人的な価値観

に基づく行動指針はあるが，しかし欧米人のような普遍的な

価値観に基づく行動指針がないからである．日本の行動指針

は異なる基本的価値観を持つ貿易相手国に大きな影響を与

えるので，日本の貿易相手国は日本に対して対抗措置を講じ

る権利がある．日本人は，権威を尊ぶ文化のなかで生きてい

る．日本人は，力をなにが公正かの主要な基準にする．日本

政治は一方的で破壊的な日本経済の拡大を制御できないか

ら，米国が日本経済の拡大を制限する必要があるが，そのた

めには米国は圧倒的な力を保持する必要がある．日本の一方

的な貿易政策は，日本文化の所産である．一方，『沈まない

太陽』のファローズは日本文化を語らない．『沈まない太陽』

のファローズは，現在アジアで進行中の事態を理解するには，

経済学より歴史のほうが有効だと考える．アジア人は，屈辱

の歴史とともに生きている．米国人は，自由な現在とともに

生きている．米国人の歴史感覚とアジア人の歴史感覚の違

いが，米国とアジアの相互理解を困難にする．過去の欧米の

植民地主義が今日なおアジアと欧米の間に暗い影を落として

いることに米国人は気づかない．アジアから見れば，欧米が

アジアに君臨できたのは，優れた機械と強い軍隊を持ってい
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たからである．経済学の概念は，今日の西欧とアジアの関係

で最も大切な問題である歴史と人間性の問題の理解を困難

にする．日本人の基本的価値観についての「日本封じ込め」

のファローズの見解と『沈まない太陽』のファローズの見解

を要約すれば，こうなる．

「日本封じ込め」のファローズの見解から先に検証する．日

本はなぜ日本の貿易政策の二重基準にこうも無頓着なのだろ

うか．それは，日本政治の基本的価値観，あるいはこれらの

欠如と言うべきものと関係がある．日本は非常に信義を重ん

じる社会であり，日本社会では個々人は恩，忠誠，敬意の義

務で固く結ばれている．しかし日本社会には，外国人のよう

に義務で結ばれていない人々を適切に取り扱うための指針と

なる抽象的な原則が欠けている．その結果，日本は公正な競

争について独特な見解を持ち，一方的な行動をやましく思わ

ないのである（Fallows 1989: p. 48）．日本人が欧米人と異な

る行動をとるのは，日本人には非常に個人的な価値観に基づ

く行動指針はあるが，しかし欧米人のような普遍的な価値観

に基づく行動指針がないからだ．日本人には，普遍的な原則，

すなわち日本人の生活が世界のいかなる人間の生活とも同じ

ような原則に従って営まれていると日本人に感じさせる観念

が薄弱だ（Fallows 1989: pp. 48, 51）．

日本の行動指針は異なる基本的価値観を持つ貿易相手国

に大きな影響を与えるので，日本の貿易相手国は日本に対し

て対抗措置を講じる権利がある．日本の貿易のやり方に対す

る標準的な不満は，日本のやり方が偽善的だということであ

る．日本の製造業者は米国で自由に売れるのに，外国人は日

本で競争するためには公的および私的なカルテルを相手に

奮闘しなければならない（Fallows 1989: p. 51）．

日本人は，権威を尊ぶ文化のなかで生きている．日本人

は，力をなにが公正かの主要な基準にする．日本社会の原則

に対する関心の欠如は，たいていの米国人がなかなか気づか

ない深刻な影響を与える．日本社会の原則に対する関心の

欠如は，ただの力をなにが公正かの主要な尺度にしてしまう．

どこでも力は正義だが，しかし日本が外部世界を取り扱う際

は，全面的にそうだ．「平均的日本人は，愚かな追随者では

なく，カトリックの聖職者や海兵隊員のように，権威を尊ぶ

文化のなかで生きているということだ」．日米関係について言

えば，米国の力の外見がたいていの米国人が考えている以上

に重要だということである（Fallows 1989: p. 52）．

日本政治は一方的で破壊的な日本経済の拡大を制御でき

ないから，米国がそれを制限する必要があるが，そのために

は米国は圧倒的な力を保持する必要がある．日本の政治体

制は強力な金権集団に掌握されており，日本の慣習と知的伝

統は人々が抗議に立ち上がるのを妨げる．したがって，日本

国内の行動を変えさせる方法として残されているのは，外部

からの圧力である．しかし外圧依存の問題点は，外から圧力

を加える者は誰であれ，圧倒的な力を保持していなければな

らないということだ（Fallows 1989: pp. 52-53）．

『沈まない太陽』のファローズは日本人の基本的価値観を

どう見るか．『沈まない太陽』のファローズによると，アジア

人は屈辱の歴史とともに生きているが，米国人は自由な現

在とともに生きている．米国には，歴史に対して意識的に無

関心であろうとする性質がある．これは米国の根本的な思潮，

すなわち人は過去に束縛されるべきでなく，それぞれの時代

にふさわしい役割を見いだして進むべきであるという考え方

を反映している（ファローズ 1995，79頁）．

こうした歴史感覚の違いは，米国とアジアの間に溝を作る

原因となっている．何百年も続いた植民地支配の記憶が今日

なおアジアと西洋の関係につねに重苦しい影を落としている

という現実は，米国人にとって想像することすらむずかしい．

欧米人は植民地を拡大し，世界地図を塗り変えた．誇り高い

文化を根こそぎにし，自分たちの言葉を広め，自分たちの論

理と道徳と法にもとづく社会システムを押しつけた．勝者の

側にいた者は，こうした行為の結果が敗者の目にどれほどい

まいましく映っているか，ほとんど認識していない（ファロー

ズ 1995，80頁）．

アジアから見れば，近代史の筋書きは，ヨーロッパ人や米

国人が技術力にものを言わせて何世紀もの間自分たちの意

思をアジアに押しつけてきた，ということになる．ヨーロッパ

があれだけ絶対的な優位に立てたのは，アジアよりも文化水

準が高かったからではない．政治体制が立派だったからでも

ない．神の恩寵に値するような徳を積んだからでもない．ヨ

ーロッパがアジアに君臨できたのは，すぐれた機械と強い軍

隊を持っていたからだ（ファローズ 1995，80頁）．

経済学の概念は，現在の西欧とアジアの関係で最も大切

な問題である歴史と人間性の問題の理解を困難にする．力

で劣っていたことの記憶は，アジアの人々の脳裏に深くはっ

きりと刻まれている．しかし，ヨーロッパや米国の人々は，こ
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のことをほとんど認識していない．アジアの人々は，ヨーロ

ッパの国々がまったく当然のこととして受けとめている欧米の

植民地主義の多くの面を，恥として受け止めているのである．

今もあいかわらず，欧米の人間は当然のようにアジアとの関

係を「市場開放」，「公平な条件下での競争」，「世界規模の自

由貿易制度」といった経済言語だけで解決しようとする．経

済学から導き出された概念はたしかにいくつかの問題を解決

するかもしれないが，しかし今日の欧米とアジアの関係でい

ちばん大切な歴史と人間性の問題を見えにくくしてしまう（フ

ァローズ 1995，80-81頁）．

「日本封じ込め」のファローズの日本人の基本的価値観に

ついての見解と『沈まない太陽』のファローズの日本人の基

本的価値観についての見解は，根本的に異なる．日本封じ込

め論は日本文化論の基礎の上に築かれている．「日本封じ込

め」のファローズは日本社会の本質を権威を尊ぶ文化に見出

した．一方，『沈まない太陽』のファローズは日本社会の本質

を理解する鍵を歴史に見出した．『沈まない太陽』のファロー

ズにとって，日本人の基本的価値観を文化で語ることなど論

外なのである．『沈まない太陽』は，欧米はアジアに関する情

報を整理し解釈する際に，これまで誤った論理を適用してき

たということを読者に訴える本であるが，ファローズの自省の

書となっている．

結論　未完の肖像

「日本封じ込め」におけるファローズの日本および日米関

係についての基本的な考え方と『沈まない太陽』におけるフ

ァローズの日本および日米関係についての基本的な考え方

は，根本的に異なる．ファローズの論文「日本封じ込め」の目

的は，日本の拡大を封じ込める必要性を論証することである．

「日本封じ込め」の論理は（1）日本は異質である（2）異質な

日本は不公正である．異質な日本は脅威である（3）異質な

日本には，特別な対応が必要だ─という形に一般化できる．

「日本封じ込め」の論理は日本文化論の基礎の上に築かれて

いる．一方，『沈まない太陽』の目的は，米国はアジアに関す

る情報を整理し解釈する際に，これまで誤った論理を適用し

てきたということを論証することである．『沈まない太陽』の

論理は（1）日本は異質である（2）異質な日本は不公正では

ない．異質な日本は脅威ではない（3）異質な日本には，特別

な対応は必要ない．異質な日本には，正しい理解が必要だ

─という形に一般化できる．『沈まない太陽』の論理は歴

史の基礎の上に築かれている．日米間の差異の認識が，即日

本のマイナス評価に結びつくことはなくなった．また，日米間

の差異の評価が，他国への対応とは異なる日本への特別な

対応の必要性の要求に結びつくこともなくなった．「日本封じ

込め」におけるファローズの日本および日米関係についての

基本的な考え方と『沈まない太陽』におけるファローズの日

本および日米関係についての基本的な考え方は矛盾する．

注
1） 日本異質論は，リビジョニズム，修正主義，日本見直し論，
日本特殊論とも呼ばれる．

2） Containing Japanの邦訳としては，『中央公論』に掲載され
たものとファローズの同名の著書『日本封じ込め』に収め
られたものがある（ファローズ 1989a; ファローズ 1989b）．
また，『沈まない太陽』の原典は（Fallows 1994）である．

3） ネット上にはこの一件を茶化し，映画「スター・ウォー
ズ」の悪役ダース・ベイダーが銀河帝国軍からの離脱を表
明する寄稿などが続々と登場した（毎日 jp 2012）．

4） スミスのゴールドマンでの肩書はエグゼクティブ・ディレ
クターだが，同社には約 12,000人のバイスプレジデント，
エグゼクティブ・ディレクターがおり，従業員約 33,000
人の 36％がスミスと同様の肩書を持っている（朝日新聞デ
ジタル 2012）．

5） 「ウォール街を占拠せよ」（Occupy Wall Street）のデモとそ
の機運が，急速に全米に拡大した．「ウォール街を占拠せ
よ」は，2011年 9月 17日頃に始まった米国の金融システ
ムに抗議するデモである．リーマンショック以来の危機か
ら立ち直れずにいる米国経済．失業率は高止まりし，ど
んなに仕事を探しても職にありつけない人々が方々にい
た．さらに追い打ちをかけるように，食糧やガソリンなど
の生活必需品の値段が上がり，生活はますます厳しくなっ
た．ところが，ウォール街に目を向けると，100万ドルの
年収をもらって当たり前とでもいうような振る舞いが続い
た．サブプライムローン問題で世界経済を苦境に陥れた過
去などおかまいなしだ．ウォール街だけではない．大企業
のトップの多くは，相変わらず数百万ドルもの報酬を得て
いた．いったい，この貧富の格差は何なのか．政策に大き
な影響を及ぼす企業の権力を制限し，民主主義をマネーゲ
ームから解放して，普通の人々の生活を守るものに戻して
欲しい─．その思いがデモに参加した人々の動機だった
（瀧口 2011）．
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はじめに

欧州連合の共通通貨ユーロが揺れている．ギリシャの財

政危機を発端として，ポルトガル，イタリアまたスペインへ

と波及したユーロ参加国政府の財政危機や各国金融機関の

金融危機は，欧州連合通貨当局のたびたびの救済策や介入

策にもかかわらず，依然として継続している．危機の中心に

あるPI(I)GSと呼ばれるこれらの国では救済策の受け入れに

伴う財政改革の厳しさや財政規律の導入に国民の不満が高

まっており，他方ドイツ，オランダといったユーロゾーンの

優等生国では，救済のための資金の提供に不満，批判が高

まりつつある．このような同一通貨圏内の複数の財政当局間

の財政調整は，国家と地方，EUと国家といった異なるレベ

ル間の垂直的な調整は比較的容易であるのに対して，EUに

おける加盟国間や同一国家内の地域間といった同一レベルの

財政当局間の水平的調整は多くの困難を伴うものである．ユ

ーロ危機における救済国と被救済国間の衝突はこの典型とい

ってもよいであろう．ユーロゾーンが今後銀行同盟等を経て，

財政同盟を形成するかどうかは現時点ではまったく予測でき

ないが，EUにおける加盟国間の財政連携のモデルが連邦制

をとる加盟国のそれに近づく可能性も大いに考えられ，それ

らの国々の財政連邦制の検討は非常に重要といえる．しかし

EU加盟国の中で早くから連邦制をとってきたドイツや，EU

加盟国ではないが同じく早くから連邦制を取り入れてきたス

イスの財政連邦制については，邦語でもいくつかの研究がな

されているのに対して1，スペイン，ベルギーといった地方分

権化が 1970年代以降，遅れて始まった国々の財政連邦制に

関する研究は邦語文献に関していえば，ほぼ皆無といえる2．

ベルギーについては，フランデレン語での分析が，1990年

代に見受けられたが，当時フランス語の分析を見出すのは，

非常に難しかった．しかし 2000年代に入り，フランス語，フ

ランデレン語両言語集団間の連邦予算をめぐる対立が先鋭

化し，かつフランス語側が防御的立場に立たされたのにつ

れ，フランス語の分析や文献も徐々に増えつつある3．さらに

OECDや世界銀行の研究分析部門において財政連邦制に関

する関心が高まるにつれ，ベルギーに関する英語での分析も

まだ数は少ないが現れるようになった4．本稿はそのような状

況下で一昨年のスペイン自治州の財政連邦制の分析（若林

（2011））に続き，ベルギーの財政連邦制に焦点を当て，その

展開を明らかにしようとするものである．

ベルギーの連邦化5の動きは1970年代に始まり，現在で

も進行中である6．財政の地方分権化も，必ずしも同じペー

スとはいえないが，このような連邦化の動きの中で並行して

進行しつつある．ベルギーでは，ユーロの導入を翌年に控え

た1998年の参加国選定のプロセスにおいて，いわゆる 4つ

ベルギーの国家再編における財政分権化
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の収斂基準の内，公的債務がGDPの 60％以下とする基準

をはるかに上回っていることが問題となり，政治的判断でか

ろうじてユーロへの参加が決まった経緯があるが，2000年

代の財政の地方分権化の動きの中で連邦政府の債務が大き

く削減されたことも特記される．その背景には，財政の分権

化前は，フランデレン，フランス語の二大言語集団の要求に

応じるため，連邦政府が多くの予算項目において，必ずしも

両言語集団に必要といえないものでも，両集団のバランスを

取る形で予算措置をつけるといった重複が横行していたが，

財政の分権化が始まり，連邦政府が権限の移管に対応する

財源の移管を制限することにより公的債務のGDP比を削減

できたという事実を挙げることができる．

　本稿はこのようなベルギーの財政連邦化の動きを歴史的

にたどることを目的とする．以下，第一章では，財政移転が

伴わない形で権限の分権化が進んだ 1970年から1983年

までの地域・共同体の財政について考察する．第二章で

は，地域・共同体財政で，一定の財政的自律が認められた

1989年から1993年までの推移を考察する．第三章では，地

域，および（特に）共同体の財源調整が進み，また独自財政

がさらに進展した1999年から2001年までの動きを，その動

因となったフランデレン議会で開始され 21世紀に入り連邦

議会に移行する更なる権限委譲の論議に言及しつつ考察す

る．第四章では，2007年からの政治危機の経緯を説明しつ

つ，その流れの中で提示された新たに財政自律策，特に社

会保障の分権化の第一歩が印された 2011年の改正について

解説する．連邦国家の地方財政は「連帯（solidarité）」，「自律

性（autonomie）」，「責任（responsabilité）」の 3つの原則に依

拠して，現実の展開ではこの 3つの原則の比重の変容により

説明することもできると考えられ，その点についても言及する．

Ⅰ　財政移管なき地方分権化（1970年-1983年）

ベルギーの地方分権化（前述のようにベルギーではしばし

ば連邦化（fédéralisation）と呼ばれる．）は1970年初頭の憲

法改正にその起源を持つ．しかし1970-1973年の憲法改正

では，地域，（文化）7共同体の設立が憲法上明文化され，文

化共同体議会（Conseil） の設置が認められたものの，地域議

会の設置は見送られた．また共同体，地域ともに，実際の政

策を担う行政機関の設置は認められず，政策の実施は中央

政府内の地方（文化共同体）担当大臣協議会がそれを担って

いた．このような状況下，共同体，地域関連政策の予算はす

べて国家予算の枠組みでの交付金（dotation）の形で計上さ

れ，各地域，共同体への分配率は，毎年の国会における国

家予算審議の中で決定された．しかし各地域，共同体への

毎年の実際の分配率は安定的に推移して大きな変化はなく8，

この比率が後の1980年 8月9日付の財政法においても基準

分配率として採用されるようになる（Pagano（2002）p. 34）．

1980年になり，憲法に新たな修正が加わり，それに伴い

地域，共同体の新機関（議会，執行機関）の設置や権限の委

譲，また財源に関する二つの法律が成立する（1980年 8月

8日付の特別法と1980年 8月9日付の普通法）．1980年 8

月8日付の特別法は，共同体の執行（行政）機関（Exécutif），

およびワロン，フランデレン二地域の議会，執行機関の設置

を認め，地域，共同体への一定の権限の委譲を定めていた．

このような共同体，地域レベルの政策の本格的な始動に伴い，

その裏付けとなる財源の確保を目指したのが 1980年 8月9

日付の普通法である．同法は，地域，共同体の一定の独自

財源を目指したものの，実際はそれまでの財源措置との連続

性が目立つものであった．中央政府からの交付金は1980年

以降も依然として地域，共同体財源の主要部分を占めてい

た．地域への交付金については，分配率算出の基準となる3

要素（面積，人口，所得税収）が明示化され，それらを 3分

の1ずつ算入する原則（principe de trois tiers）が確立された．

本財政法の施行年である1982年予算において，過去の配分

に準じる基準分配率･額が定められ，以後，総額はインフレ

率により調整され，3地域間の分配率は，上記 3要素により

調整されるようになった．共同体への交付金は，総額は地域

同様にインフレ率により調整されるが，フランデレン，フラン

ス語二大共同体間の1982年以降の分配率は 55％対 45％に

固定された．その理由はもちろんブリュッセルのフランデレン，

フランス語住民の比率が正確に把握され得ないことにより上

記 3要素基準の適用が困難であったことによる．

1980年財政法で新たに設けられた財源が地域，共同体へ

の国家からの割戻金（ristournes）である．しかし所得税，付

加価値税，また社会保障費掛金といった財源の大宗はここ

では除外されており，その重要性はそれほど大きいものでは

なかった．具体的には地域関連では，（1）射倖税（taxe sur 

les jeux et paris），（2）遊戯機械税（taxe sur les appareils 

automatiques de divertissement），（3）発酵飲料開封税（taxe 
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d’ouverture de débits de boissons fermentées），（4）相続税

（droits de succession），（5）不動産源泉徴収税（précompte 

immobilier），（6）不動産移転登記税（droits d’enregistrement 

sur la transmission de biens immeubles）の一部が地域に

割り戻された9．一方，共同体へはテレビ･ラジオ視聴料

（redevance radio et télévision）の一部が割り戻されたが，こ

こでも交付金同様にブリュッセル地域の視聴料の分配の問題

が生じたが，これもブリュッセル地域のフランス語対フラン

デレン語住民の比率が 80％対 20％に固定された．

1980年財政法は，さらに租税･租税外の固有財源導入の

可能性を明記していた．しかし固有財源の導入は（1）既に

国税として導入されていない項目に限られること，（2）導入に

は中央政府の同意が必要であること，また（3）租税負担力に

変化がないこと（つまりは国税の削減を前提とすること）等の

条件により，具体的な導入はほとんどなかった．1980年財政

法はまた地域，共同体の地方債発行を認めていたが，これ

も実際の例はほとんどなかった．このように，1980年財政法

が謳った，地域の設立，権限の委譲に伴う新たな地方財政

の確立は，種々の条件により実際にはほぼ実現されなかった．

それは，前記，新機関の設置や権限の委譲を定めた 8月8

日の法律が国会の各言語集団ごとの過半数，および全体の

3分の 2以上の賛成を必要とする特別法（Gérard （2001）p. 

13）であるに対して財政法が普通法であったことからも推察

できる（Bayenet & Pagano （2011）pp. 24-5，Pagano （2002）

pp. 40-50）．

以上，1970年から1983年までの国家再編は，地方，共同

体への財政移管をほとんど伴わない地方分権化であり，よっ

て財政の「自律性」，「責任」の原則も伴わないものであったと

いえる．しかしそれ以前からの中央政府予算を通じた「連帯」

の原則は結果としてある程度継続していたといえるであろう．

Ⅱ　�財政分権化の始動期（1988-1993年の憲法改正
と1989年財政法）

1980年の憲法改正では，フランデレン，ワロンの 2つの

地域が設立されたが，ブリュッセル地域の設立は見送られ

た．その背景には，ブリュッセルをフランデレン，ワロンと同

等の地域として認めれば，全国的には少数派のフランス語系

住民が，ワロン，ブリュッセルの二地域で多数派となること

へのフランデレン系住民の反発があった．しかし地方分権化

の進展には「土地に帰属する権限（matières localisables）」の

分権化の受け皿となる「地域」の全国的な設置は必須であり，

1989年 1月12日付特別法において「ブリュッセル首都地域

（Région de Bruxelles-Capitale: RBC）」の設置が実現した10．

さらに同法に先立つ1988年 8月8日付の権限委譲特別法は

1980年 8月8日付権限委譲法を修正する形で地域への権限

委譲を大幅に拡大していた．

これらの権限委譲に伴う財源措置として，1989年 1月16

日付の財政特別法（loi spéciale de financement: LSF）が新

たに，1980年 8月8日付財政法に代わり制定された．当時，

ベルギーの国家財政は，1980年代，連立政権が二大言語

集団の支持を確保するため必要以上の予算措置を取ったこ

ともあり，深刻な債務負担に苦しんでいた．しかも1990年

代末のユーロの導入を控え，いわゆるマーストリヒト基準の

1つである「公的債務がGDPの 60％以内」という基準の達

成は最優先課題であり，1989年財政法も，独自の地方財政

制度の確立とともに，国家財政の健全化がその重要な目標

のひとつと言えた（Leibfritz （2009） p. 6）．よって1989年

財政法において強調されていたのが，共同体および，特に

地域財政の自律性（autonomie fiscale），および財政的責任

（responsabilité fiscale）の確立であった．地域，共同体財源

の中心は1980年財政法における交付金から，1989年財政

法では所得税（IPP: impôts des personnes physiques），およ

び付加価値税（TVA: taxe sur la valeur ajoutée）の割戻金に

取って代わるようになる．地域は所得税の割戻しのみを受け

取り，共同体は所得税の割戻金に加えて，付加価値税の割

戻しも受け取るようになった．これらの割戻金は，連邦税と

してまず国家が徴収し，その後，まず連邦と地域・共同体間

の分配率が決定され，次に地域間，共同体間の分配率が定

められた．地域間の分配には，それまでの交付金の分配で使

用された 3要素 3分の1の原則は廃止され，各地域の所得

税徴収率のみが算定の基準となった．この所得税の徴収額

のみに依拠した算定方法はもちろん平均所得がフランデレン

を下回るワロン地域により不利に作用することにより，所得

税の更なる割戻金の支給による地域に対する連帯制度が設

けられた（1989年財政法第 17条および 48条）．その手順

によると，一人当たりの所得税額が全国平均を下回る地域は，

税額の乖離 1％につき 468ベルギーフラン（1988年基準）×

地域人口相当分の割戻金を受け取ることができた．制度始
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動後の1990年から1996年までは，ワロン地域の一人当たり

の税収のみが全国平均を下回っていたが，フランデレン地域

の所得税徴収の急速な伸びに比べたブリュッセル地域の税

徴収の伸び悩みにより，1997年以降は，ワロン地域とともに，

ブリュッセル地域もこの連帯割戻金の受益地域となっている．

1989年財政法では，さらに1980年財政法において割戻

金の対象となっていた，射幸税，相続税等が，課税条件の

設定，税率，控除条件等の設定権限も地域が持つ形とな

り11，真の意味での地域の固有財源である地域税（impôts 

régionaux）となった．地域にはさらに個人所得税に対する割

り増し制度（centimes additionnels）が認められ，地域が独自

に所得税を追加的に徴収できる体制が整った．他の租税・

租税外の固有財源，また債権の発行権の規定については

1980年の体制がそのまま維持された．

他方，1989年財政法は共同体の財源については，まず従

前のテレビ･ラジオ視聴料が，そのまま割戻金の形で維持さ

れた．また地域同様にそれまでの交付金に代わり所得税の割

戻金の制度が導入された．フランデレン，フランス語両共同

体間の制度導入後の分配率の算定については，1980年の交

付金における固定とは異なり，地域に準じた所得税徴収率が

用いられるようになった．ただし地域の場合とは異なり，補

償的な連帯制度は導入されなかった．その代わりに導入され

たのが，付加価値税の割戻金制度である．所得税徴収率に

基づく配分が一人当たりの平均所得が全国平均を下回るフ

ランス語共同体に不利に働くと考えられるのに対して，付加

価値税収入に基づく配分算定は，人口比により近い形となり，

フランス語共同体が不利にはならないものと考えられた．共

同体の租税・非租税固有財源，債券発行権の規定も1980

年法と同様に維持された（Pagano （2002）pp. 96-8）．

1993年になり，ベルギー憲法は再度の改正がなされる．

1989年の憲法改正では，3つの共同体と地域それぞれに議

会と執行（行政）機関の設置が認められたが，議員が住民に

より直接選ばれるのは，ブリュッセル首都圏地域議会と，ド

イツ語共同体議会のみであり，フランデレン議会12とフラン

ス語共同体議会の議員は，国会上下両院の各言語集団所属

の議員が兼職しており，さらにワロン地域議会の議員は，フ

ランス語共同体議会議員の一部が兼職していた13．このよう

な変則的な状況の背景には，もちろん 3地域を同等に扱っ

た場合のフランス語住民の過剰代表性の問題が潜んでいる．

フランデレン，フランス語の二大共同体議会は，国会議員の

兼職により，国政と同等にかかわれるのに対して，ワロン議

会はフランス語共同体の下に押しやられ，また住民の直接選

挙によって選ばれるブリュッセル地域議会の議員は，国政と

の連関を一切持つことがなかったのである．このような状況

を脱するべく1993年の憲法改正では，新たな国家構造が規

定されていた．すなわち，3つの地域議会の議員はそれぞれ

地域直接選挙で選ばれるようになり，選出議員の一部が二

大共同体議会の議員を兼職し14，さらにまたその一部が国会

の上院議員を兼ねる構造である．地域議会と国会上院の間

に共同体議会をはめ込むことにより，両言語集団の国政への

関与を同等のものとすることができるようになったのである15．

地方議会選挙がこのように独自に行われるようになり，また

地方の代表が国会上院に送り込まれたことにより，ベルギー

はこのとき真の連邦国家となったといえる．1993年憲法改正

では貿易振興，農業構造政策，科学政策，広範な環境政策

（以上地域），観光，教育組織（以上共同体），対外関係（地

域および共同体）等，地域・共同体への更なる権限の委譲も

行われた（若林（1999）pp. 201，204）．

他方，同時期，1989年に開始された新たな地方財政制

度は大きな危機を迎えていた．最も重要な点がフランス語

共同体の教育に関する予算逼迫の問題である．上述のよう

に1989年の共同体に対する財政措置は，地域に比べて連帯

性を欠くものであったが，加えてフランデレンの学校教育に

比べて，フランス語地域の教育費は割り高であり16，これら

がフランス語共同体の財政危機へとつながったといえる．こ

のようにフランス語共同体に対する追加財源策が必要とさ

れたが，フランデレン側にはフランス語圏の割高な教育費

に対する反発があり，また連邦政府にもユーロ導入を目標と

する財政赤字縮小の課題があり，残るはワロン地域および

ブリュッセル地域のフランス語共同体委員会（Commission 

communautaire française）による救済策であった．このよう

な救済は1992年 10月31日にフランス語圏の社会党，キリ

スト教党，環境党間で仮合意がなされ（合意された日の聖人

名を取りサンカンタン合意（accord de Saint-Quentin）と 呼

ばれる．），1993年 6月4日に正式合意が成立した．この結果，

共同体と地域権限の境界分野といえる学校の建設や管理に

ワロン地域等が携わるようになり，さらに1993年憲法改正に

地域・共同体間での権限の移行が可能となる規定が盛り込
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まれたことにより，特に文化分野の政策において共同体と地

域が連携する形での予算執行が可能となった．連邦からの

救済策としては，テレビ・ラジオ視聴料の割戻しが 100％共

同体財源となった（Bayenet（2012）p. 8）．

ブリュッセル首都圏地域の設立に伴い，1989年財政法に

より地域・共同体への本格的な財政移管が開始された．これ

は財政の「自律性」，「責任」の原則の開始とも言い換えること

ができる．他方，「連帯｣の原則については地域に対する連

帯制度は設けられたが，共同体に対する制度は設けられず，

フランス語共同体の財政逼迫問題はワロン・ブリュッセルの

フランス語地域からの支援に頼らざるを得なかった．このよ

うに 3原則の実際の制度上での実現度には差異があったとい

うことができるであろう．

Ⅲ　�新たな財政自律の導入と財源委譲� �
（1999年-2001年）

1993年の憲法改正はベルギー国家再編の最終形態となる

ものと思われた．しかし共同体，特にフランス語共同体の財

政は，その政策の主要項目である教育予算の膨張に伴いま

すます逼迫するようになる．当初は，前述のようにワロン地域，

およびブリュッセル首都圏地域フランス語共同体委員会の支

援により，教育政策の維持が図られたが，やがて教育予算財

源の抜本的改革が志向されるようになる．

他方，フランデレンにおいては，1990年代，フランデレン

第一主義の極右の人民同盟（Volksunie: VU）が台頭し，フ

ランデレン政府，および連邦政府の中核にあった中道右派の

キリスト教人民党（CVP）の選挙基盤を侵食するようになり，

CVPもフランデレン地域住民の要求に大きく耳を傾けざる

を得なくなる．フランデレン地域のこのような要求は，1999

年 3月3日のフランデレン議会決議につながる．フランデ

レン議会決議は，ベルギー国家の更なる再編の具体的な地

域・共同体への権限委譲分野として，（1）社会保障制度にお

ける高齢者医療（soins de santé）および家族手当（allocations 

familiales），（2）農業・漁業，（3）対外貿易，（4）市･県条例，

（5）開発援助）の 5つが挙げられていた（若林（2008b）p. 

232）．

このようなフランデレンの要求は当然，フランス語共同体

･ワロン地域における種々の非難決議を引き起こす．3月24

日にはワロン地域議会が，また 3月30日にはフランス語共

同体議会がそれぞれフランデレン議会決議を非難する決議

を可決している．戦後ベルギーの政治で一貫して与党の立

場にあったCVPは，1990年代 VUの台頭に対応する形で

右傾化してフランデレン地域レベルでは前述の議会決議を

許したが，他方，連邦レベルではその責任政党として，フラ

ンデレン，フランス語両言語集団間の力のバランスを崩す

問題には，一貫して封印をし続けていた．しかし1999年 6

月13日の総選挙の結果，CVPは，連邦議会での最大政党

の座を，ブリュッセルをその選挙基盤とするフランデレン自

由党（VLD）に譲り，VLDは社会党，環境政党と連立する

形で新たな政府を形成するようになる．フランデレン議会に

おいてCVPは最大政党の座を維持したものの，連邦政府

同様にVLD中心の連立政権の形成が試みられ，最大野党

となるCVPに対抗するため，連邦政府での連立政党に加え

VUがフランデレン政府の連立に参加するようになる．連邦

新首相フェルホフシュタットは，直ちに調整委員会（Comité 

de concertation）を設立して，フランデレン議会決議の具体

的項目について，その検討を指示する（若林（2008a）pp. 

88-9）．

1999年 12月1日，連邦諸政党は，1990年代フランデレ

ン，ワロン（フランス語）両地域が要求していたいくつかの項

目について一定の合意に到達する．合意された日の聖人の名

を取ってサンテロア合意（accords de la Saint-Eloi）と称され

る，その合意の内容はまず，フランス語共同体が要求してい

た教育関連予算の増額が認められた．またフランデレン地域

の要求については，地域関連税について地域独自の一定の

減税権が認められた（Bayenet & Pagano （2011）pp. 58-9） ．

サンテロワ合意は，フランデレン議会決議に照らして見

ると，その多くが盛り込まれていなかったということでフラ

ンデレン側には大いに不満が残るものであった．よってフ

ェルホフシュタット政権は，新たな改革の方向を検討する

ため，調整委員会より，より幅広い政治勢力が参加する組

織17として「機構刷新政府間･議会間委員会（Commission 

intergouvernementale et interparlementaire du renouveau 

institutionnel（CIIRI））」を，サンテロワ合意に先立つ 1999

年 10月20日に立ち上げ，すでに議論を始めていた．CIIRI

における議論は，翌年 2000年から 2001年にかけた 2つの

政治合意として結実する．合意がなされた宮殿名から「ラ

ンベールモン合意（accords du Lambermont）」とも，また



50

合意の日の聖人名を取って「サントテレーズ合意（accord 

de la Sainte-Thérèse; Lambermont I）（2000 年 10 月 16

日）」とサンポリカルプ合意（accord de la Saint-Polycarpe; 

Lambermont II（2001年 1月 23日）とも呼ばれる合意に

より，地域･共同体の財源強化に関する法律（loi spéciale 

relative au refinancement: LSR）は 2001年 6月6日に，また

権限委譲に関する法律（loi spéciale relative au transfert de 

compétences: LST）は 6月29日にそれぞれ，連邦下院で可

決され，2001年 7月13日にひとつの特別法として成立する

（Bayenet & Pagano （2011）pp. 58-9）．

同法では，6月に別々に可決された地域，共同体への新た

な権限の委譲と，それに対応する財源の移転が盛り込まれて

いたが，それに加えて，特別法以外の種々の法制により，ブ

リュッセルの機構整備も規定されていた．特別法により，地

域に移管される権限分野として（1）農業，および海洋漁業，

（2）対外貿易，（3）市･県条例，（4）開発援助，および（5）

市町村に対する監督権の 5つが新たに規定された．1999年

のフランデレン議会の決議と比較すると，2001年特別法で

は，社会保障の地域への移管がまったく欠落していた．家族

手当，および高齢者の医療・手当といった社会保障分野でも

一部の限られた項目の地域への移管の要求も，フランス語住

民にとっては，なかなか受け入れ難いものであったのがその

理由と考えられる18．

他方，権限の拡大に伴い必要となる財源の手当について

は，まず地域･共同体共に財政自律性の原則が確認された．

共同体に対しては追加財源の強化が図られたが，地域に対

しては財源の強化より，権限の拡大や，より高度の財政の

自律性が強調された．その背景には権限の拡大に伴う財源

増大には，所得税の割戻金の相応の手当てが担保されてい

たことが挙げられる．地域財政の改革として，具体的にはま

ず 1989年財政法で確立された地域税の項目に，新たに（1）

生前贈与登記税（droits d’enregistrement sur les donations 

entre vivants），（2）自動車通行税（taxe de circulation sur les 

véhicules automobiles），（3）欧州車検証（eurovignette）等

が付け加えられた19．またそれまで共同体の固有財源であっ

たラジオ･テレビ視聴料（redevance radio et télévision）も，

地域の固有財源となった．地域はまたこれらの地域税すべて

について，税率の設定や，減免の基準の設定等を独自に決

定できる権限も持つことになった．

地域の財政改革の第二のポイントが，所得税の地域への

割増制（centimes additionnels）に加えた払い戻し制（remises 

à l’impôt des personnes physiques）の導入である．2001年

に 370億ベルギーフランの財政黒字を計上したフランデレ

ンとしては，所得税の割増制より払い戻し制のほうが，関

心が高かったということができる（Pagano （2002）pp. 171-

174）．

2001年財政改正では，フランデレンが，特に地域財政の

自律性を強調したのに対して，共同体についてはフランス語

共同体が根本的な財源措置の見直しを要求していた．まず

地域の財源となったテレビ・ラジオ視聴料は，2002年まで

はそれまでのテレビ・ラジオ視聴料と同額が国家より交付さ

れ，2003年以降は消費者物価指数調整後の額が交付される

こととなった．さらに付加価値税払戻金については，総額が，

その算出において実質成長率も織り込む形で増額され，かつ

共同体への分配率も底上げされた（Pagano （2002）pp. 187-

9）．

サンテロワ，およびランベールモン合意，それに続く法制

化の結果として，1999年までにフランス語，フランデレン両

言語集団が要求していた事項はほぼすべて実現したといえる

（Blöchliger & Vammalle （2012） p. 60）．しかし実現されな

かった顕著な項目として挙げられるのが社会保障関連（具体

的には高齢者に対する手当と医療と家族手当）の権限の地域

･共同体への委譲であった20．ブリュッセルにその支持基盤

を置くVLD 中心の連邦政府は，フランデレンの要求に一定

の配慮を示しつつも，国家の決定的な分裂を将来的にうかが

わせ，その結果として自党の衰退を意味する社会保障や重

要インフラの地域化には，消極的であったことが看て取れる．

1999年 3月のフランデレン議会での決議以降，連邦レベ

ルでも地方財政の自律性の主張が勢いを持つようになる．連

邦政府の負債の減少により，フランス語共同体への限定的

な支援はなされたものの，言語境界を越えた財政の連帯の

議論はなされなかった．一方，フランデレンが要求する更な

る権限の委譲は必然的に財源の委譲を必要としており，地

域・共同体の自律性向上の流れにつながるものであった

（Decoster et al.（2009）p. 181）．

Ⅳ　政治危機と社会保障財源の分権化の始動

二期続いたVLD主導の連立政権は，2007年 6月10
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日，新たに総選挙を迎える．その結果は，キリスト教人民

党（2001年にCVPからCD&V（キリスト教民主とフラン

デレン）に改称）が再び第一党に復帰する（下院 150議席中

30議席）．しかしCD&Vの勝利は，フランデレンの独立を

志向する「新フランデレン連合（Nieuw-Vlaamse Alliantie: 

N-VA; 2001年，VUが内部抗争の結果分裂した後，結成

された政党）との選挙協力の結果であり，よって組閣作業

は，困難を極める．来るべき国家再編の思惑もあり，総選挙

後 194日目の12月19日にはCD&V党首のイブ･ルテルム

（Yves Leterme）ではなく，それまでの首相であったフェルホ

フシュタットが暫定政府を組織する結果となり，イブ･ルテ

ルムがN-VAを切り離す形で総選挙後の連立政府を組織で

きたのは，実にその翌年 2008年の 3月20日のことであった．

その後フォルティス銀行の倒産にまつわるスキャンダルによ

り，ルテルムは同年 12月22日に辞任を余儀なくされ，代わ

りにエルナン･ファン･ロンパイ（Hernan van Rompuy）が

後継につく．しかしファン･ロンパイの EU理事会常任議長

（大統領）への転出に伴い，ルテルムが再び首相に返り咲き，

その結果，国家再編の議論はさらに混迷を深めるようになる．

ルテルムは 2010年 6月13日，前倒しで総選挙に打って出る．

CD&Vは今回はN-VAとの選挙協力を行わず，その結果，

CD&Vは13議席減の17議席と惨敗し，一方，独自に選挙

を戦ったN-VAは 27議席を獲得して全国第一党に躍進して，

政治的混迷はさらに深まる．通常は第一党が組閣を主導する

が，ベルギーの分割，フランデレンの独立を最優先目標とす

る新興政党であるN-VA主導の連立政府の成立は不可能で

あった．結局，26議席を獲得して第二党となったフランス語

圏社会党（PS）の党首エリオ・ディ・ルポ（Elio Di Rupo）が

中心となり，N-VAを排除する形の連立政権が 2011年 12月

6日に成立する．2007年の総選挙後の内閣（暫定）の発足ま

でには194日がかかったのに対して，2010年総選挙後の正

式内閣の発足までには，実に 541日というヨーロッパ政治史

上最長の日時が必要であった（Bayenet （2012）p. 5）．

このような政治危機の中，2011年 10月10日，連邦下院

で多数派を形成する8会派が，新たな国家再編案に合意す

る．6度目となる今回の国家再編の中心も，連邦から地域･

共同体への更なる権限委譲と，それに伴う財源の確保を目的

とする，1989年 1月15日施行の地域･共同体財源に関する

特別法の改正である．しかも 2011年 10月10日の合意では，

家族手当と高齢者の医療・生活保護，および司法が新た

に共同体の権限として委譲された（Bisciari & van Meensel 

（2012）p. 81）．20世紀末，フランデレン議会の決議で始

まった，連邦財源に関するフランデレン，ワロンの対立は，

社会保障，運輸･通信社会基盤の分権化以外については，

2001年の 7月13日付の特別法により，ほぼ解消されたとい

ってもよかった．しかし残された社会保障，および社会基盤

こそ国家分裂の最終段階といってもよいものであり，それこ

そ 2007年の総選挙以来，現在にまで続く政治危機，政党間

の対立の中心的論点ということができる．今回その一部に手

がつけられたことにより，ベルギーは今後いかなる方向に進

んでいくのであろうか？

2007年以降のベルギーの地域・共同体財政制度をめぐる

論議は，財政の「自律」・「責任」が叫ばれつつも，「連帯」へ

の言及はほとんどなされず，ある意味では，事実上，地域を

越えた「連帯」の制度（Meunier et al.（2007）conclusion）

といえる社会保障制度の地域化が開始された事は，国家再

編論議が国家分割論議につながる状況を生み出した事を裏

付けるものであったということができる．

おわりに

これまでベルギーの連邦化の動きを，地方新機関の創設

と権限の委譲，それを受ける形での財源の委譲の二側面か

ら見てきた．1993年の国家の連邦構造の創設までのプロセ

スは，紆余曲折はあったものの，二大言語集団を抱える主要

三大政党（キリスト教党，社会党，自由党）が中心となり，極

端な地域政党を封じ込める形で穏健な改革を進めてきたと

いってよいであろう．しかし1989年の憲法改正をきっかけと

する財源委譲のプロセスが本格的に始動するにつれ，国家

再編の交渉は主要政党間の政治的妥協をもってしても解決

が不可能なようになってくる．2000年代に入り，ベルギーで

は各総選挙後，それぞれ 194日（2007年）と541日（2010

年）といった長きに渡り，組閣ができないといった政治的

空白を連続して経験している．このような危機の連続によ

り，国家分裂の可能性も囁かれている（Deschamps（2007）

p. 1）21．

ベルギーの政治危機の例は，財政の分権化がその国の政

治構造にいかに大きなインパクトを与えるかの典型例といっ

てもよいであろう．しかし他方，ほぼ同時期に同様に地方分
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権化，財政分権化を進めてきたスペインでは，昨今のユーロ

危機を受けてスペイン国債の価格の下落に続いて自治州の

地方債の価格も下落して，地方自治州がその権限の一部を

中央政府に返還する再中央集権化（re-centralization）の事

態が起こっている一方で，カタルーニャ自治州では自治州選

挙において独立派が躍進するといった現象も起こりつつある．

もちろんこれもユーロ危機中の一時的な現象と考えてもよい

と思われるが22，他方，分権化の将来を考えるとき，ある意

味では非常に示唆に富む事態とも考えられる．つまりスペイ

ン，ベルギーの連邦モデル・財政制度がこのような不安定

さを示す要因として，これらの国々の国家再編が中央集権国

家を起点とする遠心的な連邦主義（centrifugal federalism）

であるのに対して，比較的安定的に推移するドイツ・スイス

の連邦主義が国家下位政体を起点とする求心的連邦主義

（centripetal federalism）と呼ばれるものであることを指摘す

べきであろう．今後の連邦国家の地方財政制度の比較には，

この点の考慮が必須といえよう．
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を奪われていく．社会保障費への貢献においても，産業再
編，労働者の減少に直面するワロンは，フランデレンに遅
れをとるようになる．

19 これらの財源は 1980年 8月の財政法では地域への割戻し
の対象となっていた税である．

20 それ以外では，ベルギー国鉄（SNCB）や通信インフラの
地域化の要求も，実現しなかった．

21 しかしベルギーがチェコスロバキア分裂の例のようになり
そうもないのが，二言語住民が共住し，かつベルギーの象
徴的存在といってもよいブリュッセルの帰属問題の存在で
ある．

22 ただしユーロ危機が当分の間続くとの理解も広く知れ渡っ
ているが．
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ヘテロセクシズムの系譜学
――「性愛の術」と「性の科学」をめぐる比較文化論的考察――
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本稿の目的は，「ソドミーから同性愛へ」というフーコーの

『性の歴史Ⅰ』以後，定説となったテーゼを，西洋の「ソドミ

ー」─本稿では特にイギリスを事例に見ていく─と日本

の「男色」を比較することを通して再検討し，19世紀末に生

成した「同性愛」とそれと表裏を成す「異性愛」という概念に

支えられた近代のヘテロセクシズムの特殊性の一端を明らか

にすることにある．本稿では，大きく西洋世界を規定したユ

ダヤ -キリスト教の世界観における「ソドミー」と日本におけ

る「男色」文化の背景にある独自性や固有性を鳥瞰図的に捉

え，そこから近代の「同性愛」への移行を見ていくことで，日

本の性のありようと西洋のそれを比較文化論的に考察する．

Ⅰ．はじめに

本稿では，近代のヘテロセクシズム（heterosexism）を問う

作業の一環として，「同／異性愛（homo-/hetero-sexuality）」

という概念の生成以前に同性間（男性間）の親密な関係が人

びとにどのように認識されていたのか，またそのことが開く問

いの射程とはいかなるものであるのかを，イギリス，および

日本のそれを比較することを通して考察する1）．

1980年代以降，フェミニズムやジェンダー／セクシュアリ

本研究ノートは，『文明』投稿規定に基づき，複数レフェリーの査読を受け
たものである．原稿受理日：2012年9月21日
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A Cross-Cultural Comparison between ‘Sodomy’ and ‘Nan-Shoku’

Keiko Noda
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The broad aim of this essay is to compare the ideas and practices of ‘sodomy’ in the West (especially in England) and 
those of ‘nan-shoku’ in Japan, considering how these two concepts are related, in what ways they are different, and how the 
concept of ‘homo-/hetero-sexuality’ that emerged in the West in the late nineteenth century has taken the place of ‘sodomy’ 
and ‘nan-shoku.’ Considering the fact that, in Japan, same-sex relationships had not been seen as unacceptable behavior until 
the introduction of the modern sexual norms from the West in the late nineteenth century, we need to examine the cultural and 
historical circumstances under which the modern sexual norms had developed in the West and how they had affected the 
sexual norms in Japan.
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ティ研究，ゲイ・レズビアンスタディーズなどにおいてセク

シュアリティの重要性が認識され始め様々な研究がなされて

きたが，同性間の親密な関係も例外ではない．近代以前の

それは，「ソドミー」や「男色」などの概念のもとに「同性愛」

とは異なった平面にあったことが指摘されており，フーコー

が『性の歴史Ⅰ：知への意志』（Foucault（1976=1986））で示

唆した「ソドミー」から「同性愛」へという図式を踏襲，ある

いは確認する研究が蓄積されてきた．そこでは欧米諸国にお

いては「ソドミー」，日本においては「男色」という概念によっ

て解釈される男同士の親密な関係は，「人格」─ある人物

を常にその内部において規定する「精神の状態」（Wildblood

（1956：34））─としての，個々の主体に定位した近代の

「同性愛」という概念とは異なり，行為のレベルにおいて捉え

られるものであったということが指摘されている．つまり近代

以前においては，「同性愛」という概念が含意する同性を「愛

する」という「精神の状態」とはいささか異なったレベルにお

いて，様々な性の様相が展開され，認識されていたというの

である（Weeks 1989, 1990, 2000）．

だがはたして西洋の「ソドミー」と日本の「男色」は「行為」

として把握されていたとして一括できるようなものなのであ

ろうか．もしそれらが質的に異なったものであったならば，近

代の「同性愛」への移行もまた，西洋と日本では同様のもの

にはなり得ないはずではないだろうか．近代という画一化さ
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れた時代に生きる我々は，それ以前の全く異質な世界を想像

することが困難であり，それゆえ日本の「男色」の〈歴史〉を

西洋の「ソドミー」のそれと重ねて懐古的／遡及的に振り返

ってしまうのかもしれない．

いったい「ソドミー」や「男色」として把握されていた男同

士の親密な関係と近代の「同性愛」概念において捉えられる

それとの関係はいかなるものなのであろうか．そのあいだに

ある溝をどのように思考すればよいのだろうか．それらを比

較することで，懐古的／遡及的な視線を不問に付したままで

の実証的な検討だけでは見えてこない知見が得られるはずで

あり，またそのことによって近代のヘテロセクシズムを支える

「同／異性愛」という概念の特殊性もまた少なからず明らかに

できるのではないだろうか．このような問題意識のもとに，本

稿ではイギリスと日本における「ソドミー」と「男色」，および

双方におけるその後の「同性愛」という概念の生成過程を比

較検討し，そのことによって開かれる問いを考えてみたい．

ただし本稿のような個別の論考では，「同／異性愛」という

概念を創出した性科学を取り巻く出来事や，性科学のテクス

トの具体的な内容，またその後に「同／異性愛」という概念

が実定性を帯びるまでの一連の具体的な出来事の全体を詳

細に扱うことはできない以上，ここでは「ソドミー」と「男色」

の比較文化論的考察に焦点を当て，「同／異性愛」をめぐる

問いについては，「同／異性愛」概念の生成を促した社会的

背景という限定した問いにしぼって検討したい．また「ソドミ

ー」についても，イギリスに限定した場合でさえ，教会法の

時代から世俗化された刑法の時代，そして現在へと続く長

い〈歴史〉があり，その内部の変容を詳細に検討することは

本稿の紙幅を超えるものとなるため，本稿では，大きく西洋

世界を規定したユダヤ -キリスト教の世界観における「ソド

ミー」と日本における「男色」文化の背景にある独自性や固有

性を鳥瞰図的に捉え，その比較文化論的考察に焦点をしぼ

ることとする．

Ⅱ． 「性の真理」の二つの手続き─「性愛の術」と「性
の科学」

フーコーがその著書『性の歴史Ⅰ：知への意志』において

歴史上存在した「性の真理」の二つの手続きを指摘したこと

はよく知られた事実である．ひとつは「性愛の術」であり，も

うひとつは「性の科学」である．フーコーは「性愛の術」を備

えた社会として中国，日本，インド，ギリシャ，ローマ，イス

ラム圏アラブ社会など，ユダヤ -キリスト教の伝統をその根

底に持たない非 -西洋社会を挙げる一方で，「性の科学」を

実践する社会としてユダヤ -キリスト教的世界観をその根底

に持つ西洋文明を挙げている．フーコーは，「性愛の術」につ

いて次のように述べている．

快楽が問題にされるのは，許可と禁止の絶対的掟との関

係においてではないし，実用性の基準に基づくものでも

ない．そこでは快楽は何よりもまず，快楽との関係におい

て，快楽として識られるべきものであ［る］……こうして秘

密として留まるべき一つの知が成立する……秘密を保有

している師への関係は……この知の根幹をなす．師によっ

て与えられるこの術の効用は……この術が特権を与えた者

を変容させるはずのものである．すなわち，肉体の完全な

統御，快楽の類い稀な享受，時間と限界の忘却，不老不

死の霊薬，死とその脅威の追放がそれである．（Foucault

（1976＝1986：75），［ ］部引用者）

ここでは「告白」によって規定される，つまり「告白の完

璧な支配体制のもとにおかれている」（Foucault（1976＝

1986：80））性の形態である西洋の「性の科学」とは異なる性

のあり様が指摘されている．ではこれに対して，「性の科学」

とはどのような様式に基づく知なのであろうか．フーコーは次

のように性と真理との関係性について言及している．

ギリシャにおいて，性と真理とが結ばれていたのは，教育

という形で，貴重な知を身体から身体へと伝授することに

よってであった．性は知識の伝授を支える役割を果たして

いたのである．我々にとっては，真理と性とが結ばれてい

るのは，告白においてであり，個人の秘密の義務的かつ徹

底的な表現によってである．（Foucault［1976＝1986：80］）

このような性のあり様の区分が妥当なものなのかどうかを

詳細な事実をもって批判することはここでの課題ではない．

そうではなく以下では，このようなフーコーの提示した枠組

みによって開示される問いを考えてみたい．

フーコーによって「性愛の術」の世界に位置づけられた日

本ではあるが，現在の我々は｢性愛の術 ｣の世界を背後に
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置き去り，「性の科学」の中に生きその力学に身体を貫かれて

いるように思われる．そのことは現在の我々が西洋的なセク

シュアリティに関する知のほうにより親近感を抱き，「性愛の

術」とされる明治以前の「色」や「道」としての性の文化に対

してある種の距離感や違和感を持ち，それを自身につながる

ものとして感じることが困難であることからも窺えるかもしれ

ない．しかしながら，いったい「性愛の術」としての日本にお

ける性の相貌と近代以前／以後の西洋の性との関係性はい

かなるものなのであろうか．以下では，フーコーの提示した

問いに寄り添いながら，それらを検討してみたい．

Ⅲ．「性愛の術」としての日本における「男色」文化

我々は「異／同性愛」という言葉によっていったいどのよう

なものを想起するであろうか．おそらくそれには「異／同性

に対してのみ性的に惹かれること」というような定義が付与

されるのが一般的であろう．しかしいったい我々はいつから

このような概念において性を認識し始めたのであろうか．ほ

んの少しばかり時計の針を逆回転させると，そこには現在の

我々のものとはまったく異なった性へのまなざしが存在する

のではないだろうか．

ここではまず，十六世紀から十七世紀の日本を訪れた宣教

師達の声を聞いてみることから始めよう．

1583 年 イタリア人宣教師ヴァリニャ−ノ

彼等に見受けられる第一の悪は色欲上の罪にふけるこ

とで……最悪の罪悪は，この色欲の中でもっとも堕落し

たものであって，これを口にするに堪えない．彼等はそ

れを重大なこととは考えていないから，若衆達も，関係

のある相手もこれを誇りとし，公然と口にし，隠蔽しよう

とはしない．（田中（2004：123））

1636 年　 Francois Caron

日本人の僧は，武士と同様に，自然に反する情欲である

ソドミーに屈してしまっている．これは彼らのあいだでは

罪ではなく恥ずべきことでもないのである．（Pflugfelder

（1999：97））

キリスト教においては「悪徳」の一つとされている「ソドミ

ー」の「罪」に浸る日本の男性の性のあり様を，日本を訪れ

た宣教師たちは驚きとともに記すのであるが，上記の発言の

なかに日本における「男色」を探るうえで重要である，「若衆」

「僧」「武士」「男娼」などの言葉が散見される．以下では，こ

れらの言葉を手がかりに日本における「男色」の文化を概観

してみよう．

1．「道」としての性─思想的背景

具体的な事実を検討する前に，ここではまず，日本におい

て性というものがどのように把握されていたのかを確認して

おこう．明治以前の日本において重要な性に関する概念のひ

とつは，おそらく「色」であろう．それは仏教に由来する概念

であり，人間を含む「低俗な」生き物がそれに向かって欲望

を経験する可視的な形態を伴った世界として，「悟り」への道

にとって危険なものとされていた．僧の世界において「女色」

が禁止されていたことは広く知られた事実であろうが，「色」

の中でも女性への欲望は特に危険なものであると見なされて

いたようである．もちろん「男色」も人をまどわす欲望である

「色」の一つとして，「女色」と同様の地平において把握されて

はいたのであろうが，そこには「女色」に対するほど強い禁止

は働いていなかったようである（Cabezón（1992））．それど

ころか日本の仏教の世界においては，次節で見るように「男

色」を「悟り」の道に回収する制度が存在していた．

仏教と共に日本人，特に江戸の武士の言動を規定してい

た儒教についてはどうであろうか．儒教における基本的な人

間関係は，①主－従，②親－子，③夫－妻，④年長－年少，

⑤友，である．「男色」は次節で確認するように，①④⑤の人

間関係と重なるものであり，そうでない②や③にも「家」の秩

序が守られている限りにおいては抵触するようなものではな

かったようである．例えば 1689 年に上州邑楽郡大久保村（現

在の群馬県板倉町）の高瀬善兵衛が作成した「家訓」には次

のように記されている．

……けいセイがいにも野郎がいにもばくちうちにも成て，

代々先祖より持来候財宝をうりうしない，妻子などにもな

んぎをかくるものなり……（氏家（1995：111-112））

「娼婦」「男娼」「博打打ち」が「家」の秩序を乱すものとし

て並立して語られており，ここからは性愛によって解釈され

規定される「同性愛」のように，「男色」を固有の問題として捉
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える視線は看取できない．つまりここでは「家」の秩序が守ら

れているかどうかが重要なのであって，近代の「同性愛／異

性愛」のように「男色」を「女色」と排他的な関係性で把握し

問題化するようなまなざしは不在であることが見てとれるの

ではないだろうか．そこには，性愛に基づく一対の男女の絆

を夫婦の基本に据え，そこから性を把握するような近代の視

線とは異質の性への態度が存在していたものと想定される．

日本に流れ込むもう一つの思想的背景である神道におい

ては，「女色」は禁止こそされなかったが「穢れ」の概念と密

接に結びけられていた．「女」に関わる事項が「穢れ」として

把握されることは人類学的にも広く確認される事実であろう

が，日本においてもまた同様であったようである．例えば神

聖な場へ入る前に女性と性行為をもったものは「清め」を行

うことや，月経中の女性が神社に入れないなど，「女」に関す

る決まりごとは多かったが，「男色」についてはどのような規定

も存在しなかった．

このような思想的背景のもとに「男色」は，それが後に「衆

道」と呼ばれたことからも窺えるように，「道」としての地位

を確立していったと推測される2）．次節において確認するが，

そこでは「女」は魂を交わすような相手ではなく，生殖へと繋

がる女性との性行為は低俗で陳腐なものと見なされていた．

つまり女性との性的関係である「女色」は，「男色」のように

「道」の名に値しないものとして認識されていたのである．こ

こで注意しておくべきことは，「男色」や「女色」という概念に

おいては，その担い手は元服後の成人した「男」であり，そ

れらが区別されるのは，その相手が「若衆」と呼ばれた元服

前の少年（＝「稚児」とよばれた髪を下ろす前の少年）か女

性（主に娼婦）かによってである．このような「男色」と「女

色」の対概念には，（性愛の主体としての）「女」の存在する場

がないことに注意したい．つまり「男色」であろうと「女色」で

あろうとそれはいつも成人した「男」からの視線による世界へ

の関わり方である．また「女色」の相手は主に娼婦が想定さ

れていたことからも，そこには婚姻関係における性には現在

のような重要性が付与されていなかったことが窺えるのでは

ないだろうか．このような「女色／男色」という概念は，近代

の「異性愛／同性愛」のように二項対立の対象関係にあるの

ではなかったと推測される．

このような世界観に支えられた日本においては，教会法の

時代から世俗化された刑法の時代まで一貫して肛門性交で

ある「ソドミー」行為が「罪（sin）」とされていた西洋ユダヤ -

キリスト教圏のように，「男色」を法によって裁くようなことは，

刑法が成立するまでの明治のある一時期を除いて存在しな

かった3）．むしろ日本においてある性の行為や形態が問題に

なるのは，それが階級や「家」の秩序を乱すものであるとき

など，そのような性の行為が置かれている社会的コンテクス

トの中においてであり，それは現在の「セクシュアル」という

言葉では把握し得ない要素であったと推測される．

以下では，このような思想的背景を持った日本における「男

色」の文化の様相を概観してみたい．

2．「男色」の担い手としての僧と武士

日本における「男色」の文化が語られるとき必ず出てくるの

が，僧と武士における「男色」の伝統である．以下ではまず，

武士における「男色」文化を見てみよう．

「男色」の文化が最も盛んであったのは江戸時代中期とさ

れているが，もちろん江戸以前にも武士のあいだで「男色」

は広く見受けられるものであった．それは武士社会における

人間関係の基礎である主従関係にある者同士の義兄弟的な

絆において顕著に見られる現象であり，そこでは「念者」と

よばれる元服後の成人した「男」と「若衆」とよばれる元服前

の，見かけ上は「女」との見分けが容易につかないような少

年の間に，性的な関係を含む強い絆が存在していたようであ

る4）．このような義兄弟的な強い絆は「衆道」とよばれ，江戸

時代に入ってからも武士同士の絆として衰えるどころか，ま

すます盛んになっていった．例えば人口の四分の一が武士と

いう特殊な人口構成であった薩摩においては，「兵児二才」と

いう武士同士の義兄弟の絆が制度化されていた．それは武

士育成のための教育的青少年団体であり，「稚児」とよばれた

元服前の少年を「二才」とよばれた元服後の妻帯するまでの

「男」が保護・指導した．「稚児」と「二才」のあいだに性的な

行為も日常的に存在したようである．この戦士集団ともいえ

る集団を支えていたのが，「路上女子ニ逢ハバ穢レノ身ニ及

バンコト恐レテ途ヲ避ケテ通ル」（氏家（1995：85））というほ

ど強い「穢れ」の思想に基づいた，極端な「女性忌避／嫌悪」

のイデオロギーである．そのような人類学的にも広く確認さ

れる「女性忌避／嫌悪」のもとにおいては，美しい少年と「二

才」とのあいだには，現在では「同性愛」として見なされ得る

ような性的な関係が存在していたようである．
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明治に薩摩に教員として赴任した本富安四郎は，『薩摩見

聞記』（1898）において，当時もなお根強く残っていた，薩摩

の武士における強い「女性忌避／嫌悪」の気風とそれに基づ

く「稚児」と「二才」の関係について次のように述べている．

昔時此風の盛んなるや，美少年を呼ぶに稚児様を以てし，

其出る時は或いは美しき振袖を着し数多の兵児二才之を

護衛し傍よりは傘をさし掛け，夜は其門に立て寝ずの番を

為す者あるに至る．（氏家（1995：85））

人口比に対する武士の数が圧倒的に多かった薩摩における

このような制度やそれを支えるイデオロギーは，薩摩ほどの

強度ではないにしても他の地域にも同様に存在したようであ

る5）．このような制度化された「男色」の存在をどのように考

えるべきなのかという問いを考察する前に，まず「男色」のも

う一つの担い手である僧におけるそれを確認しておこう．

女人との接触が禁じられた僧の世界では特に「男色」が盛

んであったということは広く知られた事実である．中世から近

世にかけての寺院には，「稚児」と呼ばれた僧の寵愛を受けた

元服前の武家や公家の少年が存在しており，彼らは僧の弟

子として学問を学びつつ，僧の性の相手を含む身の回りの世

話をしていた．武士の世界の「若衆」や「稚児」と同様に，彼

らの髪を長く伸ばし化粧を施したその姿は，ほとんど「女」

と区別がつかなかったようである．またこのような｢男色 ｣

は，僧の世界においても「児灌頂」という儀式のもとに制度

化されていた．「児灌頂」は少年を「稚児」という特別な存在

（神仏の化身）へと変えるための重要な儀式であり，現在で

もこの儀式に関するテクストが主に天台宗の寺院に残ってい

る（田中（2004））．「稚児」の肛門が僧の性器を受け入れた

時に完了するこの儀式によって「稚児」となった少年は，僧の

淫欲を慈悲の力で受け入れることによって僧を救済するとさ

れている．鎌倉時代から室町時代にかけて，「稚児物語」とい

う，僧と「稚児」の悲恋が多数描かれたが，そこでも僧は「稚

児」との性的な交わりを含めた絆を通じて真の仏道を悟るこ

とになっている．｢稚児｣という「男」でも「女」でもない存在

を創り出し，「男色」を悟りの道へと回収するこのような儀式

の存在に対しては様々な解釈が成り立つのであろうが，本稿

の課題にとって特に重要なことは，その根底には武士の世界

と同様に，強い「女性忌避／嫌悪」のイデオロギーが存在す

るということである．

制度化された「男色」と「女性忌避／嫌悪」のイデオロギ

ーの関係性についての上記のような事例は，文化／社会人

類学によって記述された，南太平洋の島々やニューギニアな

どにおいて存在する「儀礼的同性愛」の制度（Herdt（1984））

を想起させるのではないだろうか．そこでは男性だけで形成

された秘密結社的な戦士集団のイニシエーションの儀式に

おいて，少年たちがすすんで「床入れ」を受け入れるという

のである．それまで母親や他の女性たちのあいだで彼女らと

共に「自然」の時間を生きていた少年の体内に年長の男性が

精液を注ぐことによって，少年の「男」としての成長を促す意

味があるとされている．この儀式以後，「男」となった少年た

ちには，女性や子どもたちとは共に食事をしないなどの規則

が適用され，彼らは，「自然」に対する「文化」とでも言い得る，

「男」たちのみで構成される世界に属するようになる．そこで

の男同士の絆は日本の「男色」におけるそれと非常によく似

ているが，このような男性集団における「儀礼的同性愛」をそ

の〈外〉で支える「穢れ」の観念に基づく「女性忌避／嫌悪」

のイデオロギーは，日本の「男色」の場合とも通底しているよ

うに思われる．「男」はつくりあげられるとでも言いたげなこの

ような儀式であるが，「つくりあげられる」ということは，そこ

では様々なコードが必要とされると同時に，そのような地平

としての倫理／道徳の問題が浮上してくるのではないだろう

か．このような｢男｣だけの集団のコードを通して，倫理／

道徳の問題が取り上げられ洗練されていったという事実はま

た，第四章で検討する古代ギリシャの｢少年愛｣と「善」や

「美」の探究といった問題との関係性をも思い起こさせるもの

である．このように見てくると，古代ギリシャからニューギニ

アのような部族社会，明治以前の日本に至るまで，男同士の

親密な絆は，大きな意味においての「文化」と呼ばれるもの，

「自然」に対する人工的な「文化」の体系の構築とその伝達と

いう問題につながっているようにも思われてくる．もちろん人

間が「自然」の一部であるかぎり欲望の充足や快楽の追求を

避けては通れず，「男色」にもそのような問題は付きまとって

いたのであろうが，しかし重要なのは，そうではあってもそこ

には男性との性的関係になんらかの形而上学的な意味づけ

が行われていたことであろう．

このような日本の「男色」の特殊性，あるいは逆にその普

遍性をより鮮明にするために，以下では西洋において「ソド
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ミー」がどのように把握されていたのかを概観してみよう．

Ⅳ． 西洋における「ソドミー」という「罪」─イギリス
を事例に

本章では，十九世紀末に「同性愛」という概念が生成した

西洋において，それ以前にいったい男同士の親密な関係がど

のような位相において把握されていたのかという問題を，お

もにイギリスを事例に見ていくこととする．

1．ユダヤ -キリスト教における ｢ ソドミー ｣ の位置

現在に至るまで西洋に流れ込み，西洋社会を根底から基

礎付ける重要な伝統の一つは，ユダヤ -キリスト教のそれで

あろう．そもそもユダヤ -キリスト教において「ソドミー」の

行為，つまり肛門性交は「自然に反する（unnatural）」行為と

して「悪徳（vice）」の一つであったことは広く知られた事実で

ある6）．このようなユダヤ -キリスト教における「自然」という

概念は，神学上は神が創造した秩序に則った「事物の性質・

本性」（度会（1997：113））という含意があり，そこでは性行

為の「自然な」帰結としての生殖という目的に向かわない「性

の行為」は否定されることになる．例えば中世の著名な神学

者のトマス・アクィナスは，キリスト教の世界において多大

な影響を与え続けた著作『神学大全』において，「性の行為」

はそれがいかなるものであろうとも「罪」を免れ得ないが，「種

の保存」という「真に善なる」目的をもった「性の行為」のみ

はその「罪」を免れるとしている（アクィナス（1991：18））．

人間の行為における罪とは，「理性の秩序づけ」ordo 

rationsに反するところのものである．然るに，「理性の秩序

づけ」は，どんなことがらをも適切にその目的へと秩序づ

けるものである．それゆえ，もし理性によって人間が，適

切な仕方や適切な秩序づけにおいて，或るものどもを，そ

れらが向けられている目的のために用いるのであれば，か

の目的が真に善なるものであるかぎり，罪ではない．……

人間という種の本性が保存されるということも卓越した善

である．然るに，一人の人間の生の保存へと，食物を食べ

る行為は秩序づけられており，同じくまた，人類全体の保

存へと，性の行為は秩序づけられている．……性の行為も，

もし子供を生むという目的に適合的であることに従いつつ，

然るべき仕方や然るべき秩序づけにおいて行われるので

あれば，あらゆる罪を免れて存することができる．（アクィ

ナス（1991：38））

このように「性の行為」を生殖という目的へと回収していく

のであるが，このような見解に立つと，「罪」とされる「性の行

為」は「ソドミー」に限定されない，あらゆる種類の「快楽」

自体を目的とした行為を含むものとなる．アクィナスは，創

造主である神への「罪」となる「性の行為」として，①「全く

男女の性の交わりなしに，性の快楽の為に射精がなされる場

合」（＝マスターベーション），②「同じ人間という種に属さな

いものとの性の行為」（＝獣姦），③「男性同士，あるいは女

性同士のように正しくない性の相手との行為」，④「正しくな

い身体の器官を用いる限りにおいて，あるいはその他の変態

的で獣のような性の交わりを行う限りにおいて，自然な性の

行為のあり方から外れている場合」の四つを挙げている（ア

クィナス（1991：92））．つまりここで問題とされているのは，

「快楽」を追い求め制御することが困難な人間の〈過剰な情

欲〉なのではないだろうか7）．またここからは「ソドミー」行為

が，近代の「同性愛」概念に回収され得るようなものではな

いことが看取できるのではないだろうか．「ソドミー」行為と

いうと一般に男同士の肛門性交が想起されるかもしれないが，

それは近代の「同性愛」という概念がひるがえって及ぼす効

果であり，それ以前には，そこでは性行為の対象の性別や種

（人間か獣か）などは問題ではなく，肛門への男性性器の挿

入という，生殖の観点からは無意味であり「過剰な」行為を

指し示すのみである．後に世俗化された後にもそれは，男女

の間でも人間と獣との間でも行われる行為として把握されて

いたことからもそのことは窺える8）．

このように見てくると，生殖行為としての性行為のみが

「罪」を免れるユダヤ -キリスト教的な見解において「ソドミ

ー」行為が行われたときに問題とされるのは，「挿入」や「射

精」という，生殖行為のイメージに繋がる非常にジェニタル

な要素であることがわかる．そのことは結果として，合法的

な性の関係が婚姻関係の内部に閉じ込められていくこと，ま

たそのような男女の対が基本の人間関係と見なされること，

といった一連の問題系とも無関係ではないだろう9）．

しかしここで忘れてはならないのが，西洋に流れ込むもう

一つの伝統である，ギリシャに起源をもつそれである．ユダ

ヤ -キリスト教的な世界観に覆われつくしたかに見える西洋
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社会においても，ギリシャから流れる伝統がいつもその底流

に存在していたことは無視できない事実である．以下では，

古代ギリシャにおいて男同士の関係がどのように認識されて

いたのかを簡単に確認した後，そのようなギリシャ的な性へ

のまなざしがどのように近代以前の西洋社会においてその存

在の場を占めていたのかを，イギリスを事例に検討していく．

2．ギリシャ的「同性愛」

まずギリシャにおける「少年愛」について簡単に確認して

おこう10）．ギリシャにおける「少年愛」が問題になるとき必ず

といっていいほど参照されるのが，プラトンにおけるそれで

ある．実際，プラトンはその著作『饗宴』において，「少年愛」

を「美」（やがて「善なるもの」）へと結びつける．

もし人がこれらの地上のものから出発して少年愛の正しい

道を通って上昇しつつ，あの美を観じ始めたならば，彼

はもうほとんど最後の目的に手が届いたといってもよい．

……地上の個々の美しきものから出発して，かの最高美を

目指して……一つの美しき肉体から二つのへ，二つのから

あらゆる美しき肉体へ，美しき肉体から美しき職業活動へ，

次には美しき職業活動から美しき学問へと進み，さらにそ

れらの学問から出発してついにはかの美そのものの学問に

到達して，結局美の本質を認識するまでになることを意味

する．（プラトン（1952：126））

ここでは「少年愛」は「美」や「善」の認識といった，道徳

や倫理の問題へと密接に結び付けられている．このような観

点に立ったとき，女性との関係は日本の「道」としての「男色」

同様，取るに足らない低俗なものとして退けられる．例えば

プルタルコスは『愛をめぐる対話』において次のように述べ

ている．

本当の愛は女性たちとは何のかかわりもないものなのだ．

ぼくに言わせれば，婦人や娘を愛すると君が称しているも

のは愛なんていうものじゃない．蝿が牛乳にたかるのは牛

乳を愛しているからじゃない，蜂蜜は蜜を愛しているわけ

じゃなく……それと同じことさ．……つまり愛（エロス）と

いうものはすぐれた若い魂に宿って，愛情を通じてその魂

を美徳に至らしめるものなのだが，君の言うのは女性に対

する欲望で，たとえ非常にうまくいった場合でも，それは，

一生の一時の喜びと肉体の享楽を得させるにとどまるの

だ．……本当の愛は一つだけ，少年愛だ．（プルタルコス

（1986：14-16））

このようにギリシャ的な「少年愛」において，「愛」は倫理的

な生き方，およびそれによる「人格」の形成という，その至高

の精神性が強調され，肉欲の対象としての女性は低俗な生

き物として位置づけられている．しかし「愛」においても，性

的なものは動物的欲求であるとされる肉欲から切り離されて

はいるが完全に排除されているわけではなく，それは「愛」の

一部としてその内部において認識されている．

このような男性同士の絆への過剰な意味付けは，日本の

「男色」文化との類似性を思わせるが，以下ではまず，このよ

うなギリシャ的な性 -生の形態がどのように西洋文化に息づ

いていたのかを，イギリスの事例をもとに見ていくこととしよ

う．

西暦 1895年に起こったイギリスの歴史上，最も有名な裁

判の一つである「ワイルド裁判」において，ギリシャ的「愛」

の痕跡が色濃く見える発言を，事件の当事者であり，当時名

声の頂点にあった作家オスカー・ワイルドが行っている．ワ

イルドは，その性的なものを匂わす若い青年たちとの親密な

交友関係が，1885年に成立した刑法改正法第十一条に規定

された「男同士の著しい猥褻行為（gross indecency）」に抵触

するとして逮捕され裁判にかけられたのである11）．その裁判

において彼は，Ⅳ - 1において確認したキリスト教的な解釈

である，〈過剰な情欲〉という枠組みにおいて彼の言動を解釈

しようとする人びとに対して12），それをギリシャ的な精神性

に置き換えて提示している．その内容を詳細に検討すること

は紙幅の都合上ここではできないが，例えば次のような発言

に，そのような傾向が強く見られるのではないだろうか．

この世紀に「あえてその名を告げぬ愛」とは，年上の男が

若い男に示す愛のことです．……プラトンが彼の哲学の基

礎にした愛です．……完全なほどに純粋な深い精神的な

愛のことです．……その愛はこの世紀には誤解されていま

す．あまりにも誤解されているので，「その名をあえて告げ

ぬ愛」としか言えないのです．……その愛には不自然なと

ころは何もありません．それは知的であり，年上の男と若
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い男のあいだに繰り返し存在した愛です．年上の男は知性

をもち，若い男は歓喜と希望と魅力をもっているからです．

今の社会はそれを理解できないばかりか，その愛を嘲笑し，

その愛を知るものを絞首台に送ろうとするのです．（Coates

（2001：148-149））

ユダヤ -キリスト教的な世界観に立つと，ギリシャ的な強

い「女性忌避／嫌悪」に基づく男同士の絆は，そこから精神

的なものを抜き去った形態，つまり「快楽」の追求を目的とし

た行為であるという側面からのみ観察されるのであろう．ワ

イルドはここで，彼の若い青年との親密な関係は，過剰な情

欲の発露などではなくギリシャ的な精神性に基づいたもので

あるとして，そのような考えに対抗している．ここからは西洋，

少なくとも当時のイギリスにおけるユダヤ -キリスト教的な

思想とギリシャ的な思想の相克が窺えるのではないだろうか．

このような状況のもと，男同士の親密な関係をそれら二

つの伝統とは異なった次元において解釈しようとする動きが，

十九世紀末のイギリスで生起することになるのだが，次章で

はイギリスにおけるそのような新たな動きと，明治になって

西洋から性に関する新たな概念を「輸入」した日本の動向を

検討していくこととする．

Ⅴ．「同性愛」概念の生成

「同性愛」という概念は，十九世紀後半にイギリス，および

ドイツにおいて盛んであった性科学によって創出されたもの

であることは広く知られた事実である（野田（2006）（2007））．

両国に共通して見られるのは，男性間の親密な関係を取り締

まる法の存在である．そのような法の存在に対して，その改

正を求める運動の一環として，近代的な「個」の観念に親和

的な「同性愛」という概念が提示されることになるのであるが，

以下ではイギリスを事例にその動きを簡単にではあるが確認

しておくこととしたい．

1． 西洋における「同性愛」の生成─性科学と「同性愛」

の創出

Ⅳ章において，西洋（特にイギリス）におけるユダヤ -キ

リスト教的世界観とギリシャ的世界観の混在を見てきたが，

「ワイルド裁判」以後，その影響のもと刑法の改正を目的に，

男同士の親密な関係を従来の考え方から救い出す動きが性

科学という分野から生起する13）．そこで彼らが「偏見」である

として否定しようとしたものこそ，ワイルドが体現し，その当

時の人びとを強く拘束していた，耽美主義的で過剰な生の形

態のひとつ，つまり「快楽」のみを追求するものとしての「少

年愛」という認識枠組みである．これに対して「同性愛」とい

う概念を創出した性科学の考え方では，行為としての「少年

愛」と「状態」としての「同性愛」を区別し，同性へ「惹かれ

る」精神／心の根拠を身体の内部の器官へと位置づける試

みが為された．具体的な行動に移さずともその人が内面に

抱える「状態」，例えば外見や言動など，その人物のあらゆる

側面に顕在化する内面的な特徴として提示することによって，

同性への「愛」を従来の考え方から解放し新たな解釈枠組み

において把握しようとしたのである．例えばイギリスにおい

て「同性愛」概念を広めるべく尽力したエドワード・カーペン

ターはその著作『同性の愛（Homogenic Love）』において次

のように述べている．

［性科学は］……性の転倒─同性へと性的欲望が向かう

こと─が精神的にも身体的にも本能的であるとともに生

得的であり，したがって，個人の「生」の根源に織り込まれ

たものであり，根絶不可能であるという事実を……打ち立

てたのである．（Carpenter （1894：11），［ ］部引用者）

生まれながらに同性を愛する人びとと，その人たちとよく

混同される単なる肉欲への好奇心や無節操な欲望，ある

いは，……普通の満足を得る機会がないために同性愛の

行為を取り入れる人びととを区別をしなければならない．

後者については，同性への誘引は表面的で一時的なもの

である……前者については，それは深く根ざしたものであ

り，精神的な生き方や感情的な生き方に密接に結びつい

ているので，その人物にとっては他の状態の自分を想像す

ることは困難である．また，彼にとっては同性の愛は健康

で自然なものであり，実際に，彼の個人的人格の形成にと

って必要なものであるのだ．（Carpenter（1894：11））

他の性科学者もほぼ同様の解釈を行っている．ユダヤ -

キリスト教的な性 -生へのまなざしにおいて，もし男同士の

親密な関係がその存在を肯定されるとするならば，おそらく

それを正常からの「逸脱（aberration）」（Symonds（1969：
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507））ではあっても「自然」が生み出した一部，つまり「生得

的なもの」として，その根拠を身体の奥深くに位置づけるこ

とによってだということを，性科学者は理解していたのであ

ろう．おそらくそれはプロテスタント的中産階級が大きな力

を持ち出した十九世紀末という時代，つまり男女の絆が性愛

という位相で捉えられ出した時代とも呼応したものであろう．

性科学によって生成した「同性愛」という概念は，それと表

裏を成す概念として「異性愛」という言葉も同時に生み出し，

「同／異性愛」という概念が個人の生を規定するものとなって

いく．これ以後，性の対象は行為の次元において捉えられる

ものではなくなり，性愛の対象が個人の生のあり様を根底か

ら規定するものとしての重要性を獲得していく方向に急速に

動きだすことになる．またこのことによって男同士のみならず，

過剰な情欲として把握されていた時代には語られることがな

かった女同士の「同性愛」についての議論も為されるように

なることも示唆的であろう（野田（2008））14）．

時期をほぼ同じくして，性科学は「西洋化」を目指す明治

の日本へと影響を及ぼすことになる．しかしながら，例えば

イギリスのようにそれが必然的に立ち上がったのではなく，

根がないところに実だけを「移植」するような表面的な需要

のされ方は，自ずと西洋とは異なったものになったことは予

測され得るものであろう．以下では，「道」としての「男色」が

横行していた日本において，明治以降の近代化の波のなかで

「同性愛」という概念がどのように受け入れられたのかを見て

いくこととしたい．

2． 日本における「同性愛」の生成─「男色」の周縁化と

「同性愛」概念の輸入

江戸時代の終焉と共に日本の性の相貌も大きく様変わりす

ることとなった．一刻も早く西洋化を成し遂げ西洋諸国に肩

を並べる国家へと変化を遂げるべく，明治政府は江戸以前

の様々な風俗を「改善」していくのであるが，性に関する風

俗も例外ではあり得なかった．このような風俗の「改善」の過

程で重要になったのが「文明化された道徳」という概念であ

る．明治に入り国家の重要な単位として武士的な家父長制に

基づく「家」制度が採用されたのであるが，そこからは江戸

以前の武家社会においては問題なく存在していた風俗でも，

「非 -文明的」と見なされ得るようなものは削ぎ落とされてい

くことになった．国家が認める一対の男女間の婚姻の範囲外

にある男同士の性的な行為は，「文明」に対する「野蛮」とし

て劣位へと追いやられ周縁化されていき，男同士の性的関係

の「病理化」とそのような認識の需要への道を用意したもの

と考えられる．

では江戸以前の「男色」の文化を明治の人びとはどのよう

に周縁化していったのであろうか．その戦略として考えられ

る主な経路が，「男色」を①封建的な江戸の奇習，②西南日

本の風俗，そしてそれに影響を受けた③学生の悪習として，

社会の周縁に葬り去ることである．①については，「文明化」

によって廃止されるべき過去の「野蛮な」風俗という枠組み

において，例えば明治二十年（西暦 1887年） に末兼八百吉

が「情交改良ノ方策ヲ講セント期シ」記した書である『日本情

交之変遷』において，次のように述べている．

男女ノ間ヲ全ク隔絶シ，陽陽相恋ノ醜風ヲ以ッテ之ニ代

ヘタリ……封建制ハ陽陽相愛ノ外他方ニ一歩ヲ出ルヲ許

サザルヲ以ッテ，男子ノ双情ハ大イニレン契ノ真情ヲ曳キ，

遂ニ殆ド女子ニ親シムノ念ヲ毀損セリ……封建制ハ必ズ

男女婚姻ヲ一変シテ男男相婚ト為シタルベキニ，只男子

ハ継嗣を挙グル能ハザルノ一事ヲ以ッテ，男女ノ関係絶

ヘザル縷（イト）ノ如キ有様ヲ以ッテ今日ニ継致セリ．（氏

家（1995：89-90））

それによれば封建制の社会においては，「男」と「女」が日常

的に交わることがなく，その結果として男同士の「恋」が蔓延

していたため，もし世継ぎの問題がなければ男同士の婚姻関

係が成り立っていたのではないかとし，今日では「男色」の

「醜風」は大いに駆逐されたが，たとえば「鎮西地方」（九州

地方）では依然として「改善」が進まないと付記している．「男

色」の風習を過去の遺物として葬り去ろうというのであろうが，

それを①封建的な江戸の奇習であると同時に②九州地方の

悪習として位置付けていることを窺い知ることができる．

Ⅲ - 2で見た「兵士二才」の例でも分かるように，特に武

士の人口の多かった薩摩は，「男色」が盛んであったことは一

面の事実かもしれない．だが明治に入り，ことさらに「男色」

の文化を薩摩の風俗として提示する論考が顕著に目立ってく

る．例えば作家の稲垣足穂や前掲の本富安四郎は，その著

作において次のように述べている．
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この風習［「男色」］は私の見るところ，明治維新に旧藩の

青年らが中央へもたらしたものであって……（氏家（1995：

81-82），［ ］部引用者）

美少年の事は是れ封建時代の蛮習にして，固（もと）より

醜事に属す．……殊に薩人の如く情感烈しき者に在りては，

是れ寧ろ一方女色に溺れ柔弱に陥るの弊を救ふて，青年

の活気を振作するの一方便たりしなるべし．（氏家（1995：

83））

また各種新聞にも同様に「男色」は「薩摩の風習」として記

されている．

「薩人通有の性癖」『よろずちょうちょう』（1899/7/1）

（Pflugfelder（1999：210））

「薩摩男ハ男子相愛するの情女子と更に異ならず」『朝野新

聞』（1886/6/20）（氏家（1995：82））

そしてこのような「薩摩の悪習」（上記②）は明治維新によっ

て中央にもたらされ，特に学生のあいだに蔓延した（上記③）

というのである．特に「女」とは付き合わない「硬派」とされ

る学生の「男色」の行為に対する一部のジャーナリズムの攻

撃によって，「男色」といえば「学生」という図式が一般に広ま

ったようである．例えば 1909年に雑誌『冒険世界』に掲載さ

れた『学生の暗面に蟠れる男色の一大悪習を痛罵す』という

論文には，次のように記されている．

学生として中学を卒業する迄には，如何にしても全く男色

を知らずに過ぎる譯には行かぬ．……申す迄もなく男色は

指弾すべき大罪悪，背徳破倫禽獣にも比すべき醜行であ

る．……特に痛恨すべきは始め僧によつて伝えられたる此

風が武士に移り，今や学生界に根を張るに至った一事で

ある．……昔は薩摩，土佐，会津などに最も旺んなりし男

色の悪弊，今や日本全国の中学生に蟠る慢性病となった．

（礫川全次（2003：47, 56-57））

興味深いことに明治以降の日本社会では，このような「男

色」の周縁化と並行して，それまで「陳腐」で「男色」よりも

劣るものとされていた「女」が性愛の対象として語られるよう

になったことが窺われる．「性」と「愛」の対象は一致すべき

ものであり，その対象は生殖が可能な異性であるべきである

という西洋的イデオロギーのもと，それまでは日本において

はある意味で曖昧であったジェンダー（gender）とセックス

（sex）の関係が15），これ以後，強固な二分法のもとに置かれ

ることになった．例えば，肉欲の対象としてではなく「女」と

の純粋に精神的な「愛」について北村透谷は『処女の純潔を

論ず』（1892年）において以下のように述べている．

夫れ高尚なる恋愛は，その源を無染無汚の純潔に置くなり．

純潔より恋愛に進む時に志道に叶える順序あり，然れども

始めより純潔なきの恋愛は，飄漾として浪に浮かるる肉欲

なり，何の価値なく，美観なし．（川村（1996：5-6））

それまで「女色」といえば，娼婦相手の主に肉欲を満たす性

であり，婚姻関係にある相手との性は生殖という目的ゆえに

それよりもさらに陳腐なものとされていたようであるが，明治

以後，「男色」の周縁化の裏返しとして一対の男女の性愛の

形態が精神的なものまで高められたということが想定できる．

「男色」がマージナルなものとして社会の周縁へ追いやら

れていく日本社会のプロセスにおいて，それを補強し新た

な「文明化」された性の形態から「男色」を排除する役割を

果たしたのが，「通俗性科学」であるといえる．「通俗性科学」

は，西洋からの知識を援用しつつ，「男色」を「同性愛」という

枠組みでジェンダーの二分法の内部─受動的な「女」と能

動的な「男」という枠組み─において捉えなおそうとした．

特に「男」でありながら受動的な行為を受け入れるものを問

題視し，それを女性化として解釈しようとする論考が多く見

られる16）．1890年に法病理学者の清水さだおが，「同性愛

の交接」という概念を「男」同士の性行為として紹介したが

（Pflugfelder（1999：175）），それ以後日本においても着実に

「同性愛／異性愛」という概念が「男色／女色」に取って代わ

る方向へとその動きは加速していくことになる．

だが日本の「通俗性科学」は，例えばイギリスやドイツの

性科学のように刑法改正という明確な目的を持たなかったた

めに，西洋の性科学のようなある種の「深刻さ」や，したがっ

てギリシャ的な倫理の問題をはじめ，ユダヤ -キリスト教的

な自然観と近代的な医学 -科学的な世界観を身体（脳や生

殖器官など）の執拗なまでの解釈を通してなんとか接続させ
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ようとするような独特の緊張感がなく，西洋の文献のつまみ

食いに近い，つかみ所のない曖昧模糊としたものが多い．例

えばユダヤ -キリスト教圏において「自然に反する罪」とされ

た「ソドミー」行為であるが，そこでの「自然」は「神の創造し

た世界の秩序」という日本人には異質の「自然」であり，生殖

行為として位置付かない性行為は神への冒瀆行為とされるこ

とになる．しかし明治の知識人が，その背後に控える世界観

なしに眼に見える言語の次元において模倣した「自然」という

観念は，西洋のそれとは全く異なったものにならざるを得な

い．例えば前掲の『学生の暗面に蟠れる男色の一大悪習を痛

罵す』において次のような表現が見られる．

男色は確かに不自然である．然しながら，古今東西の歴史

を閲すれば，凡ての国民が教へられずして行った跡を発

見する．更に動物学者の名によって聲言する所を聞け，す

べての下等動物より高等動物に至る迄，此関係の存在せ

る事を知らるるのである．……是を以って是を観れば男色
0 0

は不自然の自然
0 0 0 0 0 0 0

である．（礫川全次（2003：55），傍点引用

者）

ここでは，「男色」は人や動物がどの時代にも普遍的に行う行

為であることを理由に「自然」とされているのであろうが，こ

のような自然観は現在の我 （々日本人）も潜在的にはある程

度共有しているものではないだろうか．我々にとっての「自

然」とは，一神教であるユダヤ -キリスト教のように，天の一

点によって支えられるような厳格な世界観に拠るものではな

く，もっと地に根ざした緩やかなものであったことが想定され

る．したがって「不自然の自然」というような，ユダヤ -キリ

スト教的な言語的理性に依拠する世界観からは出てこないで

あろう物言いが，さほどの違和感もなく聞き流されるのでは

ないだろうか17）．

このような世界観の相違という根本的な問題を省みずに，

テクストとして言語の次元において「輸入」された性科学な

どの言表が日本でいったいどのように受容されたのかという

点を盲目的に追跡することにはおのずから一定の認識論的な

限界が存在するはずであり，ここで立ち入って触れることは

しない．だがいずれにしても，日本においては主に「異常性

欲」として，これ以後，同性間の性的関係は「道」としてでは

なく，「欲望／感情」や「愛」，つまり性愛の対象という次元に

おいて解釈され認識されるものへと移行していったというこ

とを看取することができる18）．

Ⅵ．問題と含意─性を問うことの困難と可能性

本稿では，フーコーの問題提起を糸口として問いの出発点

としつつ，それを比較文化論的な視座のもとに捉え返し，反

省的に検討の対象としてきた．現在の我々は，同性への「親

密さ」や「愛」という現象を性愛の形態に沿ってしか想像する

ことができない，あるいはそれ以外の想像力を働かせること

が困難な地平に生きている．実際，こうした自明性の呪縛を

いったん比較文化論的／系譜学的な分析のもとで相対化し，

そのような観点から日本における「男色」の文化を概観して

みたとき，そこから見えてきたものは，明治以降の「文明化」

が達成されたかに見える世界に生きている我々が実感として

感じることが困難な世界であったといえるだろう．

近代という時代の特異性は，ユダヤ -キリスト教的な世界

観，その性 -生の形態を「規範」とし，それをあらゆる文明

社会に広めたことであろう．その結果，ユダヤ -キリスト教

の伝統をもたない国々においては，歴史のある一時期に大き

な断層が走ることとなり，現在の我々は，西洋の人びとのよ

うに自らに繋がる過去を「自らのもの」として想像すること自

体が困難なものとなっている．例えば日本の「男色」の文化

を少しでも探ってみると，そこからは現在我々が慣れ親しん

でいる西洋世界よりもむしろ人類学的な調査の対象となった

非常に父権性の強い（「女性の穢れ」の概念を持つ）土着の

文化との類似性が垣間見えるのではないだろうか．そこでは，

西洋的な肉体にくいこんでいく言語的理性を中心に形成され

る性と知との関係性（「性の科学」）とは異なる関係（「性愛の

術」）が存在していたのかもしれない．だが，「性愛の術」から

「性の科学」へというお決まりのコースを辿った典型的な例と

して日本の性の形態を見ることは，本稿の立論が目的とする

ところではない．そこにはより深い文化的な背景としての厳

然たる差異が存在しており，西洋文化圏における近代性を批

判的に問い直す系譜学の作業は，本稿が実践してきたように

比較文化論的なまなざしを介在させることで，非西洋文化圏

においてはより屈折した像を描き出すことになるからである．

最後に，フーコーの問題提起に言及して稿を閉じたい．本

稿の作業からも浮かび上がってきたとおり，いったん言語を

獲得し自我をもってしまった「人」の性は，生殖という回路
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には封じ込め切れない「過剰なもの」を抱え込むことになっ

たのであり，そのような性 -生（「過剰なもの」）に対してどの

ように対処するか，すなわちいかなる文化的な〈力〉が作用

するかは，それぞれの文明の形態によって異なるのであろう．

その際，晩年のフーコーがギリシャの性 -生を考察すること

によって試みたものとは，西洋的な「知」に従属し「告白」に

よって「己は何ものか」を成立させる生 -性の様式ではなく，

それとは異なった性 -生の形態，つまり倫理的な存在として

自己を鍛え変容させる可能性を探究することにあったのかも

しれない．自身が西洋の「知」の内部において「同性愛者」

として生きる苦悩を味わった彼がその晩年，ギリシャの性 -

生を考察することに至った理由の一つはそこにあるといえる

だろう．もし人間が何らかの仕方で形成されるとするならば，

フーコーが探究しようとしたものとは，セクシュアリティによ

って自己を規定するような「人」の形態（「同／異性愛者」）で

はない「人」のあり様，倫理的な主体としての「人」であった

のではないだろうか．

人間が有性生殖を行い，そのことによってしか存続／繁栄

できないという事実，しかし言語を持つ人間のそれはいつも

過剰であり，そこにはつねに美学や倫理／道徳などの形而上

学的要素が入り込み，それが「文明」の形態を形作っている

ことなどを鑑みると，性というものを考えることは言語を獲得

してしまった「人」という存在や「文明」そのものを考えるこ

とに接続する困難な問いなのかもしれない．しかしそれゆえ

にこそ，そこには「人」のさまざまな営為が見出せるのであり，

同時に可能性も存在するはずである．

注
1） 「同性愛」やそれと表裏を成す「異性愛」という概念は，19
世紀末にドイツの性科学を経由してイギリス（英語圏）に
伝わったものであるが，それが一般に広まったのはさらに
数十年の後，二十世紀の半ばである．性科学によって「同
性愛」という概念が創出された具体的なプロセスや，それ
が男同士の親密な関係を対象としていたこと等については，
野田（2004）（2005ab）（2006）などを参照．

2） 「道」とは大きな意味では心身の規律に関わる実践と知識
の体系であり，それに従って生きるものに身体的，精神的
益をもたらすと考えられていた（Pflugfelder（1999：28））．
「道」については，小西甚一の「中世の文芸：「道」という
理念」に詳しい．

3） 明治になって西洋の法を模倣すべく 1873年に成立した改
定律令においては「鶏姦」（肛門性交）が犯罪化されたが，
1882年にフランス法をもとに作成された新たな刑法によ

って再び脱 -犯罪化された．
4） 「女」と見分けがつかない「若衆」の姿は春画などに多く描
かれている．春画においては，「若衆」と「念者」の性行為
が多数描かれているが，着物や髪型から「若衆」と女性の
区別をつけるのは非常に困難で，性器の結合部においての
みその区別が可能である．

5） 例えば四国地方においても師弟の絆に基づいた制度が存
在していたことが指摘されている．それはお互いが「義兄
弟」の契りを交わした少年と年長の男性との絆であり，そ
こでは性的関係も日常的に行われていたようである．

6） ここでいう肛門性交は，現在の我々が想像するような，男
性間のそれに限られたものではない．それは男同士，男女
間，人と動物の間など，広い意味においての肛門への男性
性器の挿入という行為を意味していた．本稿では紙幅の関
係上，教会法の時代から世俗化された「ソドミー法」の時
代への変遷については別稿に詳しいが，ここでは「ソドミ
ー法」と近代の「同性愛」概念には直接的な関係が存在し
ないことを指摘しておく．それらをなだらかに連続させる
ような視線こそは近代的なものであり，過去を遡及的に振
り返るようなまなざしの効果である．特にイギリスにおい
て，「ソドミー法」と全く関係なく成立した刑法改正法が近
代の「同性愛」へと繋がっていく点については別稿を参照
のこと（野田（2004）（2005a）（2005b））．

7） アクィナスにおいては，「性の行為」だけではなく，「生き
る」ことのみを目的としない過剰な食欲もまた，「悪徳」の
一つとされている．

8） 例えばイギリスで 1828年に制定された「人身に対する犯
罪法（Offences Against the Person’s Act）には次のように
記されている．「人か獣のいずれかとバガリーという忌ま
わしい罪を犯したとして有罪の判決を受けたすべてのもの
は，重罪人として死刑に処す」（White（1999：27））．

9） アウグスティヌスは『告白』において，「人間社会の最も自
然な絆は夫と妻のそれである」と述べている（MacCarthy
（2004：31））．

10） ここではギリシャ的な性 -生の形態の背後にある思想を中
心に確認するに留める．

11） この裁判が「ソドミー法」ではなく刑法改正法によって裁
かれたこと，また刑法改正法の成立までのイギリス社会の
状況の詳細については，野田（2004）（2005a）（2006）を
参照．

12） 未だ「同性愛」という概念が存在しなかった当時のイギリ
スにおいて，そのようなキリスト教的な解釈は，原告側の
人びとだけでなく，ジャーナリズムや世論においても共有
されたものであった．

13） イギリスのみならずドイツの性科学者も「ワイルド事件」
が彼らの与えた衝撃とその後の彼らへの影響を強調してい
る．また実際，多くの性科学者は，自らが「同性愛者」で
あるか，「同性愛者」の親しい友人がいるかのどちらかであ
った．

14） 例えば 1921年にイギリスの下院（the House of Commons）
において，そのような議論が為されている．詳しくは野田
（2008）を参照のこと．

15） 例えば江戸の元服以前の「若衆」の外見は，「男」のそれで
はない．その外性器は男のそれであっても，ジェンダーの
観点からは「男」とも「女」とも言い切れない．詳しくは田
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中・白倉（2003）を参照．
16） 「通俗性科学」の具体的な文献については，礫川（2003）
に詳しい．

17） 「同性愛者」に対する現在の西洋におけるある種のラディ
カルさと日本の曖昧さの相違をめぐる原因も，おそらくこ
のあたりにあるのかもしれない．

18） この点については，風間ほか（2010）にも同様の指摘が見
出される．
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1．はじめに

2011年 7月24日，地上波テレビ放送は，福島，宮城，岩

手の被災三県を除き完全にデジタル化した．それまで放送

が利用していたVHFの電波帯域をUHF帯に移行すること

で生じる空白域（ホワイトスペース）をどのように利用するか

については多くの議論が交わされてきたが，総務省はこれに

関連して 2010年 9月10日から10月15日，「ホワイトスペー

ス特区」の実験提案を募集した．2006年 4月にリリースさ

れたワンセグ放送は，本来は地上デジタル放送の帯域を構

成する13セグメントの1つを独立させ移動体放送用に活用

する「移行後の目玉サービス」の一つだが，上記「特区」では，

低出力で行う独立編成の「エリア・ワンセグ放送」の提案を

受けることになった．

本稿は，テレビ神奈川と北仲スクール（横浜文化創造都

原稿受理日：2012年12月10日

市スクール；平成 21～23年度「大学教育充実のための戦略

的大学連携支援プログラム」2）が共同で「ホワイトスペース

特区」に申請し認可された免許に基づく実証実験の報告であ

る3．本文明研究所のプロジェクト（プロジェクト名「災害と

地域メディア・デザインへの市民参加─放送のデジタル化

とコミュニケーション環境の整備」）としては上記スクール終

了後の地域防災・減災へのワンセグ放送活用に関する実験

を対象としている．しかし本稿では，メディアの災害時活用

は平常時の利用のされ方と深く関係するとの考えから，実験

全体を報告の対象とした．

2．総務省「ホワイトスペース特区」への提案

上記期間の「ホワイトスペース特区」に対する提案は，エ

リア・ワンセグなど「ワンセグ活用型」のほかに，センサー

ネットワークによる自営無線回線網やワイヤレスブロードバ

ンド，情報機器間のワイヤレス利用など双方向のサービスを

実現する「通信ネットワーク型」の二つの選択肢があったが，

市民メディアとしてのワンセグ放送1

――横浜で実施した1年半に亘る実証実験に関する報告――

水島久光＊1，兼古勝史＊2，石田剛朗＊3

（＊1 東海大学文学部広報メディア学科教授，＊2 立教大学社会学部兼任講師，＊3 慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント
研究科助教）� 〔プロジェクト報告〕
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結果は前者が 40件，後者が 4件と圧倒的な開きがあった4．

その理由には，おそらくワンセグ技術が送出・受信機器レベ

ルで既に実用段階に至っていたということがあるだろう．

テレビ神奈川が主体となって提出した我々の実験企画提

案には，「新型コミュニティマルチキャスト放送を活用した『カ

レッジ・ワンセグ放送局』」という表題がつけられた．この企

画名には，「マルチキャスト」という技術要件と，「カレッジ」す

なわち大学との連携の上でコンテンツ制作を行うという内容

要件の二つの特性が込められていたことになる．

放送の語義である「ブロードキャスト」が不特定多数に対

するデータ送信を意味するのに対し，「マルチキャスト」は特

定の異なるタイプの端末に同時送信を行うものと定義される．

テレビ神奈川はこれまでもコンテンツの「マルチキャスト」配

信に積極的に取り組んできた実績があり5，本提案もその延

長線上に位置づけられる．ではなぜテレビ神奈川は「カレッ

ジ（大学）」と連携したのか．そこには「特区」の狙いである

「地域活性化や新産業創出など経済的効果や社会的効果」6

という評価基準への，強い意識が表れている．

関東広域圏内の独立局であるテレビ神奈川は，他の民間

放送局と違い，全国ネットワーク系列に属していない．それ

ゆえ一層他の県域局に比べて独自の深い関係性を地域との

間に構築する必要がある．横浜文化創造都市スクール（通称

「北仲スクール」）との連携を求めた理由はそこに在る．同ス

クールは，キャッチフレーズとして『街に開かれた大学』を打

ち出し，多数のワークショップ型授業を地元市民とともに展

開していた．すなわち「市民参加の拠点」としての「大学と放

送局」との連携が，企図されていたのである．

9月に公募がかけられた全 44の提案のうち 25企画は，2

月に公開ヒヤリングを通過し，3月に内定，6月に「特区」に

決定の通知が届いた．我々の「カレッジ・ワンセグ放送局」

もその一つであった．しかし，そこから正式の実験免許が下

りるまでが苦難の道のりとなる．東日本大震災の影響か，行

政の事務手続きは進まず，それに加え，おそらく我々の企画

が他の内定した実験提案を比較すると不測の要素を多く孕

んでいた点が壁となった．

例えば同じ「大学」が絡んだ企画としては，立命館大学の

「大学キャンパスにおけるワンセグ情報配信」実験がある．こ

れは「学内」という閉じられた空間を前提とした提案で7，ク

ローズド環境で，どちらかと言えば番組制作に力点が置か

れた企画と言える．決定した 25企画の多くがそうした性格

をもつ．それに対して我々は，いかに小さいエリアとはいえ，

「放送」すなわち「不特定多数」の人々に向けた配信を想定し，

しかも「移動局（複数発信拠点）」からの送信を実験計画に盛

り込んだ．いかに時間がかかっても我々はこの点にこだわった．

それは「極小サイズの放送局＝新しい市民メディア」として

の有効性を検証しようという目的があったからだ．

3．「市民メディア」の中でエリア・ワンセグはどう位置
づけられるか

「ホワイトスペース特区」内定の報を受け，テレビ神奈川

と北仲スクールの構成員である東海大学水島研究室は，プ

ロジェクトのあり方を数度にわたり打ち合わせた．その結果，

北仲スクールのワークショップ授業「アーカイブと映像コン

テンツのプラットフォーム連携プロジェクト」を準備段階の

公開ミーティングの場とし，そこに参加した学生たちと市民

は，「カレッジ・ワンセグ放送局」の事業イメージを詰めてい

くことになった．以下の 4項目がそのベースとなるコンセプト

である．

1） 「エリア・ワンセグ放送」という新しいメディアを成立させ

る技術的要件，編成，番組（コンテンツ）のあり方を考え

る．

2） 「横浜」という町にねざした，この地域に「いる」人が，よ

り一層地域に「参加」することができるメディアの機能を

考える．

3） メディアを介した，さまざまな人々の集団，組織，事業，

そしてメディア同士，セル間の連携のデザインを考える．

4） 安心・安全を支える情報ネットワークの一機能を担う8．

このコンセプトは，特に 2）の項目に重点がある．これまで

の地上波が行ってきた「地域 “向け” 放送でも，地域 “を取り

上げる” 放送」でもない，新しい番組を作り，それを発する，

全てのプロセスに市民が参加する放送を目指す．情報を伝

えるよりもヒト（住んでいる人，たまたまそこにいるひと，訪

ねてきたヒトまるごと）を動かすことを目指す─地域が主体と

なって運営する放送局のかたちをイメージしたものだ．特に

「いる」人，すなわち（これは「横浜」という町の性格上）「ビ

ジター」をも地域の構成員として積極的に捉えるアプローチ
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は，地域政策においても新しい考え方であるといえよう．

もう一つのキーワードである「参加」．これは，のちに行う

（第二期：9月以降）プロモーション活動で配布した資料上に，

「5つの参加のかたち」として謳われることになる9．

1）まず「受信設定（チューニング）を」！

2）放送実験に参加する

3）コンテンツやイベントに参加する

4）映像や番組を企画・制作する

5）放送局の運営そのものに参加する

通常，地上波局のサイマル（他の12セグと基本的に同じ

番組を流す）ワンセグ放送では，端末の初期設定時にチャン

ネルがセットされる．しかしエリア・ワンセグ放送の場合は，

地上波局と放送域が異なるがゆえに，初回受信に際して改

めて「チューニング＝チャンネル設定」を行う必要がある．こ

のことは一見，エリア・ワンセグ放送利用の阻害要因に映る．

しかし我々は，このハードル自体を「参加」のファーストステ

ップと位置づけたのだ．

もちろんメディアのアクセシビリティに関しては，バリアや

ハードルは低ければ低い方がいい．しかし穿った言い方にな

るが，その「低さ」がこれまでのマスメディアにおける送り手

と受け手の意識の乖離（「視聴率主義」VS「視聴者は王様」

的感覚の対立）をつくりだしてきたという見方もできる．これ

は「市民参加」を考えたときむしろ障害になる．敢えてこのハ

ードルを，「受信の実感」を体験するチャンスに転換すること

はできないか─「電波」を実感することから，それを「われわ

れの手に」取り戻し，無理せずできる範囲で「コントロールす

る」，あるいは「手なずける」方法を徐々に獲得していこう─

そのように考えて企画したのが，後述する「ワンセグ・チュ

ーニング隊」である．

当初から我々は「エリア・ワンセグは，真に市民的なメデ

ィアたりうる」と目論んできた．その理由は，まずは設備負担

の軽さにあるのだが10，それに加えて，「携帯端末で見る」と

いう行為の気軽さが，現在のテレビが向かう「リッチ化」の流

れと異なる方向に，我々の視界を開いてくれると考えたのだ．

ネット特有の「プア」さ，手持ちの携帯カメラの映像でも視

聴に堪えられる小さな画角，データ放送からさらにネットへ

広がるコネクティビティ等が，このメディアが「放送と通信の

間」の位置にあることを明確に示唆している．

しかし，設備が身軽ならば，運営に多くの人手をかける

ことはバランス的にありえない．しかもそもそも今回の実験

で規定された10mWという小出力では，遮蔽物がない好条

件でも電波が届くのは，どう見ても半径 1 km未満であろう．

「市民参加」のストラテジーは，こうした「プラス／マイナス」

から，必然的に選ばざるを得ない道であったともいえる．と

ころが一方で「参加」は，密度の高い関係性の構築を要求す

る．残念ながら画角と端末機能の貧しさは，完パケコンテン

ツでそれを満たせることを保証してはくれないだろう．そうな

るとこのメディアは，技術的にも，コンテンツ開発的にも「連

携」が命となる．

ちなみに，これまで「市民的コミュニケーション活動」の受

け皿となってきたメディア（CATV，コミュニティFM，地域

フリーペーパー，地域 SNS，サイネージ11）の特性を整理し

てみると，表のように，それぞれ一長一短があることがわかる．

その中でそれ自体の表現力，情報量は貧しくても，エリアで

対象を限定し，コネクティビティとマルチメディア性の高い

「エリア・ワンセグ」は，それぞれの長所を結び短所を補う，

地域の「ハブ」メディアとして位置づけられうる．先に挙げた

1），3）のコンセプトは，こうした思考実験の結果を表してい

る．

情報の種類 地域限定
方法

コネクティ
ビティ

マルチ
メディア性

アクセシビ
リティ Push/Pull

CATV
映像音声文
字データ＊ 契約 △ ○ △ *1 Push

コミュニティ
FM

音声 発信エリア × × ○ Push

フリー
ペーパー 文字写真 配布エリア × × △ *2 Push+Pull

地域 SNS
文字写真音
声動画 特定せず ○ ○ ○ Pull

サイネージ 文字写真
（動画音声） 設置場所 ○ ○ △ *2 Push+Pull

ワンセグ 映像音声文
字データ＊ 発信エリア ◎ ○ ▲→○ Push+Pull

★ 「情報の種類」の“＊”は「リッチ／プア」の差がある．「アクセシビリティ」の *1
は契約者限定という意味，*2は配布または設置ロケーションに限りがある，“▲→
○”は初期設定のみ▲．

4．ワンセグ放送の「公共性」と「防災」

先に上げた 4つのコンセプトは，目指す「方向」としては明

確ではあっても，具体的にどのような内容の放送を行うかに

ついては不確定な要素が多く，認可を下す立場（総務省）か

ら見れば漠然とした印象は否めなかったであろう．実際，採
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択を受けて以降，当局からはいくつかの実施条件をクリアす

ることを命じられた．その一つが，「番組（コンテンツ）制作ガ

イドライン」である．

「市民参加」といえばポジティブなイメージを与えるが，ニ

ュートラルに言えばそれだけリスクを抱え込むということに

なる．特に私的利用が可能な「閉じた通信の回路」ではない．

いかに狭いとはいえ，そこは「放送」の領域内である．よって

当局は我々に対し「公共の利害」に反する内容が発信されな

いよう，どのように制作体制の中でコントロールするか明確

にすることを求めた．その結果策定したガイドラインにおい

て当局が最も重要視したのが，コンテンツ審査に関する責任

の所在である．以下は最終的に 8月に関東総合通信局に提

出した，ガイドラインの抜粋である12．

1．番組制作の目的と制作方法

 　（前略）具体的には，以下の 4種類のコンテンツ制作方法

が想定される．

　1） 市民が提供する情報に基づきカレッジ・ワンセグ放送

局が制作するコンテンツ

　2） 市民が提供，あるいは自動撮影技術を活用した素材を

用い，カレッジ・ワンセグ放送局あるいは自動化した

プログラムが制作するコンテンツ

　3） 市民自身によって制作されるコンテンツ

　4） 地域活性化に資すると判断された第三者制作によるコ

ンテンツ

2．審査，放送の手順・責任

 　上記いずれの方法によって制作されたコンテンツ（番組）

についても

　①上記目的に適合しているか

　②以下に定める基準を逸脱した内容を含んでいないか

 を放送前に審査する「審査委員会」を北仲スクール内に設け

る．「審査委員会」は北仲スクール参加大学の講師および学

生代表・市民代表によって構成される．

 　「審査委員会」は1）～ 4）各々の方法ごとに定める適切な

制作段階においてその内容を審査する．諸権利の扱いに関

しては，tvkが定める「放送番組基準」，日本民間放送速盟

と日本放送協会が定めた「放送倫理基本綱領」（平成 8年 9

月制定）を尊重し，連守する．また細目については「日本民

間放送連盟・放送基準」に記された内容を原則としつつ，イ

ンタラクティブな情報技術と限定されたエリアを対象とした

送受信を行うことに鑑み，可能な範囲で関係者による相互承

認の仕組みを導入する．

 　以上のプロセスを踏まえたコンテンツのみが放送される．

放送責任は tvkに帰属するものとする．

「参加」のためのメディアを標榜する以上，そこに強い制限

を設けることはできない．基本は「関係者の相互承認」という

仕組みを導入し，それを行う「審査委員会」自体を「参加型」

で組織することで（現実は，北仲スクールが「審査委員会」

の機能を担うことで），まずはこの難問をクリアするしかない．

それでもなお，具体的な実験及び放送内容が未定である

という当初の問題は残る．上記 1 - 1）～ 4）で示したものは，

あくまで「参加」によるコンテンツの「制作方法」であり，必

ずしも「内容」を表しているものではない．こうした状況を背

景に，我々に提示されたもう一つの実験実施条件は，極めて

具体的な「公共的」目的に資する番組，あるいは実験を行う

ことであった─それが「防災対策」である．

東日本大震災は，ちょうど「ホワイトスペース特区」の決定

時に起こった．あらゆるメディアが限界を露呈し，人々は「情

報の備え」の弱さを思い知らされた．あまりに広大な被災地

域と複合災害，科学神話の崩壊，日常性バイアスに苛まれた

カタストロフ……．しかしその中で「人々の絆」は微かな光と

なり，「身の回りの安全」及び「全体状況」と「進むべき方向」

を的確に示すメディアの存在意義，必要性がクローズアップ

された．

その中で「ワンセグ」は，にわかに注目を集めたのである．

震災とメディアの関係に注目したいくつかの調査は，災害の

厳しい環境でこそ，必要な情報が適切な手段から発信され，

それに冷静な判断を返すことの大切さを指摘した．その中で，

停電あるいは帰宅困難状況で，この新しいメディアが有効に

機能したという事例，データが報告されたのだ13．

こうした状況を踏まえ，我々も「防災」企画を積極的に実

験計画の中に位置づけることにした．その内容と成果は，次

章「第四期」にて詳しく述べることにする．

5．カレッジ・ワンセグプロジェクトの成果

以降，およそ1年半に亘る「カレッジ・ワンセグ放送局」

の実験内容を，時系列で紹介していくが，その前に基本的な
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体制等について，簡単にまとめておきたい．

【tvkカレッジ・ワンセグ放送局】

● 実験期間；認可前（第一期）／2011年 4月（横浜文化

創造都市スクール前期授業開始）～12月15日（最終申

請書類提出）．認可後（第二期～第四期）／～2012年 6

月30日．

● 実験実施主体（「ホワイトスペース特区」申請者）；テレ

ビ神奈川クロスメディア部

● 企画運営協力；横浜文化創造都市スクール（北仲スク

ール），東海大学文学部広報メディア学科水島久光研究

室14．

● 技術協力；（株）NHKアイテック，ソフトバンクモバイ

ル（株），（株）トーキョーストーム15　※最終（第四期）の

「防災訓練実験」に関しては第四期の項に記載．

● 放送及び番組制作協力その他；第二期～第四期の各項

に記載．

● アンテナ設置場所（初回申請時），※実際の設置場所は

第二期～第四期の各項に記載．

　 固定局； （1）横浜文化創造都市スクール（北仲スクー

ル三階／横浜市中区北仲通 5丁目 57-2），（2）

新港村，（3）黄金町，（4）浅間町16，※（2）～

（4）は住所略．

　 移動局； A.馬車道，B.野毛，C.中華街・元町，D.大

桟橋・山下公園，E.伊勢佐木モール，F.関内

（各住所略）17

● 周波数；UHF帯 34ch（中心周波数：599.142857MHz）

● 空中線電力／変調方式等

　空中線電力；10mW／13セグメント

　変調方式等； ISDB-T地上デジタル放送方式 OFDM 

5M70 X7W

  　　　　　　 12 セ グ（64QAM）＋ 1セ グ（QPSK, 

16QAM）の 2階層変調

（ア）第一期；準備期間

実験免許内定から，実際に認可されるまでの「準備期間」．

以下，前期（春学期）と後期（秋学期）に分けて活動内容を

報告する．まず前期．「ホワイトスペース特区」企画に決定し

た当初は，7月には正式に認可を受けた屋外実験に入れる予

定でいた．

そこで北仲スクールのワークショップ授業を活用し，特に

「ワンセグ放送」に対する理解を深めることと，「市民参加型」

で運営負担を小さくしながら「横浜らしい」番組を制作する

ための企画立案に時間を費やした．ここで上がった企画は，

既述の「番組（コンテンツ）制作ガイドライン」の「4つの制

作方法」にまとめられている．参加者は学生，社会人を合わ

せて約 30人．学生は東海大学の学生のほか，北仲スクール

の代表校である横浜国立大学の学生数名，及び東京都市大，

立教大などバラエティに富んだメンバー．社会人は地元横浜

の市民活動に参加する方々が中心となった．

一方，2011年秋に計画されていた「ヨコハマトリエンナー

レ」18，「OPEN YOKOHAMA」19をはじめとする各種イベン

トとの連携を，このワークショップでは模索した．プロジェク

トの認知を図り，初期設定にハードルがある「エリア・ワンセ

グ」への動機づけを促し，移動局など複数送信拠点からの放

送を試す機会と考えた．当初の実験開始時期からずれ込むと，

ワークショップは夏休みを使い，秋のイベント期の実験スタ

ートを想定しつつ，市や各イベント主催者，地域団体に対し

てネットワークを広げる活動に注力した．

その中で特に強い関係を築くことができたのが，「関内外図 1　固定局及び移動局の配置案

写真 1 ～ 3　 使用機材；＜左＞送信空中線アンテナ10mW，＜中＞送
出装置（上部； OFDM変調器，本体；番組送出装置，
ビデオエンコーダ，多重化装置，データ放送送出装置），
＜右＞中継送信基地）
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OPEN!」（9月9日～11月5日）である20．北仲スクールの設

立理念とも深い関わりをもつ横浜市の「クリエイティブシテ

ィ」構想によって，数多くのアーチスト，クリエイター，建築

家などが横浜に集まっていたが21，特に関内外地区にはその

レジデンスが多く立ち並ぶ．「関内外OPEN!」はそのアーチ

ストたちの交流を促進し，同時期に開催されている「トリエン

ナーレ」などを訪ねる観光客たちにもオフィスを公開しようと

いう企画．北仲スクールもその一角に位置することから，企

画段階から参加することとなった．

第一期の後期の活動は，実質的にはこの「関内外OPEN!」

の場で展開した「ワンセグ・出前チューニング隊」がメインと

なる（9月16・17日，11月3・5日）．

「初期設定」のハードルを逆手に取り，「電波の見える化」

体験に誘導するこの「移動イベント」は，無免許でも可能な

微弱電波を出すマリンタワーのデザインを施したミニアンテ

ナを装着した学生が，「ちんどん屋」のように街を練り歩くと

いうもの．「関内外OPEN!」のほぼ全エリアを歩き，また 9月

のエリア・イベント，11月のクロージング・イベント参加者に，

次 と々「初期設定」を促していった．

しかし，ここで我々は新たな壁に出会う．Apple社（及び

ソフトバンク）が推進するスマートフォンのプロモーションに

よって，「ワンセグ」機能を搭載しない携帯端末（iPhone）が，

高いシェアを占めるようになっていたのだ22．その影響か，丸

四日間のイベントで，チューニング可能な人とのコンタクトは

100人に満たない結果だった．この「壁」は実験の最後まで

我々の目論見を阻み続けることになる．

それでも「ワンセグ・出前チューニング隊」のアプローチは，

出会った人々に新鮮な驚きを与えたことは事実だ．既存メデ

ィア環境ではすっかり自明化していた電波の存在に，改めて

出会う体験─初期設定をした後，初めて自分の端末に映像

が流れる瞬間に，思わず上がる「歓声」．これは，後の実験で

も考察する点だが，我 自々身の技術的無意識に気づく機会の

重要性を，指し示しているものと考えることができよう．

（イ） 第二期；受信エリア測定，簡易コンテンツ作成，大規

模イベント活用

2011年 12月15日にようやく最終申請書類を提出し，同

27日から実験免許の下，正式に電波を発信できるようになっ

た「カレッジ・ワンセグ放送局」がまず行ったことは，「受信エ

リア測定実験」と「簡易コンテンツ制作実験」である．

この「ホワイトスペース特区」で認められた「エリア・ワン

セグ放送」の出力はわずか 10mWである．これで果たして

どのような「エリア」が描けるのかをまず確認しないことには，

具体的な企画に入ることはできない．そこで我々は，Google 

Maps API（Google社が提供する地図サービスをインターネ

ット経由で外部から利用する手続き）を活用し，北仲スクー

ル 3階の送信アンテナから発した電波がどこまで飛ぶかを確

認し，地図上に記入していく実験を行った．その結果が右の

地図である．

北仲スクール周辺は，電波を遮る大きなビルがなく，比較

的広い道路と，水路，再開発途上の空き地に囲まれている，

最も「ワンセグ」に恵まれたエリアである．結果としてこの時

の実験では，遠くは桜木町駅を超えて野毛大通り～高速「み

なとみらい」入口～汽車道からワールドポーターズという半

径 600～800mに電波が届くことが確認できた．これだけの

エリアをカバーできることは，商店街レベルでのプロモーシ

ョンに止まらず，大命題である「防災」への活用可能性が十

分あることを意味している．これ以降我々は，移動局実験を

行う際，必ずこの「受信エリア測定実験」を行うようにした．

もう一つ第二期で行ったのが「簡易コンテンツ制作実験」

である．市民が簡単に番組つくりに「参加」できるよう，その

写真 4 ～ 6　 出前ワンセグ・チューニング隊

図 2　北仲スクール　固定局からの受信エリア図

 ©Google
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動機づけを「年末年始」というタイミングを活かしたイベント

仕立てにし，啓発を促すのが狙いであった．題して「年末年

始 108企画『北仲らへんのお店・オフィス一〇八！』」である．

ワンカメラ・ワンカット（店外装から店内に入り，フリッ

プを持った店主インビュー）という制作フォーマットを用意

し，これに準じた「ミニ番組」を大量生産できる仕組みを構

想した．テレビ神奈川のオンデマンド放送サイト「Channel 

OPEN YOKOHAMA」と連動し，インターネットへの動画

投稿と番組制作が結びつくフローも準備し，まずは，番組制

作経験のある学生チームが導入取材を行った．2か月間の導

入取材で，制作した番組は約 50件．簡易にコンテンツを作

成することができる点については実証できたが，数的には目

標とした108の半分である．次第にそれに倣って，自ら番組

制作に参加する店主が出てくるのを促すのが当初の目論見で

あったが，結果は残念ながら上手くいかなかった．制作への

「市民参加」はなかなかハードルが高いことを痛感した．

第二期にもう一つ行った実験は，2012年 1月8日に行わ

れた横浜市消防局出初式の生中継である．テレビ神奈川ク

ルーとの共同作業実験でもあり，送信アンテナを「赤レンガ

倉庫広場」まで運び，広く普及しつつあったUstreamとのサ

イマル配信を試みた．この時「エリア・ワンセグ」のベネフィ

ットとして新たに得た知見が「オペラグラス効果」である．広

いイベント会場では，なかなか遠くからメインステージの模

様を見ることができない．「ワンセグ」は，数 100m以内であ

ればイベント会場の隅々に，その臨場感を広げることができ

る．まさに「手のひらに入る，パブリックビューイング」という，

新しいメディア・コンタクトのスタイルが開発される可能性

が見えた．

（ウ） 第三期；制作・運営面への市民参加―パートナーシ

ップの可能性

免許交付が遅れ，実質わずか半年間しか実験期間がなく

なったことを受け，我々は 2012年 1月以降，6月中旬にかけ

ての実験ストラテジーを大幅に整理し，ロードマップ化した．

その結果，この間の実験は主に番組の企画・制作そして運

営面の「市民参加」がいかに可能かにフォーカスし，3つの

パートナーを放送協力者として選び，その拠点を「移動局」

として，そこに合わせた技術・コンテンツ実験を行うことに

なった．その三か所が野毛，若葉町 -伊勢佐木モール，大

桟橋 -象の鼻パークである．

　【1】野毛実験；2月末～3月上旬

　　・パートナー「野毛地区街づくり会」

　　・移動局「野毛Hana*Hana（横浜市中区花咲町 1-42）

野毛実験では，コンテンツを介した市民とのインタラクシ

ョン生成が主目的となった．ちょうど日本のジャズ喫茶の草

分けと言われる「ちぐさ」を 3月に復活させるプロジェクトが

行われていたので23，それに相乗りし，「音楽コンテンツ」を

用いて「ワンセグ」をジュークボックス的に利用していただけ

る仕組みを構想した．

しかし野毛実験は，基本的に以下の三つの点で断念せざ

るを得なかった．①商店街が隘路で傾斜し且つ入り組んでお

り，建物が遮蔽し電波が数 10mしか飛ばなかった．②パー

トナーにコンテンツ企画をサポートする余裕がなかった．③

アンテナ設置場所の管理者が代わり，協力が仰げなくなった．

検討していた「音楽コンテンツ」についても①～③の点で実

現性が乏しくなった段階で，設計を中断した．

　【2】若葉町～伊勢佐木モール実験：3月中旬～4月上旬

　　・ パートナー；イベントスペース「似て非ワークス http://

www.nitehi.jp/」

　　・移動局；同上（横浜市中区若葉町 3-47-1）

若葉町実験は，3月中旬～4月上旬にかけて行われた．パ

ートナーは積極的に自らスペースで企画したイベントのワン

セグコンテンツ化に協力し，多くの実りある成果が得られた．

まず中継局を設け「受信エリア」の拡大を行う実験．若葉

写真 7 ～ 9　 「年末年始108企画」

写真10～11　野毛の路地と復活した「ちぐさ」



76

町の「似て非ワークス」から大通りである伊勢佐木モール出

口角のビルに中継用アンテナを設置し，そこで「ビリヤード」

的に電波をキックさせ，大通りに広げる計画は成功し，路地

奥のイベントの様子を人通りの多い繁華街に送ることが可能

であることが立証された．また，イベントスペースのマスタ

ー室にワンセグ送信用機材を設置することで，イベント参加

者に対して副音声的に映像を届けるガイド映像化などの可能

性もあることが確認された．

しかし，中継アンテナ設置に際して若干のトラブルがあり，

当初の予定通り実験を継続できなくなったことは残念であり，

かつ地域への理解を得ることの難しさを経験した．

　【3】大桟橋～象の鼻パーク実験；4月中旬～6月末

　　・ パートナー；横浜市民放送局　 http://c-tv.jp/ 24

　　・ 移動局；同上（横浜市中区海岸通 1－1日本海員掖

済会ビル 4階 401）

大桟橋実験では前二回のパートナー実験での問題点を踏

まえ，送信アンテナ設置ビル及び，主に受信エリアとなる対

岸の象の鼻パークなど，様々な主体との関係構築に留意した．

実験は 4月14・15日の「山下公園芸術祭」（サイマル放送

実験：Ustream映像をキャプチャーし，放送波にエンコード

し数秒遅れでの再送信），4月28日の「象の鼻パークへのチ

ューニング隊出動」（受信者への「生」体験アンケート実施），

6月2日の『横浜祭三昧』生放送（臨港パークで開催された

「横浜開港祭」，日本大通りで開催された「秋でもないのに収

穫祭」，山下公園で開催された「横浜セントラルタウンフェス

ティバルY153」の三か所を結び，象の鼻パークの遊歩者を

“祭” に誘導する学生MCを立てた「生放送」）の三回に亘っ

て行った．いずれも放送・番組制作に関して分厚い経験を

有する市民放送局のスタッフとの良好な協力関係のもと，安

定した環境で遂行することができた．

今回の「チューニング隊出動」は，免許認可前の実験を発

図 3　電波中継によるエリア拡張図

写真12　似て非ワークス・アンテナ設置 写真13　館内

図 4　掖済会ビルと受信エリア

写真14～17　掖済会ビル「固定局」

写真18，19　　『横浜祭三昧』中継の様子
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展させ，実際に一定距離を飛んでいる電波を，象の鼻パー

クに集う人々に「体感」していただき，その臨場感，驚きをア

ンケートの回答として残すことに成功した．回答者は 25名だ

ったが，結果からは，目論見としていた「電波の見える化」と

参加意欲の関係を，確認することができた．

『祭三昧』は，長時間にわたる「番組」を，サイマル，撮っ

て出し（撮影したデータをスタジオに持ち込んでのビデオ挿

入），スタジオトーク（生）の組み合わせで成立させることが

できた．ほとんど大学でも生放送の経験のない学生たちによ

るこの実験の成功は，番組制作への「市民参加」の可能性を

拓くものであったと言える．

大桟橋「日本海員掖済会ビル」の市民放送局事務所の設

置環境もよく，以降，最終実験の第四期「防災情報訓練実

験」に向かって，サポートする人員のいない北仲スクールの

機材を撤去し，ここを「固定局」として体制を整えることにし

た．

（エ）第四期；防災情報訓練実験

東日本大震災を経験し，我々は「災害時の情報メディア

の機能」について大きな課題に直面することになった．その

中で「ワンセグ」が注目されたことを踏まえ，具体的なエリア，

危機的状況の中での「ワンセグ」の活用可能性を検証すべく

企画されたものが今回の防災情報訓練実験である．尚本実

験では，防災訓練シナリオアドバイザーとして鈴木光（総務

省消防庁防災図上訓練指導員）氏の協力を仰ぎ，慶應義塾

大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科スマート

システムデザインラボ・同大学環境情報学部村井研究室・

防災科学技術研究所と共同で，「IP overデジタル放送」技

術を被災時のコミュニケーション支援に活用する試みも行っ

た25．

＜二日間の実験概要＞

【第一日】 ワンセグ放送からの情報提供と行動意思決定の関

係を考えるロールプレイ実験

実施日時； 2012年 6月25日（月）13:00～16:00（放送時間

13:30～15:30）

同日13:00，相模トラフを震源域とするマグニチュード 7.9

の地震（南関東地震）が発生したことを想定．情報が明ら

かになるスピードと意思決定プライオリティの関係を重視し，

地震発生 30分後（身の安全の確保後）から二時間のシナリ

オを作成．それに基づいて，ワンセグ放送視聴可能域内で

被災した人々が適切な情報行動を採ることができるかを検証

した．被災者には「ビジネスマン」「観光・買い物客」「地元

事業者等」の三パターン（プレイヤー11名）を設定．それぞ

図 5　「シナリオ」シート（一部）
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れに10分毎にワンセグ放送から発せられた情報が的確に届

くか，情報行動と意思決定がスムーズに行われるか，ツイッ

ターを用いてプレイヤーから寄せられる情報が適切に放送に

反映できるかを，ロールプレイ方式で進行・確認した．

【第二日】 IP over デジタル放送による通信放送融合型災害

情報ソーシャルサービス実験

実施日時； 2012年 6月27日（水）13:00～16:00（30分程度

の実験×2～3回）

第一日実験と異なり，既に非常時のボランティアスタッフ

として組織されている人向けの「無線イントラネット」として

の，「ワンセグ」の可能性を確認する．地震の想定は同様．ワ

ンセグ放送コンテンツとインターネットの地図アプリケーショ

ンサービスを連動させ，エリア内の様々な災害支援情報（安

否情報，ハザード情報，避難支援・施設情報，等）をスタッ

フ間で交換・共有し，共助の流れをつくる，通信・放送融合

型の災害情報ソーシャルサービスの実証実験を行った．

【成果】

初日は，地震発生後 2時間という時間を区切って情報を

受けるプレイヤーの行動に，二日目は具体的共助シーンを想

定しそれをサポートするシステム・デザインに力点を置いた．

いずれも綿密にシナリオを練り，プレイヤーには具体的なキ

ャラクターや役割を設定したことによって，かなり切迫した

状況の中で可能な情報の送受信のありようが確認できた．

一番明確になったのは，残念ながらエリア・ワンセグとい

うメディア自体の物理的な限界性である．放送波自体の安定

性はあるものの，現行実験条件下における出力では，建物が

密集する都市部では，中継アンテナを通り毎に複数配備する

など，事前にしっかりとしたインフラを整備しないとメディア

としての有効性は低いと言わざるをえない．加えて，端末レ

ベルでの機能差，電池の持ちも重大な阻害要因となっている．

しかし，上記の制約がもし克服できるのであれば，ワン

セグを用いた「呼びかけ」は，単に情報を伝えるのみならず，

適切な行動を喚起するに十分な役割を果たす可能性がある．

携帯端末の画角の小ささ，「声」と「テロップ」を組み合わせ

た情報提供は，受信者に情報への「集中力」を促したことは

間違いない．その一方で，情報が滞ると「不安」が増幅する．

こうした反応は，災害心理学的な検証対象としても意味をも

つであろう．

また初期動作として，安否確認システムへの登録を促す

ことをシナリオの中に設定した意味は大きい．震災と情報に

関する諸調査結果は，多くの人が「電話」と「テレビ」に殺到

したことを明らかにしたが，ワンセグで「相手の無事を確認

するのではなく」「自分の無事を示す」ことを第一に呼びかけ

ることは，通信の輻輳という二次災害の防止に役立つであろ

う．また基本情報から徐々にエリアの詳細情報へ，そしてエ

リア外の情報については他のチャンネルへと，情報の所在を

写真20～23　一日目の様子 写真24～27　二日目の様子
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明示し，プレイヤーに確認させるロールプレイもほぼ成功し

た．この延長線上に，市民からの情報提供を適切に処理して

いくプロセスも位置づけられる．基本的な情報整理の妥当性

も確認できた．

本邦発となる IP over デジタル放送の災害時での活用シミ

ュレーションでも，大きな成果が上がった．ポイントは以下

の二点である．①下り回線のみではあっても，安定した放送

波を IP送信回路として用いることは，同時的情報共有が重

要視される災害時においては，極めて有効な技術であること

が立証された．②地図上に情報を可視化するということが今

回の実験の核心ではあったが，位置情報，記入したメッセー

ジを駆使することによって，様々な行動喚起のトリガーとして，

活用しうることが確認された．本来不特定多数に向けたチャ

ネルであるはずの放送ではあるが，スマートフォンのアプリ

を活用することで，その中にクローズド・コミュニケーション

の場を設定できる．このことは，公共のコミュニケーションを

レイヤー化して設計する際のヒントを与えてくれるだろう．

また，様々な技術者，メディア関係者，市民メディア活動

家，大学や学生，そして防災に関する専門家が，それぞれの

専門性を持ち寄り，協力して実験そのものが実現に至ったこ

と自体が大きな意味をもつと考えられる．しかしその点で言

えば，これは入口に過ぎない．さらにオフィシャルな次元で

行われている類似な取り組みとの連携や，さまざまなメディ

アへの市民参加プロジェクトへの広がりへの展開が，今後は

期待されるだろう．

6．�デジタル時代の「市民メディア」の条件―日常／非
日常の往還の観点から

当初「ホワイトスペース特区」に企画提案をした際に考え

た，「地域」「参加」のコンセプトは，この一連の実験を経て，

どのように深まったのだろうか．また「エリア・ワンセグ」のメ

ディアを繋ぐハブとしての「技術」的・「コンテンツ」的可能

性は，立証されたのだろうか．また，「災害時に有効に機能す

るメディア」としての位置づけは……．本稿の最後に，この

三点に絞って得られた知見を簡単に述べていくことにしたい．

（1）「地域」メディア，「参加」の仕組み

横浜は 2006年に「市民メディア全国交流集会」が開催さ

れたように，地域をベースとした市民レベルのメディア活動

が盛んであり，また 2009年の「開国博」を契機に「市民放送

局」としてインディペンデントな映像制作・配信活動が連携

するなどの土壌が育っている．しかし，通常「地域」とメディ

アの関係が問題になるのは地方都市のケースが多く，政令指

定都市規模で「地域」を主題にすることはやはり難しい．最

初のコンセプトで定義した，この町に「いる」人の多様性は，

数多くの活発に活動する市民団体が存在しながら，なかなか

連携が進まない現状を反映しているといえよう．

その中で放送メディアは，やはり不特定多数性を前提とし

なければならない．放送に限らず，これまでのマスメディアが，

情報の一方向的流れによってオーディエンスを「受け身」の

位置に固定せざるを得なかったのはそのためである．今回の

プロジェクトは，それを「1 km以内規模」の極小エリアに絞

ることで限界を打ち破り，「地域連携」～「そこに暮す・訪れ

る人の共生」の道を探ることはできないかという試みではあ

った．しかし結論から言えば，我々が想定した「参加」のプロ

グラムはなかなか機能せず，むしろ「壁」は高くかつ数多く存

在することが，一層可視化されたといったほうが妥当だろう．

しかしその一方で，「参加」「連携」を強く望む人がいること

も「可視化」されたのは事実だ．実際，このプロジェクトは数

多くの地域の協力者に恵まれた．あるいは協力まで申し出な

くとも，関心を示してくださった方の数は，200名以上に上

る26．主なハードルは，利害の複雑さと，時間のなさである．

メディアがこの二つの壁を（一気に，とは行かなくとも）少し

ずつ溶かしていく方法が提示できるのなら，可能性はなくも

ない．

その手がかりを与えてくれたのが，「出前ワンセグ・チュー

ニング隊」実験が示した，電波の「見える化」というアイデア

である．デジタル技術が推し進める情報ネットワークの高度

化は，どちらかと言えば面倒なコミュニケーション・プロセス

を隠す方向に向かっている．その中で，プロセス自体の効率

を阻害しないかたちで，適切にこうした自らの位置が確認で

きる瞬間が得られることは，「地域」「参加」の問題を，我 自々

身の問題として問い直す上でも有効なことだと感じられる．

（2）市民メディアの「ハブ」としての「エリア・ワンセグ」

携帯端末をプラットフォームとする「エリア・ワンセグ」の

パフォーマンスは，急速に進む「iPhone」のスマートフォン

のデファクト・スタンダード化によって大きく阻害されている．
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ワンセグ機能を搭載していない端末の普及は，このシステム

を社会インフラの一つとして構想する可能性を大幅に狭めて

いるのだ27．またワンセグ機能を搭載した端末でも，電源寿

命や音声認識など，緊急時において安心して機能するレベ

ルには達していない．

しかし本実験は，こうした問題に直接何らかの解を提示す

ることを目的にはしていない．むしろ逆に，これらの障害が乗

り越えられたときに，多メディア環境の中でどのようなポジシ

ョンを「担いうるか」という問いに対するヒントを得ることに

ある．本稿 3章で提示した他の市民メディアとの比較におい

て見出された「ハブ」機能は，どうだっただろうか．

そもそもテレビ神奈川が「ホワイトスペース特区」に名乗

りを上げたのは，初めからこれまで蓄積してきた次世代メデ

ィアへの取り組みを連携する「マルチキャスト・ハブ」とし

て，このメディアに期待を向けてきたからだ．実際，第二期

～第四期にわたって，メディア間連携は様々なかたちで模索

された．「年末年始 108企画」で，オンラインに投稿フォーム

を設けたり，（実現しなかったが）野毛企画でタッチパネルの

「ジュークボックス」を企画したり，大桟橋実験等でUstream

とのサイマル放送を行うなど，各実験には必ずその要素を入

れ込んだ．その中で最も革新的でありかつ，難度が高かった

ものが「防災情報訓練実験」で行った IP over デジタル放送

のサービス実装であったといえよう．

結論を一言で表すなら，技術的可能性は十分立証できた．

しかし，ここでも「阻む壁」が明らかになった．それは「いくら

技術的に連結しても，実際にそれを活用するのは “人” であ

る」という逃れようのない事実である．

野毛実験が遂行できなかったこと，若葉町実験の途中断

念，大桟橋の市民放送局に「固定局」を移したこと……これ

全て「メディア連結のノードは “人”が担う」ということの表れ

である．我々がこの実験を，それでもこうして様々なフェー

ズを乗り継ぎながら続けることができたのは，2011年春のワ

ークショップ授業以来，共に考え，体験し，ノウハウを積み

重ねていった学生を含むメンバーたちがいたからである．こ

の点は，感傷ではなく，プロジェクトが与えてくれた知見とし

て，重く受け止めるべきである．

（3）災害とメディアの問題における「ワンセグ」の役割

災害時にいかにメディアが適切に機能するかは，それが

「日常時」にしっかり生活に根づいているか否かにかかってい

る．一連の実験の最後に「防災情報訓練実験」を設定したこ

とによって，我々は一層，その意を強くした．人間は，非常

時においても，日常に培った経験に基づいてしか行動できな

いのだ．

今回の「防災情報訓練実験」は，綿密なシナリオを用意し，

それに従ってロールプレイを行うことを中心に組み立てた．

しかし仮にそれが「上からのお仕着せ」であったなら，その訓

練の経験は，日常生活の中で血肉化していくことは困難であ

ろう．「防災情報」は，発信者 -受信者の二点間の伝達行為

の往復ではなく，複数の状況に合わせたコミュニケーション

が機能することによって「活きた情報」になっていく．その点

においても（技術要件よりもむしろ），市民メディアの「参加」

のプログラムがベースとなったところで行われる意味がある

と考えられる．「ワンセグ」のシステム的・端末的限界は織り

込みつつ，この点を踏まえ，今後もこの手の草の根の「防災

実験」の実践は積み重ねられていくべきだ．

おそらく核心は，自助 -共助 -公助に関わるコミュニケー

ションの連続性をデザインすることにある．しかしそれは，「防

災」「減災」に限らない．「街づくり」など，地域の課題の基本

なのではないか．「エリア・ワンセグ」も日常に定着し，はじ

めて防災時に機能するのだろう．諸調査で，震災時にワンセ

グが機能したとするデータは，あくまでマスメディアとしての

テレビの代替機として，である．市民メディアの「ハブ」とい

う「エリア・ワンセグ」のコンセプトの検証は，一方でこうし

た「非常時」での機能の有効性を遠くに見つつ，足元の日常

生活に戻って追求すべき課題であることを，改めて確信した

次第である．

2012年 6月末を持って，我々の横浜における「ホワイトス

ペース特区」実験は全て終了した．「エリア・ワンセグ放送」

そのものに関しては，総務省でも本格導入に向けた次の展開

に移りつつある28．ここまで述べてきたように「横浜実験」は

多くの課題を提起しつつも，一定の成果を上げることができ

た．今後，それをどのように継承し発展させていくべきか現

在も検討を続けているが，それは大きく二つ─「ワンセグ」

にこだわらず，「横浜」という町でメディアを介した「参加」の

デザインを追求していく方向と，さらに「エリア・ワンセグ」

の可能性を追求していく方向に別れるだろう．
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後者については，2012年 10月28日，新潟県上越市で開

催された「くびき野メディフェス（第 10回市民メディア全交

流集会）」分科会にて報告の機会をいただき，全国の市民メ

ディア，実践者，研究者にアピールすることができた．今後

も資料を精査し，得られた知見を「対話と共生を理念とする

新しい社会の構築」に資するために，努力していきたい．
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株式会社トーキョーストーム，及び横浜国立大学，東海大
学の学生数名を主要メンバーとして推進された．

2 2009年に文部科学省の採択を受けた「横浜文化創造都市
スクールを核とした都市デザイン／都市文化の担い手事
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して開局した市民プロジェクト．
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た通信・放送融合型のサービスを実現できる．また IPマ
ルチキャスト機能によって特定の地域・グループごとに異
なるコンテンツを配信したり，IPフォワーディング機能
によって放送受信チューナが搭載されていないネットワ
ーク機器へコンテンツを提供したりすることも可能．なお，
本技術は専用の受信端末を必要とせず，現行の通信・放送
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システムとの相互運用性も高いため，早期の普及が期待で
きる（「防災情報訓練実験」プレスリリースより）．
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http://www.soumu.go.jp/main_content/000165523.pdf

参考文献
田村紀雄，白水繁彦編『現代地域メディア論』日本評論社，

2007
河井孝仁，遊橋裕泰『地域メディアが地域を変える』日本経済
評論社，2009

iSPP『3.11　被災地の証言 ─東日本大震災　情報行動調査で
検証するデジタル大国・日本の盲点』インプレスジャパン，
2012

徳田雄洋『震災と情報─あのとき何が伝わったか』岩波新書，
2011

日本記号学会編『新記号論叢書セミオトポス２　ケータイ研究
の最前線』慶應義塾大学出版会，2005

日本記号学会編『新記号論叢書セミオトポス４　テレビジョン
解体』慶應義塾大学出版会，2007

早稲田大学メディア文化研究所『メディアの地域貢献─「公共
性」実現に向けて』一藝社，2010

水島久光『地域コミュニティに見る，情報生活者環境の変化』
（株）博報堂研究開発局委託研究報告書（非売品），2007

水島久光『テレビジョン・クライシス─視聴率・デジタル化・
公共圏』せりか書房，2008



本誌への投稿について

１．どなたでも自由に投稿できます。
２．原稿は本誌の目的「『文明』創刊にあたって（創
刊号に掲載）」をご参照下さい）に沿った論文ま
たは研究ノートなどで，未発表のものにかぎりま
す。

３．原稿の体裁
①邦文の場合： 20,000 字以内（研究ノートは
16,000 字以内），原則として図表は刊行の際の
スペースを本文の字数相当に算入してください。
他に英文サマリー300 ワード。

②英文の場合： 8,000 ワード以内（研究ノートは
6,400 ワード以内），原則として図表は刊行の際
のスペースを本文のワード数相当に算入してくだ
さい。他に邦文サマリー500 字。
いずれ，本誌の「執筆要項」に沿った形でご提出
下さい。

４．投稿原稿の採否は，編集委員会の委嘱する査読委
員の審査に基づき編集委員会が決定します。原稿
は採否にかかわらずお返しいたしません。

５．発行：年１〜２回　原稿は随時受け付けます。
６．投稿ご希望の方には「執筆要項」をお送りいたし
ますので，所属機関名，役職（または学年）およ
び連絡先（住所，電話番号，メールアドレス等）
を付記して下記までご連絡ください。

東海大学文明研究所
神奈川県平塚市北金目 4-1-1　〒 259-1292 
連絡先：湘南校舎 15 号館４F 　文明研究所
電　話：0463-58-1211（EXT 4900，4902）
ＦＡＸ：0463-50-2050
E-mail：bunmei@tsc.u-tokai.ac.jp
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